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【本日の会議に付した案件】 
 
日 程 第 １． 一般質問 
日 程 第 2． 議案第 28 号 佐用町火災予防条例の一部を改正する条例について 
日 程 第 ３． 議案第 30 号 佐用町総合計画審議会条例の制定について 
日 程 第 ４． 議案第 31 号 佐用町合併記念事業検討委員会条例の制定について 
日 程 第 ５． 議案第 29 号 佐用町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 
日 程 第 ６． 議案第 32 号 佐用町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例の制定について 
日 程 第 7． 議案第 33 号 町道路線の認定について 
日 程 第 ８． 議案第 34 号 平成 17 年度農作物共済事業の損害防止事業実施に伴う積立金の取り

崩しについて 
日 程 第 ９． 議案第 35 号 農作物無事戻し金の交付について 
日程第 10． 議案第 36 号ないし第 50 号議案について 

議案第 36 号 平成 17 年度佐用町一般会計予算案の提出について 
議案第 37 号 平成 17 年度佐用町国民健康保険特別会計予算案の提出について 
議案第 38 号 平成 17 年度佐用町老人保健特別会計予算案の提出について 
議案第 39 号 平成 17 年度佐用町介護保険特別会計予算案の提出について 
議案第 40 号 平成 17 年度佐用町朝霧園特別会計予算案の提出について 
議案第 41 号 平成 17 年度佐用町簡易水道事業特別会計予算案の提出について 
議案第 42 号 平成１７年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算案の

提出について 
議案第 43 号 平成 17 年度佐用町生活排水処理事業特別会計予算案の提出について 
議案第 44 号 平成 17 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計予算案の提出につい

て 
議案第 45 号 平成 17 年度笹ヶ丘荘特別会計予算案の提出について 
議案第 46 号 平成 17 年度佐用町歯科保健特別会計予算案の提出について 
議案第 47 号 平成 17 年度佐用町宅地造成事業特別会計予算案の提出について 
議案第 48 号 平成 17 年度佐用町農業共済事業特別会計予算案の提出について 
議案第 49 号 平成 17 年度佐用町石井財産区特別会計予算案の提出について 
議案第 50 号 平成 17 年度佐用町水道事業会計予算案の提出について 

日程第 11． 議案第 51 号 佐用町過疎地域自立促進計画の策定について 
日程第 12． 委員会付託について 
 
 

午前１０時００分 開会 
 
議長（梶原義正君）     それでは、皆さん、おはようございます。早朝よりお揃いで

御出席を賜り、誠に御苦労様でございます。ただいまの出席議員数は定足数に達して

おりますので、直ちに日程に入ります。なお、塩崎議員、新田議員、中尾議員、大久

保議員、この方々が体調不良、あるいは葬式等で欠席届が出ておりますので、お知ら

せしておきます。それから、廣瀬武志議員が約 10 分ほど遅刻するということで、遅刻

届が出ております。以上です。 
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日程第 1．一般質問 

 
議長（梶原義正君）     それでは、日程第 1 に入ります。 

日程第 1 は、昨日に引き続き一般質問を行います。49 番、廣瀬福市君。 
 

〔廣瀬君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     それでちょっと待って。あの、昨日と同じように、もう午前

中 2 時間ですから、休憩なしでやりますので、トイレ等がありましたら、あの、外の

方に邪魔にならんようにそっと行ってください。 
 
49 番（廣瀬福市君）     失礼します。花の舞台ではございませんけども、同じやるな

らトップにやるかおおとりにやるのが一番いんらしんですけど、今日はトップをやら

していただきます。 
昨晩大きな雪が降りまして降雪量がかなりあったようですけれども、幸い朝凍てつ

きませんでしたので、無事卯の山峠も越しましたし、佐用坂も 1 台もスリップ車もな

く、スムースに来たように思います。いつもでしたら家内が「お父ちゃん、もう恥か

かんように頑張ってきなよ」いうて肩たたいてくれるんですけど、今日は今からおり

ませんので、1 人で頑張ってきました。よろしくお願いします。 
さて、質問に入らせていただきます。私は平成 18 年度の予算編成について、関する

方針と手順について町長に伺いたいと思っております。町長は去る 11 月 25 日の議会

連絡会の席上、初めての機会ですのでいうことで、就任の挨拶の意味も込めてお言葉

を聞いたわけですけれども、まあその中で、公平、そして公正、そのことが町内の隅々

の方々、町民の皆さんに隅々まで手の届くように、早く行政を安定させたいという、

まず大きな骨のあるお言葉をいただきまして、そのためには、1 番、町民のコミュニケ

ーションを図りたい。2 番、旧町より引き継いだ課題を理解する。3 番、平成 18 年度

3 月末まで調整期間とする。4 番、平成 18 年度予算編成は 12 月より入ります。と述べ

られました。このまとめ方は私流ですので、町長の本意に外れている点がありました

ら、また後で御訂正願ったらいいと思います。まず、間違いないとはこう思いますが、

そういうことでございます。ところが、これらの実現については、短期が目標、4 年、

5 年、6 年、7 年、10 年と、長期の目標とあるようでございますけども、本日の質問に

ついては 1 点に絞らせていただきまして、まず、18 年度予算編成の方針と手順につい

ての所信を町長に伺います。よろしくお願いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     皆さん、どうもおはようございます。ほんとに今日は思わぬ

雪になりましたけども、あの、北部の方には除雪車を少し出して、今日あの、除雪を

いたしておりますけども、まああの、雪自体がみぞれのような雪でしたので、まああ

の、それほど大きな交通渋滞にはならなかったようです。 
それでは、あの、まず、廣瀬議員からの御質問にお答えをさしていただきます。平

成 18 年度の予算編成の方針の手順についての御質問でございますが、平成 18 年度当

初予算編成は、新町発足後初の本格的なものとなります。まちづくり計画に基づきま

してさまざまな事業を展開しなければなりませんが、合併によって財政状況が好転し
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たわけではありませんので、限られた財源の重点配分によって効率的な財政運営を行

う必要がございます。参考までに申し上げますが、旧町の平成 17 年度一般会計当初予

算額合計は、純計額約 128 億円でありましたが、財政調整基金及び減債基金を 10 億円

余り取り崩して財源不足を補っております。一方、9 月末に旧町が持ち寄りました同基

金の合計が 22 億 1,800 万円。平成 17 年度本予算に 3 億 6,000 万円を組み入れたため、

残りは 18 億 5,800 万円となっております。旧各町の予算が合併直前という特殊事情が

あったにせよ、基金繰入額が非常に多く、このような手法を今後とり続けることは不

可能であるということは言うまでもございません。平成 16 年度決算で見る旧町の財政

状況は共通しているのが町税収入の落ち込みと、経常収支比率の悪化でございます。

旧 4 町の町税収入決算額が合計 22 億 7,000 万円余りで、平成 13 年度決算額に比べて

約 2 億 5,000 万円の減収。経常収支比率は軒並み 80 パーセントを越え、町税を中心と

する経常一般財源の減少に加え、公債費、扶助費などの経常的経費の増加が経常収支

比率を増行させております。さらにこのような状況を受け継いだ新町の財政に地方交

付税の見直し、国庫補助金・負担金の削減を標榜する三位一体改革が少なからず影響

を及ぼすことは必至であります。このような情勢を踏まえ、危機的な財政状況にある

ことを職員全員が十分認識して、歳出全般にわたる徹底した見直しと予算配分の重点

化、効率化に職員一人ひとりが改革意識を持って取り組むことが、取り組んでいかな

ければなりません。また、そのためにです。佐用町の長期振興計画に関する事業の内

部調整及び町制の重点事項等を協議する政策調整会議の設立などについて、12 月の管

理職朝礼で指示をしたところでございます。 
今後の手順といたしましては、18 年度行政運営の特色、重点事項にかかる所見書に

より、町総合計画、過疎計画などに基づき、事業計画等調書を作成し、各担当課の予

算見積締め切りを、本年のこの 12 月 26 日といたしております。平成 18 年度、年明け

てから 1 月初旬より１次査定。その後 2 次査定という形で予算編成を行ってまいりた

いと思っております。 
以上、手順につきましては、そういう予定で行ってまいりますので、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。 
以上、この場での、廣瀬議員からの御質問に対する答弁とさせていただきます。 

 
〔廣瀬君「はい」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、廣瀬君。 
 
49 番（廣瀬福市君）    はい、廣瀬。ただいまの回答の中から追加質問として質問させ

ていただきます。 
まず 1 番。重点配分と効率化なんですが、町長が選挙中に大きな 8 つの項目をあげ

られて、それぞれ選挙戦を公明、盛大な形の中で遂行されたわけでございますけれど

も、8 つの項目がそれぞれ重点項目になろうかと思いますけれども、最前説明された財

政金額等の説明もお聞きしました中ですけれども、やはり限られた財政の中での重点

配分ということになりますと、町長の所信として 8 項目の中からやはり優先順位をと

らざるを得んと、こう思われます。特に、今お考えの中で、選挙公約の中で 8 つあが

っているけれども、一番重点として優先すべき項目は、佐用町全域を見渡した場合、

どの項目が一番重点、優先項目に当たるとお考えでしょうか。1 点がそれでございます。 
それから、2 点目。町内の管理職会議等において、これからの町制重点事項について

の審議をなされると、こう説明でした、ございますけれども、12 月 26 日にはそれぞ
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れの重点事項が内部調整されてあげられるようにこう指示をされておるようでござい

ますけども、現在のところ、やはり町民の声を組織的に吸い上げるという組織ができ

ておりません。ただ、頼りになりますのは、説明がありましたまちづくり計画が根拠

の 1 点目。それから 2 点目は、過疎自立計画が・・・、地域過疎自立計画、そのこと

が今のこの会議に提出されて、後ほどまた委員会で検討されまして、最終的には決議

されるわけですけども、よりどころにするのはまちづくり計画と過疎計画にあるんで

はないかと思います。各地域の声を代表する自治会組織等の活動については、来年の 3
月末に啓発活動を行って、まちづくりの委員会は立ち上げるということで、そういう

組織的な集落らの声は上がってこないということになりますと、やはり 18 年度の予算

は行政主導型で来年の 3 月提案まで引っ張られると思いますが、そういう点、指導型

になりますけれども、何とか時間のやりくり等を補って、各自治会等の声を吸い上げ

る手法を取りいただきたい、取り入れていただきたいと思います。 
まずその２点。重点配分の優先順位としてはどういうこと考えおられるか。それか

ら 2 番目には、そういう 2 つの計画書をよりどころに計画されると思うんですが、時

間的にせっぱ詰まっておりますけれども、各自治会等の声を何とか吸い上げる手法と

いうものを取り入れられる考えがあるかどうかを伺ってみたいと思います。よろしく

お願いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい、議長。まああの、18 年度の当初予算ということで、本

格的な予算ということでなるわけですけども、ただその中身につきましてはですね、

当然あの、旧町それぞれいろいろな課題を引き継いできております。で、これをその 3
月までにですね、こうすべて解決できるわけではありませんので、そういうその継続

事業についてはですね、当然これは責任を持ってこれを引き継いで完成をさしていか

なきゃいけないというふうに考えております。それと、あの、まあその重点配分とい

っても、ただあの経常的なものというのは当然まあ必要になります。特にまあ、福祉

サービスとか福祉事業、またあの、各いろんな団体に対するですね、活動に対する予

算というようなものも、当然経常的な経費として今後引き継いでおりますので、そう

いうところにも従来の予算について、基本にしてですね、査定をしていかなきゃいけ

ないなというふうに考えております。あの、まあ、あの総合的なやっぱし行政ですか

ら、どこに配分をして、どこをほんなら取りやめるというわけにいきません。全体の

バランスをとっていかなければならないというふうに思っておりますけれども、まあ

あの、議員のいろいろと御質問にもありますように、町民の皆さんのたくさんのニー

ズのあるところにまあ当然予算を配分していくのが行政の基本でありまして、まああ

の、よく質問にも出ておりますこの外出支援サービス等についてもですね、相当のま

あこれ、予算配分もしなきゃいけない、予算を確保しなきゃいけないなということで

考えておりますけれども、そういうまったく新しい事業に取り組むということはなか

なか難しいでしょうけれども、まああの、各、今合併後の皆さん方がやはり行政サー

ビスについてかなりいろいろと心配もされておると思います。そういうことに対して

ひとつの方向を、心配をされていることに対して安心していただけるような方向をね、

出していけるような予算にしていきたいなということで、ひとつ答弁とさせていただ

きます。 
まあそれからあの、地域の要望とか、あの地区、地区、広いあの町域になりました。

そういう中で、当然各地域にそれぞれいろいろな課題があると思います。これはあの、
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旧町からですね、職員、いろんな形で引き継いできてると思いますし、新町のまちづ

くり計画の中にも当然反映をしてきてると思います。ですからまあ、基本になるのは

ですね、新町まちづくり計画なり、それから各町が持っております過疎計画、そして

各町の総合振興計画、そういうものがね、当然ひとつの基本になる材料であると、資

料になるというふうに思っておりますけれども、しかし、直接の生の声をですね、ま

あ聞かしていただくことも必要だというふうには思います。ただ、今議員がおっしゃ

るように時間的になかなか十分な時間がとれないということですけども、まああの、

この今日、明日ですね、明日、自治振興会・・・、あ、今日やな。本日、今日、自治

振興会の役員会を開かしていただいて、22 日にあの初めてのですね、全体の自治振興

会を持たして、総会を持たしていただきたいというふうに思っております。まあそう

いう中でですね、地域のそれぞれの役員さんの皆さんのですね、あの、いろんな声も

聞かしていただきたいというふうにも考えておりますし、私自身もですね、できるだ

けこの災害等のいろんな対策も含めたことでもう既に、あの地域もできるだけまあ現

場に出て、あの状況も聞かしていただくようなことも現在やっておりますけども、少

しでも、あのそれぞれの地域にも必要なところには出て行かしていただいて、お話も

聞かしていただくように考えていきたいと思っております。まあそれと職員の方にお

いてもですね、現地なり状況をよく把握してですね、できるだけまあその地域の皆さ

んとともに話し合った中でそういう対策、今後の事業計画、また対応していくように

ですね、指示をしておりますので、まあそういう考え方で取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。 
以上、答弁とさせていただきます。 

 
廣瀬君「はい」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、廣瀬君。 
 
49 番（廣瀬福市君）    はい。ただいまの回答の中から 2 点ほど重ねて聞いてみたいと

思いますが。まず、通常の経常経費ということですが、例年どこの自治体も昨年度比

いくらとか、３年、過去 3 年間の比較と比べていくら、何パーセント増額せよとか、

何パーセント減額せよというような庁内の管理職会議等で支持をされる事例がほとん

どでございますけれども、今回佐用町におきましては、17 年度の予算が今提案されて

おりますけれども、17 年度の予算を土台にして計上経費と通常いるべき経費について

は何パーセント減にするという、そういうような予算編成方針を出させる考えがある

かないかが１点目でございます。 
それから 2 点目に、バランスの、財政執行上のバランスの問題ですけれども、バラ

ンスの調整を図る基本的な考え方の中で、旧 4 町の社会的基盤の成熟度を考えたとき

に、旧 4 町の社会的基盤がこれから 1 期 4 年とか、2 期８年の間に各旧 4 町とも同じ

ような水準になるようなことを考えるというのもひとつのバランスを考えるひとつの

基準になろうかと思いますけれども、ところが、社会的基盤だけを基準に考えた場合、

旧 4 町にはそれぞれ成熟度が異なっております。ある町では社会福祉、高齢者対策が

進んでいる。ある町ではやや遅れている。または、農業振興基盤整備等については、

ある町は進んでいる、ある町は遅れてると、そういう凹凸がございますけれども、そ

の社会的基盤だけを基準にしますと、ある町に偏りがちな予算編成になる危険性もあ

りますが、その辺の考え方をどうされるのか。そのバランスを考えるときの基準をど

ういうふうに考えていこうとされているのか、お尋ねしたいと思います。 
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3 つ目は質問じゃございませんけども、各集落の予算に対する要望をどう吸い上げる

かという点については、自治振興会が明日開かれると思いますけれども、恐らく予算

がどうなるかいうことは、大きな関心を持ってそれぞれの区長さんはおいでになると

こう思いますが、その席上、町長の言われる「公平・公正な予算」とはどんなものか

ということを説明される場合に、旧町より引き継いだ課題を理解するいうようなおっ

しゃっておりましたが、その町長自体が引き継いだ課題を理解する、どのように理解

しているかということも合わせて述べられて、自治会長さんとの御理解を得られるよ

うに努めていただきたいことを要望します。 
質問は最初の 2 点だけです。よろしくお願いします。 

 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあこの、どうしてもこの合併後というですね、またまった

く新しいこのベースに立ってですね、考えなければいけない部分がたくさんございま

す。だから、すべて昨年同比、対比どうするということではですね、これはあの比較

ができない部分がたくさんございます。ですから、ゼロ査定、まあゼロからですね、

積み上げていくということも十分考えていかなきゃいけない。まあですから、あの、

各いろんな経常経費については、あの、当然無駄を省いて、削減できる、効率化を図

って、徹底的にまあそういうことを検証した上でですね、ゼロから積み上げていくと

いうことをやはり、まず基本にしなきゃいけないなと思っております。ただ、まああ

の、やはり総額的にはですね、どうしてもそれで全体の総額というものを削減をして

いかなきゃいけないということでありますので、経常経費的なものも昨年度 4 町、旧 4
町が持ち寄った・・・、の総額からですね、少なくてもまあ経常的なものを 5 パーセ

ントとか 1 割削減するという、まあそういうひとつの目標の下にですね、まあこの査

定をしていきたいというふうに思っております。 
それからあの、これからの施策の中で旧町のいろんなバランスということですけど

も、まあ確かにいろんな各町がそれぞれ努力をしてきて、これまで 50 年間の各町のま

あ施策の中でですね、どうしてもデコボコと言いますか、あの、進んでる部分と重点

的にやってるところ、その特色があると、まあそれは特色だと思うんですけどもね、

あると思います。ただまあ、その郡内であった 4 町それぞれ、あの、それほど大きな

ね、私はあの差はないなと、まああの、例えば福祉サービスにしても、まあ、教育内

容にしてもですね、郡教委でやっておりますし、まああの、住民のまあいろんなサー

ビス上もですね、旧町がかなり 4 町でいろいろと話合いをしながら進めてきている部

分が非常に多いもんですから、あの、大きな差はないとは思っております。ただ、社

会資本的な面でですね、まああの、進んでいるところ、進んでない部分がありまして、

まあその辺は長い、ある程度のスパンの中でね、このバランスをとっていかなきゃい

けないと思いますけども、進んでいるところについてじゃあ、あの、その部分で満足

かというと、それはそれでまだ要望はあるわけです。ですから、すべて同じになるま

で進んでいるとこは何もしないということでは、これもまた地域の要望に応えられな

いところがあると思います。ただ、あの、まったくね、遅れているところがまたある

とすればですね、それは早くそのある程度一定の水準までこう調整を上げていかなき

ゃいけないということも、これも当然必要だというふうに思っております。ですから

まあ、これあの、新しい新町内の状況というものを、早く全体を把握して、どこに課

題があるか、この点については当然まあ、あの、新町まちづくり計画の中に各町がそ

れぞれの課題として持ち寄っておりますけどもね、そういうものを再度まあこういろ
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いろと庁内で、いろいろと検証をして、今後の方針、あの状況を十分把握した上でね、

今後の予算編成の中、予算配分の中にね、反映させていかなきゃいけないなというふ

うに考えておりますので、まあ御理解いただきますように。 
 

〔廣瀬君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、廣瀬君。 
 
49 番（廣瀬福市君）     はい。最後になりますけれども、ほんとに新しい町の予算、

生みの苦しみをひしひしと感じているわけでございますけれども、まあ、管理職会議

でこれから、鋭意、良きものを生み出すための審議、協議とかされると思いますが、

この審議過程の中において、今回の合併は対等合併でございますので、庁内の管理職

会議をされましたときに、確かに役職上の上下はありますけれども、しかし協議上の

議論の内容はあくまで対等ですので、各課長さんはそういう職責の上下を考えなく、

住民の代表だということで忌憚のない意見を出し合って、良きものを生み出すことを

期待して終わります。どうもありがとうございました。 
 
議長（梶原義正君）     以上で廣瀬福市君の質問は終わりました。続いて、2 番、笹田

鈴香君。 
 

〔笹田君 登壇〕 
 
2 番（笹田鈴香君）     おはようございます。2 番、日本共産党の笹田鈴香でございま

す。私は２点の質問をさせていただきます。 
先日、「佐用町も新しい町長も決まったし、ほ場整備の問題、早く解決してもらって

よ。うちは 4 反ほどの田んぼで、年間約 4 万円も利子を払っている。利子ばっかり払

ってかなわんわ」と言われた方や、また、「子ども、孫にも借金を残すことになり、後

を継いでくれなくなるのでは」と心配してる人もあります。組合員も高齢化していく

中で、既に亡くなられた方もあります。そこで、まず 1 点目は、仁方地区ほ場整備問

題の早期解決を求めてお尋ねします。仁方地区ほ場整備は、平成 5 年度より 8 箇年計

画で、区画面積 17.3 ヘクタール、道路約 2,700 メーター、用水路約 3,300 メーター、

排水路工 4,500 メーターを基盤整備促進事業で実施し、事業主体佐用町、地区におい

ても、おいては仁方ほ場整備組合を組織されたものです。工事は平成 5 年より始まり、

11 年に完成しているのにもかかわらず、組合員は未だ登記もできないので困っておら

れます。 
そこでお尋ねします。組合長は交代されていますか。2 番目に、子どもは、私どもは

今までに組合長でありながら工事請負業者であり議員、その前は区長であることを問

題点として指摘してきました。この件についてはどう思われますか。また、組合との

話し合いはスムースにいっていますか。4 番目なんですが、ちょっとあの、「調定拒否」

と書いているんですが、訂正してほしんですが、私の勘違いで「8 月の裁判で調停の際

に和解を拒否されたのはなぜですか」というふうにちょっと訂正させていただきます。

次に、11 月 16 日に判決が下り、当局は敗訴したわけですが、25 日の議員連絡会で町

長は「控訴」すると言われました。判決の結果を真摯に受け止め話し合いはできませ

んか。 
次、2 点目は、介護保険制度の充実についてお尋ねします。2000 年４月より実施さ
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れた介護保険制度も今年で 5 年経ち、見直しということですが、10 月 1 日より居住費、

食費が全額自己負担実施され、利用者の負担増になっています。サービスを受けてい

る家族の方から、「デイサービスの回数を減らそうかと考えている」とか「ショートス

テイも今までのように預けられない」など、本当に悲痛な声を聞きます。そこで制度

の見直しについて見解をお伺いします。 
まず 1 点目は、新町における 65 歳以上の高齢者、介護認定者、利用者はそれぞれ何

人ですか。 
２点目、サービス内容は旧町によって異なるものがあると思いますが、調整はされ

ていますか。 
3 点目、ショートステイやデイサービス等の実態はどうなっていますか。 
4 番目、ホテルコストの導入により、特別養護老人ホームに入所者の負担はどう変わ

りましたか。町内の施設の現状はどうなっていますか。お尋ねします。 
5 番目は、負担増を抑えるために、町独自の軽減制度を設けませんか。 
以上、この場での質問を終わらせていただきます。 

 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     それでは、笹田議員よりの御質問に対してお答えをさしてい

ただきます。最初に、仁方地区ほ場整備問題の早期解決に向けての御質問でございま

すが、組合長については組合設立時から組合規定により組合員の相互に・・・、組合

員の互選により選任または再任されており、交代されたとは聞いておりません。 
組合長の議員、工事請負業者の代表者、議員就任後は退任をされております、につ

いては、住民の信任を受け就任をされており、また工事請負業においても資格を取得

し、指名競争入札によって落札されて、工事現場指導も担当者が現場代理人に指導・

指示し、工事を完了させておりますので、違法性、違法的なものはなかったというふ

うに考えております。今回の一時利用地変更指定処分取消請求訴訟については、平成

15 年 5 月の提訴以来、15 回に及ぶ公判を経て、本年 11 月 16 日に判決の言い渡しが

あり、原告の主張を容認するものとなりました。町といたしましても、従前より役員

会を中心に組合員の話し合いにおいて円満に解決していただけるよう、県とともに何

度となく話し合いの場を設定し、努力をしてきましたし、公判中においても和解調停

という場を設けていただき、双方に譲歩をお願いをいたしましたが、詳細な理由は当

事者にしか分かりませんが、不調に終わりました。判決の言い渡し後、兵庫県農地整

備課を土地改良事務所の換地専門員、連合会の専門委員、担当弁護士とともに早期解

決を図るためには、今後町として対応できる方法を法的に適法か否かを検討・協議し

た結果、判決の事実及び理由について原審の判断については町の主張に対しての判断

が示されていない事柄もあり、特に理由について、近畿農政局担当官とも協議を必要

と判断し、控訴期間、控訴期限に間に合うよう大阪高裁に控訴の手続きをいたしまし

た。一方で、仁方地区に対しましては、事業主体の町の職権では解決できない問題で

あり、役員会としての機能回復と快哉、組合員相互の理解と協力が得られるよう地元

に対し再度要請をしたところであり、役員各員にも行政へ責任を押し付けるだけでな

く、役員の責任として町とともに問題の解決に当たっていただけるよう願うものであ

ります。 
次に、介護保険制度の充実についてということの御質問でありますが、新町におけ

る 65 歳以上の高齢者、介護認定者、利用者はそれぞれ何人かとの御質問ですが、65
歳以上高齢者は 10 月末で 6,518 人。介護認定者は 1,090 人。利用者は 8 月実績で居宅
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介護サービス利用者 548 人、施設介護サービス利用者 246 人であります。サービス内

容は旧町によって異なるものがあると思いますが、調整はされているかとの御質問で

すが、介護サービスの内容につきましては、全国どこでも利用可能な制度であり、町

単位でサービス内容が異なるものではございません。新佐用町におきましても、保険

者である町と町内の介護サービス業者との連絡協議会を開催し、常に連携をとりなが

ら事業運営を心がけております。 
ショートステイやデイサービス等の実態はどうかとの御質問でございますが、10 月

の制度改正により、ショートステイにつきましては、滞在費及び食費が原則自己負担

となりました。しかし、所帯全員が町民税非課税の方や生活保護需給者の方は申請に

よりそれぞれ負担が軽減をされます。また、デイサービスにつきましては、食費が自

己負担となり、町内デイサービスセンターの状況では改正以前の 400 円から 500 円の

自己負担が、改正後は据え置きの 400 円から 650 円で、最大 250 円の引き上げとなっ

ております。しかしながら、制度改正による利用者の変動はないように聞いておりま

す。 
ホテルコストの導入により特別養護老人ホーム入所者の負担はどう変わったか。ま

た、町内の施設の状況はとの御質問でありますが、ホテルコストの導入につきまして

は、在宅サービス利用者と施設サービス利用者との負担の公平化のため、施設入所者

に居住費を負担していただくよう改正されました。しかしながら、所帯全員が町民税

非課税である所得の低い方には、居住費・食費の負担額が低く設定をされております。

特に、年金額が 80 万円以下の方につきましては、さらに利用者負担 1 割の上限も 2 万

4,600 円から 1 万 5,000 円に引き下げられております。この結果、所得の低い方は 10
月以降の負担の方が低くなっております。町内の施設入所者で軽減制度に該当される

方は認定証を発行し、負担の軽減を図っております。ただ、町民税課税所帯の方につ

きましては、軽減制度が利用できませんので、施設が定めた居住費・食費を負担して

いただいております。 
負担増を抑えるため町独自の軽減措置を設けないかということでありますが、介護

保険の軽減制度は、一般会計からの繰入は禁止されており、その財源を介護保険被保

険者の保険料で補うため、ひいては保険料のアップにつながります。居住費は先ほど

申し上げましたように、在宅サービス利用者との負担の公平化を図っておりますので、

町民税課税所帯の方には施設で定められた費用の負担を今後お願いしたいというふう

に考えております。 
以上、この場での答弁とさせていただきます。 

 
〔笹田君「はい」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）     はい。2 番、笹田です。再質問をさせていただきます。 

組合長のことを工事請負業者、また議員、そしてその前は総代だったわけですが、

このように兼任をされておりました。それの、そのことを今までにも指摘をしてきた

わけですが、特にその業者であったときにいろんなこう、あの、工事にしましてもず

さんだということでやり直しをしたりとか、また遅れたり、工事が遅れて稲の苗を買

っても植えれなかったという人も現実出てきております。で、そういったことがあり

ながら、あの、そのまま続行させたいうことには本当に問題があると思うんですが、

それと、まあでもそれは今の話では正しいというふうに答えられましたが、あの、も
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う 1 つね、問題としまして、この組合長だけじゃなくって、担当をされました方が、

それまでは課長になる前はそこの組合の役員だったということを聞いております。で、

課長になったので役員を下りられたそうですけども、なぜ、あの、ほかの課に配属を

されなかったのか。課長自身もやっぱりそういった役員を兼ねたり、地元の直接係る

ことなんでね、あの、ある意味では大変気の毒だと思うんですが、なぜ、その配慮が

足らないと思いますが、その件についてはどう思われますか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     職員もですね、それぞれ家に帰ればですね、その地区の住民

であります。その地区の皆さんとともにですね、地域のいろんな事業なり、その地域

の仕事にですね、一緒にまあ、こう協力して、それを、役割を果たしているというこ

とでありまして、それがまあ、当然その組合、同じ組合の中でですね、組合員として、

それのお世話をさして・・・、してるということについて、これは当然のことだと思

います。ただ、課長、農地整備課長というですね、形になればですね、やはりそれだ

けの仕事がたくさんありますので、そこだけを見るわけ・・・、非常にまあ仕事も忙

しくなりますのでね、その役員からは組合の中でお願いをして辞めさせていただいた

ということであります。その配慮が足らなかったと言われますけれども、やはり町と

いたしましては、そこの仕事だけを担当させているわけではなくてですね、その課長

には町全体の産業課の仕事、それだけの仕事をさせるだけ・・・、にはその職員が必

要ということで任命をしてるわけですから、そういうその御質問がされるのは、少し、

何か私はちょっと回答しようがありませんね。あの、これは町としての方針でしてお

ります。 
 

〔笹田君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）     まああの、狭い地域ですからそういったこともあるかもしれま

せんが、やはりあの、こういう結果というか、まあ判決にまで、裁判にまで持ち込ま

れたという、まして今回だけでなく前の件ももう 1 件町が損害賠償を払ったというよ

うないきさつもありますので、やはりそういったことを考えると、あの、少し配慮し

て、やはりそういうことは考えるべきだと思います。それと同時に、あの、ずっと今

までの経過を辿ってみますと、もっともっと行政指導が必要ではないかと思うんです

が、その点行政指導としては、あの、欠けてないと思われますか。きっちりやってる

と思われますか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     あの、よくこういう問題になったら行政の責任ということに

言われるんですが、基本的に逆に行政指導でやるとですね、行政が一方的にしてると

いうまた批判も受けます。これは、ほ場整備組合というですね、その地権者の皆さん

が一緒に組合を作って役員を選出して、そこで役員会または組合総会を開いてですね、

すべてのことを決定をして、進めてきている訳です。そういう中で、行政としてはで

すね、法的に基づいたこと、また、その事務的なものを補助してですね、その事業の
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円滑に進むようにやってるわけです。ですからその、重要な決定事項について、行政

指導が足らなかったという、そういうことで行政が一方的にこの問題について､こうし

なさいという権限はありません。これは、組合の方で決定されたことを、それに違法

性がなければ、それを手続きとしてこれを、行政として事業を進めて行ったというこ

とでありますので、そのことについては、充分に私は行政として、行ってきたという

ふうに思っております。 
 

〔笹田君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）      はい、笹田です。それではもう一つ聞きたいんですが、その

話合いには何度も足を運ばれたということですが、地元の、まぁあまり前の事、ぶり

返したくはないんですが、あの、話合いにはこられても、途中で突っ込んだ話になっ

ていくと、職員も帰って行ったと言う様なことがあるとかも聞いていますし、それと、

先ほどのその組合長がいろいろこう、兼ねているという兼任されていることもですが、

その組合にももちろん、ほ場整備組合にももちろん責任はあると思うんですが、その

話がうまくいかない時にも、やはりうまくまとめに入るというか、あの、話し合いの

中に入って、もっとじっくり話を聞いてほしいというのが、地元の願いでもあるわけ

なんですが、その後、工事が終わってからは、組合任せとまでい行かないんでしょう

けども、何回も話はもたれましたか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     いや、工事が終わってからこういう換地のですね、いろんな

問題があって、会議が開かれて、それはそういう会議も何回も開かれたということで

すから、あの、どういう意味なんか、開かなかったんですか、どういうふうにどこに

問題があるんでしょうか。 
 

〔笹田君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）      あの、なかなか役員会もそれは、地元のことになるんかも知

れませんが、なかなか話し合いができないと。で、次々こう長引いてきて、結局今日

までに、かかって、まだこれからもかかろうとしている訳なんですが、やはり、もっ

とその組合にもうまく役員会とか、いろいろ会議が開かれるように、指導をというか、

そういうふうな形で、入っていってもっと、早く解決するような方向に話を持ってい

っていただけないかなと思います。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     ま、私はあの、その組合長ですね、今いろいろと問題がある

ということ、常に言われます。ですから、当然役員会において、また、組合総会にお

いてですね、組合長に問題があるんであれば、組合長を交替する、新しい組合長をね、
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自分たちが信頼できる、また、その事業を進めていくために必要な組合長に交替をし

ていただくという手続きを、きちっととってほしい訳ですよ。それをせずにですね、

組合長にそのまま、皆さんは組合長として、その認めてる訳ですから、その組合長の

中で、組合のその総会なり、いろんな決議事項がすべて生きている訳ですから当然ね。

新たにその決議をしようとすれば、その変えようとすれば、その総会なりの手続きヲ

踏んだ上で、こういうふうに始末するから、町の手続きとして、こういうふうに変更

してくださいと、いうことを言っていただかないとですね、これはできないわけです。

ですから、それだけ、その組合のことでいろいろと、お話をいただくんですから、も

し、そういうことであれば、組合の皆さんに、その全員総会を開いて、そして、その

組合の問題についてきちっと、何が問題があるんかということをその、当然、皆さん

が協議していただいた中で、必要な手続きをとっていただきたいと。いうのが私の基

本的な願いです。 
 

〔笹田君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）      はい、そしたらもう一つ、一番肝心なことを聞きたいんです

が、今回の裁判では、結局町が負けた訳ですね。これをまた、大阪高裁に訴えるとい

うことなんですが、それに関して、理由を先ほど言われましたけども、現実には、こ

の裁判をされた方の意見が通ったということは、やはり、町に少しでもいいことがあ

ればね、こういう結果は出なかったと思うんですが、その辺はどうですか。 
 
議長（梶原義正君）     はい。町長。 
 
町長（庵逧典章君）     これは、事業を町が委任を受けてやっておりますから、町が

その裁判についても受けたという形になっておりますけれども、その決定されたこと

は役員会において、総会において、決定されたことで申請をしてる訳です。その総会

において決定されたことについて、これがその、まちがってるというかその、訴訟さ

れた原告の主張が認められたと。いうことであります。で、まその、裁判官において

ですね、こういうほ場整備の事業のやり方、進め方ということについて、その地権者

会議、総会ですね。組合員の総会の決定がどういうふうな位置づけをされたかという

ところにね、私は、充分に認めていただいてないと。だからこれを、原告が言われて

いるように、間違っているということになれば、これは総会において、もう一度やり

直してもらわなきゃいけない訳です。だからその点において、町がこの結果を踏まえ

て、町の決定でじゃあ、これを変更します。ということはできませんから、そういう

意味でこれは、裁判官の認定の仕方が違ってる。間違ってるということでの控訴をし

てるわけです。 
 

〔笹田君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）      はい、あのまぁ今回の判決はやっぱり町として、ほんとに大

きな、汚点だと思うんですよ。今までこういうほ場整備で、２回も町側が負けたとい
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うような事は、他にもないと思うんですが。やっぱり、新しい佐用町としてね、走り

始めたばっかりです。いつもあの、町長も所信表明とかこのあいさつの中で、やはり、

町民が一体となってとか、協働の精神とかいろいろ言われてます。そういう意味でも

ね、やはり、せっかくこの４町が一緒になって、新しいあの、町がうまれたわけです

から、やはり、控訴を又するといわれたんですけども、やはり少しでも早い解決に向

けて、もっともっとその、裁判任せにされないとは思いますけども、任さないように

何度も何度もあの、（並行を）しながら、こう話し合いを続けていただいて、早い解決

を求めます。私だけじゃなくて、これはほんとに地元の方がもうずっと言われます。

請願もでてますけども。とにかく、早い解決をとにかく、早い解決をしてくれという

ことを言われてますので、すいません。間違えました。請願とはこれとは関係ありま

せんので取り消します。で、とにかく地元の皆さんは、早期解決を求めておられます

ので、ぜひ、私も求めて次の質問に移ります。 
    介護保険についてですけども、先ほどお答えがありましたが、とてもやはり 65 歳の

方の人数も増えておりますが、介護認定者が 1,090 名ということですが、食費と特に、

ホテルコストなんですが、食費は聞きましたら、今まで、旧佐用町では，400 円を取

っておりまして、そのうちの１割負担が 400 円になったということです。食事の調理

形態が違うので、上月の方では、500 円だということですが、あのやはり、この金額

の差もありますが、もし、今は据え置きというか、社協の方がというか、事業所のほ

うが、負担をされているので、現在は今までどおりいけるということで、喜ばれると

思いますが、これが又、解約になりまして、それも事業所もまた、自腹を切って出し

ますと、ほんとに経営が大変になります。今大体、平福の地域福祉センターでは、デ

イサービスが１日に１５人で、土曜日もやっておられますので、6 日間されております。

すると、１人仮に 400 円ですと、360 円の持ち出しということになって、月額にする

と、14、5 万ぐらいの持ち出しになるかと思われるんですが、そういったことも大変

です。これが、そのまま、食費が実費になってしまうと、ほんとに大変ですし、今は

事業者の方が大変です。この介護保険はやはり、みんなで支えあうという意味で、社

会が支えあうという介護保険になったにもかかわらず、今ではお金がいくら払えるか

で利用ができるというような、ふうに変わっておりますが、その辺については、どう

思われますか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     そのみんなで支え合うということの中で、みんながその負担

をすると。言うことではないかと思うんですね。ですから、誰かが今言われるように

負担をしなけりゃいけない。だから、そういう個人で負担できない部分についてはみ

んなで支えあえば、介護保険料を上げて、介護保険料としてみんなで支えあうのか、

又、事業者が負担すると大変だと言われてます、又その事業者の負担というのもどこ

からか、捻出をしてこなきゃいけない。この部分を最終的には皆さん誰もが負担をし

ていかなきゃいけない。そういうことですから、だから、その利用者の方にも、それ

は、最終的には誰かが、同じ立場になる。みんな同じようにそういうサービスを受け

るということの前提の中でね、当然現在受けられてる方がその可能ななかで、負担を

していただくという制度が、創設という形で作られておりますので、私もみんなが支

えあうということについては、何も異論はございません。そういうことで介護保険が

成り立っているということでの前提の中での制度だというふうに思っております。 
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議長（梶原義正君）     えっと、もう時間がきてますのでよろしいですか。 
   以上で、笹田鈴香君の質問は終わりました。続いて、45 番、植戸勝治君。 
 

〔植戸君 登壇〕 
 
45 番（植戸勝治君）     45 番、植戸です。私は、融和と協調、均衡のある新しいまち

づくり、せっかくの今度の合併で、新しい地方づくり、自治体ができるか、できるか

出来ないかというような大きな問いに対して、まあ今度、皆さん方の御意見が集約さ

れて 4 町合併という形になって、新しい新町が発足しております。従いまして、融和

と調和、均衡のあるまちづくりが 1 点と。 
2 点目には、何を言いましても、企業誘致の対策が絶対的なあの、要件になるんでは

ないかと、という 2 点に集中して発表してみたいと思います。 
1 番目、新町の誕生により多くの町民は楽しさと便利さの実感を期待しておられます。

合併して良かったなという合言葉は、方々で聞かされる言葉であります。そこでいろ

いろ町長選にも盛り上がってきました重要課題は、盛りだくさんに出ておるわけでご

ざいますが、まず私の感じておりますのは、やはり環境の整備、従いまして、この僻

地、奥地での道路網の整備、これは大きな要件になると思っております。したがって、

道路の面で言いますと、私は東部、三日月の人間でございますが、179 号線、字、三

日月桜橋以東において、これは歩道の整備が非常におそまつなことで長年続いており

ます。これは私ども三日月の地区の歩道だけでもありません。卯の乢を回りましても

徳久地区でもおそまつな面もあります。この辺の工事の着工を急いでほしいと思いま

す。それから、次、三日月の駅前周辺の整備の再作業着工に取り組んでほしいという

こと。 
それから、3 番目に、三日月町末広地区、この新宿踏切いうのがあるんですが、ここ

に姫新線の簡便なあの、駅舎の乗降車駅舎を設置する意味を持っております。これは、

あの、あとの答弁、質問で詳しく述べたいと思います。 
それから、4 番目には、南光町のあの、地区のあのバイパスですね、これは私らあも、

私どもも日々生活圏の中で痛烈に考えておる問題であります。 
それから、旧南光町奥多賀地区から三日月町大下り経由してテクノに至る、この、

これはまあ県道でござい・・・、町道でございますけども、「県道」と書いとるのは、

これ訂正しといてください。これの新しい三日月、佐用町の新町が発展するためには、

この南広地区、それから上月地区の南西部を含めてね、便宜さを要求される時期が必

ずくるということを考えております。 
次、2 番目の項目として、企業誘致の対策室の設置。これはまあ、全国的にバブルが

はじけて、まあ不景気の波の時代に入って、大都市であろうと山間僻地の地方であろ

うと、まあのきなみに、まあバブル・・・、不景気の時代に入ってきましたけれども、

この立て直しに必要な施策として、自治体の地域振興は地場産業の新規開発と併せて

観光産業の重要性と、これ 2 本柱としてうたわれております。この点について、うた

われている昨今でございます。それ以上に、工場誘致施策を重要課題として考えると

き、そこで強調したいのは、新町ではテクノの核施設を主眼に誘致には他にない諸条

件、言いますれば、新しい産業地帯、工場地帯としては恵まれた条件の新しい市町村

の誕生にはまたとない諸条件が整ってきております。県においても県民局ほか、西播

磨の振興には大きな期待と努力を惜しまないという現状の数々を聞いております。し

たがって、私ども新しい町民にとっては、それに応えるべき取組みということについ

て質問していくつもりでございます。 
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以上でございます。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     それでは、植戸議員からの御質問に対しましてお答えをさし

ていただきます。 
国道 179 号線の三日月桜橋以東の区域の歩道の整備ということでございます。平成

17 年度事業着手の歩道整備、特定交通安全施設等整備事業の第 1 工区、今、約 1,000
メートルにつきましては、兵庫県はもとより地元関係地権者等の格別の御協力をいた

だいて、現段階で事業ベースで約 70 パーセントの進捗率であります。議員お尋ねの桜

橋以東の歩道整備につきましては、第 1 工区完了後に工区設定の運びということであ

ります。まずは今後とも兵庫県に第 1 工区の事業推進を早期に完成するようお願いし

ていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。また、

その件に関し、あの、事業の一環でございますＪＲ三日月駅周辺の整備ということで、

この整備につきましては先ほどお尋ねの歩道整備事業に関連して、県と町が連携して

事業推進をしておるところであります。平成 10 年度よりＪＡ三日月支店の移転、三日

月駅庁舎の新築、三日月繊維跡地の宅地整備、駅前地区の宅地及び駐車場の整備、さ

らに一部町道整備を完了いたしたところであります。今後は駅前ロータリー整備、並

びに町道新設を併せ持って、駅東側農地区域の整備構想の事業着手が考えられており

ます。いずれにいたしましても、県あるいは関係機関との連携が必要であります。17
年度末で歩道事業関連の補償物件が移転完了する見込みでございますので、来年度以

降具体的に推進できるものというふうに考えております。 
次に、三日月の末広地区内にＪＲ新宿踏切から久保大橋付近において、乗降車駅の

設置ということでの御質問でございます。議員御要望のように高齢化社会において生

活拠点から近隣に行く手段があれば、当然何かと便利とは思いますが、現下のＪＲの

経営方針、あるいは姫新線の乗降客の実態を見るときに新駅の設置は現段階では無理

と考えております。 
次に、旧南光町でのいわゆる徳久バイパスについての提案でございますが、この件

につきましては山田議員への御質問にお答えをしましたとおりでございますので御理

解いただきたいと思います。 
次に、南光町、旧南光町の奥多賀から三日月大下りを経由してテクノ公園都市に通

ずる町道、県道ですね、大下り線の拡幅整備についてでありますが、播磨科学公園都

市第 2 工区へのこの道路は、アクセス道路として早期事業着手をお願いをすべく、平

成 7 年から当時佐用郡 4 町と上郡町で建設促進協議会を立ち上げて、県並びに企業庁

へ要望活動を行ってきたところでございますが、議員も御承知のとおり播磨科学公園

都市第 2 工区進度調整の方針を受け、平成 15 年度からこの協議会活動の休止を余儀な

くされているところであります。今後とも科学公園都市関係市町村と、市町と連携を

深めながら、第 1 工区の早期熟成を県並びに企業庁にお願いをし、第 2 工区の構想計

画は再び動き出すよう働きかけていきたいというふうに思っております。その取組み

の中で本路線の具体化が図れるものというふうに考えておりますので御理解をいただ

きたいと思います。 
次の企業誘致ということでの御質問でございます。企業誘致対策室の設置というこ

とを提案をいただいておりますが、企業誘致は本町の産業振興と雇用の創設に大きな
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役割を持つものと認識いたしており、現在は県企業庁並びに兵庫神戸投資サポートセ

ンターなどと連携を図りながら、その企業誘致を取り組んでいきたいというふうに考

えております。まあこの今回の合併に合わせまして、商工観光課で対応するよう新た

に商工観光課の設置をいたしたところであります。そういう、そのため、現在のとこ

ろ別に企業誘致対策室の新設は今考えてはおりません。いずれにいたしましても、企

業誘致は息の長い取組みが当然必要でありますので、この商工観光課において当面積

極的に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、御理解を願いたいと

存じます。 
以上、この場での答弁とさせていただきます。 

 
〔植戸君 挙手〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、植戸君。 
 
45 番（植戸勝治君）     1 番の国道 179 号線の三日月桜橋地区、これを今一応予定どお

り着手されると見通しがあったようでございます。ただし、あの、次の 2 番目の問題

ですが、この、ここ近年、今言われましたように、町長が言われましたように、姫新

線のディーゼル化、複線化というようなことで、この西播磨地区広く市町村、たつの

市長さんが会長になりまして、いろいろ運動を展開されております。けれども、私こ

れ以前からね、気になってる話なんですが、姫路駅から一応姫新線が設置されるとき

に、基準として 4 キロに 1 つの駅というまあ設定があったようですね。これはまああ

の、私たちがもっと小さいときの話ですから、4 キロに 1 箇所というおおざっぱな割

り振りがあったようですが、その 40 キロ、40 キロに 1 つ言いましたら、40 キロに 10
個駅が設定してもええということらしんです。ところが、今、三日月までに東から数

えて 9 つの駅があるわけです。三日月を含めてね。ですから、もう 1 つ、もう 1 箇所

は当然今の文明の時代に蒸気機関車で出たり入ったり、あるいは停まったり出発した

りと、そういう手間はありませんので、こういうことも、このことについても私ども

その周辺の集落は特に以前から熱心にあの期待をし、悲壮な願いも含めて話題には上

がっておる問題でございます。まあそういう意味で今、町長はひょっとしたら可能性

なしというような結論も聞かれた面もあるんですが、切捨てずに取り組んで、新しい

新町の東の玄関口として、あるいはテクノの北の玄関口としての問題に関連しても取

り組んでほしいと、まあこういう期待は持っております。その辺の私が言いましたよ

うに、どうお考えですか。 
それともう 1 つ、ついでにお話しておきたいと思うんですが、去年の 12 月 7 日に西

播磨の県民局主催の検討会が、いや、会議がありまして、その西播地区を開発しよう

ということの題目で会議が始まったわけですが、ひょっとしたら庵逧町長も同席され

ておったと思うんですが、前の辻井局長、この人が会議の席にオブザーバーとして皆

様に報告したいと、あるいは説明もしたいという感じで最後に同席されたわけですが、

そのときの資料を持っておるんですが、西播磨は、まして佐用、三日月を、佐用郡、

新しい新町、まあこれ合併が一応整ってからの話ですから、そのあいさつの中で、「新

佐用町の復興にはもうこれが、ここを開発するのが一番手っ取り早い話なんです」と。

「これを素通りして開発は、新しい新町、佐用町の開発はないで」ということを強調

されております。皆さんも同じような考えでおられる人もあると思うんですが、やは

りこれだけ比例して低迷してきたこの僻地、山間の僻地と言いますのを、そこでと言

いますのは、そう簡単には思いつきも難しいかとも思います。したがいまして、まあ、
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あれっというようなアイデアも含めて、いささかそないなむちゃな冒険かもと言われ

るようなレベルの話題も一応まあ、この場に及んでは必要ないかというような気もし

ております。まあ、この辺ちょっと町長に伺いかけてみたいと思うんですが。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     あの、姫新線のですね、やはりこの問題について、まあこれ

までまあ、非常にまあ、あの、乗降客が少なくなって、姫新線もそのＪＲ民間経営に

なってですね、あの、その経営が非常に厳しいということで現在のような本数も非常

に少なくなり、段々とまあその不便な線路に、路線になってきております。そのため

に余計まあ乗降客が少なくなってると。まあ悪循環を繰り返してるということで、こ

れを存続をかけてですね、何とかまあ皆さんに、みんなに便利に利用していただいて、

乗客を増やして、そして姫新線のこの存在というものをですね、高めていきたい。ま

あそれによって存続を図っていきたいということで、以前からまああの、姫新線沿線

の市町で、まあこの姫新線の利便性を高める電化ということを初めに取り上げて、ま

あ進めてまいりましたけども、電化というのは非常に大きな投資、お金もかかります

ので、まああのディーゼル化、高速ディーゼル化を考えていこうということで、県に

おいてもその対策に今積極的に一緒に取り組むことで進めていただいております。そ

ういう中でひとつは、あの、テクノのですね、新しい今作業、この熟成を図っていく

ためにもですね、科学公園都市へのひとつの動脈としてですね、考えていきたいとい

うのもあったわけです。そういうことで、新しい新駅のですね、設置について、まあ

新宮からでは非常に、あそこからまあバスかで今テクノへの一応アクセスが作られて

るんですけども、あの、千本と新宮駅との間にですね、あの、あ、西栗栖と千本との

間にもう一駅を作って、一番近いところでまあそのテクノへの、テクノ新駅をですね

建設したいということもひとつの構想として上がっております。しかしまあ、なかな

かですね、新駅を作るということ自体は非常にたくさん大きなお金がかかりますし、

まああの、それからまた直接まあ駅、科学公園都市の中に作れるんだったらまだ非常

にいんですけども、どっちにしてもその、そこからですね、またバス等でこう連絡し

ないとまあそれは利用はできないということになりましてね、まあ、それもその構想

自体も非常に難しいというのを現在ではまあそういうことで、まあその構想もあまり

言われてなくなっております。で、まあ、姫新線については何とかこの高速化、新し

い車両を入れてですね、イメージもアップして、また時間も短縮をして、まあ皆さん

にまず通勤、通学、また自動車で今利用されている方もそれから乗り換えていただい

て、あの、鉄道を利用していただけるようなものにしていこうということでのまあ取

組みを今しておりますのでね、まずそのことを進めていくことがまず先決かなという

ふうに思います。まあ、その沿線において今言いますテクノにおいてもそういうこと

で、近くに駅があるということは非常にまあ近隣の人は、近くの人は非常に便利にな

るということは確かです。ただ、駅 1 つを造るというのは非常に大きなあの当初お金

がかかり、その費用対効果も含めて、今の経営状況、また姫新線の状況から見るとね、

それだけの大きな投資をするということは、まず今すぐ言われても、ひとつの夢とし

てはありますけども、具体的な構想としては取り上げることはなかなか難しいという

ことは十分御理解をいただいているところだと思います。 
それからあの、テクノの件ですか、その構想、辻井局長が言われたね。 

 
〔植戸君「そうです。はい」と呼ぶ〕 
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町長（庵逧典章君）     あの、企業誘致も先ほど言われたことも含めて科学公園都市

の熟成ということで、まあ当時科学公園都市の研究都市を目指して県がして、大きな

県・国の事業としてですね、投資がされて、まああの、第 1 工区がということで今止

まっておりますけども、第 1 工区だけでもですね、たくさんのまあ、まだまだ可能性

のある土地があれだけ造成がされております。それの今後の熟成というのは非常にま

あ新町においてもですね、大きな可能性を持った、期待をしていかなきゃいけない、

そういう土地で、地域ではないかというふうに思っております。であの、近年ですね、

当時のまあ研究都市的な施設だけでなくて、雇用に大きくつながる製造業等について

もですね、企業庁において誘致を図っていくという方針が出て、また土地の利用につ

いても非常にまあかなり高い価格が設定されておりますので、なかなか工場用地とし

てあの利用することが今まで難しかったんですけども、その利用方法について賃貸で

貸し付けるとかですね、非常にまあその辺あの、企業誘致がしやすいあの政策を県が

とっていただけるということになって、まああの、今年、今度もですね、2 件ぐらいま

た新しい工場の誘致がだいたい決まりそうだということも聞いております。そういう

ことで、今後町においてもですね、県に対してそういうことを要望して、まああの、

雇用の場の確保等に含めても、どんどんまあ一緒に進めていきたいというふうに思っ

ております。 
 
45 番（植戸勝治君）     はい、ありがとうございます。時間がないようですので、最

後に演壇で昨日から引き続いて町長さんへのメッセージとか期待を込めてのごあいさ

つが出た、議員からの報告や質問もあったわけですが、私は管理職の皆さんにひとつ

この席でお願いやら報告してみたいと思います。 
まああの、私は 30 年近くＡＤ団体の製造業でしておりましたので、根本的にこのこ

ういう作法とか、まあこういう雰囲気の中では生活しておりませんので未知なところ

が、未熟なところがあるんですが、皆さんは新しい雰囲気、土壌の中に入ってきまし

て、入られまして、しかも、重要なポストでいろんな多くの課題に取り組んでおられ

るわけなんですが、こういう会があり・・・、これはまあ議会ですけども、会があり

ますときに、一応発言はしてくださいと、会に臨んで発言のない会議は無意味ですよ

と、まあ私の論理ですけどね、ですから、そういうことを念頭に置いて長年培われた

知識とキャリアと技術やそういうものを、今この新しい場で発信してもらいますのが

ひいては地域振興、あるいは次の世代への贈り物としての皆さん方の責任でもあろう

と思います。まあ、そういうことをこの場では非常に失礼ですけどもお願いしまして、

私の質問を終わります。以上です。 
 
議長（梶原義正君）     以上で、植戸議員の質問は終わりました。続いて、15 番、森

本和生君。ちょっと、待ってください。 
あの、植戸君ね、今先の最後の発言は、議長の許可を得ずにやってますから、まあ

本当はそのときに止めてもいいんですけども、これから一つ、気をつけていただきま

すようにお願いします。森本君、どうぞ。 
 

〔森本君 登壇〕 
 
15 番（森本和生君）     15 番、森本和生でございます。一般質問の通告は、平成１８

年度予算編成についてということでございますけれども、先日から、各議員の皆さん

から、重複するような質問等ありますので、なるべく避けながら、また、ちょっとも
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う一踏み聞きたいなというようなことがある所は、突っ込んだ質問をしていくきたい。

そういうふうに思っております。それからずっと、１番、２番、３番、４番という形

で、質問しておりますけども、ちょっと訂正をいただきたいんは、４番の住民要望の

「国道 179 号線徳久バイパス」、そこで「の」をちょっと切ってもらって、「、」を入れ

てもらいたい。それから、「県道佐用中三河線」いうこと書いてますんですけれども、

「中三河佐用線」に訂正をお願いいたします。「県道中三河佐用線」でお願いします。

バイパスのとこの「の」を消してね、「、」を入れていただきたい。それから、次は、「県

道中三河佐用線」でお願いします。 
平成 18 年度予算編成について、平成 12 年 4 月の地方分権一括法の施行により、機

関委任事務の廃止など、国と地方の関係が見直され、地方分権を進めるための第一歩

が踏み出された。しかし、地方税財源の充実確保については今後の検討課題とされて

現在も未解決のままであります。地方分権といっても権限と財源、この 2 つが揃わな

ければ本当の主体的な住民本意の行政運営はできません。政府は現在進めている三位

一体改革を地方分権推進の趣旨に沿ったものとするとともに、国と地方の税源配分の

抜本的見直しを行い、地方分権時代にふさわしい地方の税財政基盤の確立を進める必

要があります。しかし、国の改革を見る限り、地方交付税のみが突出して削減される

など国の財政再建が優先され、本来の地方分権推進のための三位一体の改革にはほど

遠い内容となっております。地方のことは地域の自治体が決める。自己決定、自己責

任のこの当たり前のことを実現するためには、地方自治体が地域住民の意向に沿って

自由に使える税財源を充実強化し、真の地方分権改革を進める必要があります。この

ような中、4 町合併により新町が誕生しました。本町での個性豊かで活力に満ちたまち

づくりを目指すには、住民のニーズ、地域の特性、社会経済情勢の変化に応じたまち

づくりを進めることが重要であります。このためには町行政の創意工夫や政策の立案、

地域住民と協議し、意見を聞き、実施をしていくことが求められております。また、

同時に町行政の自己責任の協力が強く求められ、行政能力の違いが地域の住民サービ

スの差や地域の活力の喪失となっております。また、住民の合意・・・、住民の合併

に対する期待は、経費の節減、行財政の効率化、住民負担の軽減、広域的な視点での

まちづくりであります。新町は面積が広大になることから、全町を網羅する事業と各

地域の課題を把握し、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域バラ

ンスのある発展を考え、住民意向を踏まえるとともに合併の効果を最大限出せるよう、

平成 18 年度予算編成について問うものであります。 
1、合併による財政見通し。2、行財政改革と経費節減。3、合併特例債事業の取組。

4、住民要望の国道 179 号線徳久バイパス、県道中三河佐用線、県道上福原佐用線の取

組。5、昨年の台風による水害、風倒木の対応。6、商工業、農業の振興であります。 
以上です。 

 
議長（梶原義正君）     町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい、議長。それでは、森本議員からの御質問に対して、お

答えをさしていただきます。森本議員から、平成 18 年度予算編成について、６項目に

わたっての御質問であります。 
まず、合併による財政見通し、また、行政改革と経費節減、合併特例債事業の取組

みにつきましては、先の廣瀬議員の御質問にもお答えいたしましたように、危機的な

財政状況にあることを職員全員が認識し、歳出全般にわたる徹底した見直しと予算配

分の重点化、効率化を職員一人一人が、いっそうの改革意欲を発揮し、事業の必要性、
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効果等について、充分検討の上、新町における投資的経費は、財源手当てとして、後

年度負担が膨らむだけの起債に安易に絶える事なく、合併特例債や過疎債等の地方交

付税算入があるものを優先的に考え、費用対効果、分析等の客観的な評価に基づく採

択の必要性の検証、再評価による継続事業の見直し等を一層徹底することにより、事

業の厳格な選択を行い、また、財源を最大限有効に活用する観点から、近年の物価水

準の動向、企画、使用の見直しによる単価の縮減、予算執行状況等を適切に反映する

など、積算を適正に行い、真に住民の視点に立った施策を予算に反映することを基本

として取り組んでまいりたいと思っております。 
また、佐用町の長期振興計画に関する事業の内部調整及び町制の重要事項等を協議

する政策調整会議等を設置をいたしまして、中期事業計画の策定、また、合併特例債

特例事業として実施する主要事業、新規事業の評価などについて、各課間の緊密な連

絡調整等を図りながら、取り組んでまいりたいというふうに考えております。 
    次に、国道 179 号徳久バイパス等についての取組みであります。まず、179 号のい

わゆる徳久バイパス等につきましては、山田議員の御質問にお答えをいたしておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 
    次に、県道中三河佐用線につきましても､山本議員の御質問にお答えをさしていただ

いております。基本的に・・・。御理解を賜りたいと存じます。 
    次に、3 番目の県道福原佐用線につきまして、旧町間をつなぐ新町の骨格を成す重点

道路であり、県においては、佐用郡合併に伴い、今後 10 年間で重点的に整備を進める

合併支援道路整備事業として位置づけをいただいております。本年度と来年度で、沿

線住民の方々の参画をお願いし、ルートの検討・決定及び用地の御提供をいただき、

その後、工事着手の運びというふうに考えております。昨年の台風による水害の対応

についてでありますが、昨年の台風による被害箇所は、県・町合わせて 259 件の災害

箇所がありました。現在約 210 箇所の復旧が完成をいたしております。残りの箇所に

つきましては、年度内完了を目指して、鋭意努力をいたしておるところでございます。 
また、風倒木等に・・・、水害または風倒木等の対応についてでありますが、県の

被害箇所における復旧計画により、町・地元・土地関係者、協議しながら人家・公共

施設・河川等への緊急性の高い地域から風倒木の処理、まあ、県営地産事業等を行っ

ており、18 年度においても、継続して県への予算要望をいたしていきます。県が把握

している森林災害の面積は 343 ヘクタールで、復旧倒木処理の目標年度は 21 年、平成

21 年までの計画となっております。 
次に、商工業の振興につきましては、商工会の事業への補助金、後継者対策として

後継者育成支援事業費助成、商工会主催の事業協賛ないし共催、中小企業融資利子補

給等の事業継続予算を、事業継続を予算化していきたいというふうに考えております。 
次に、農業の振興についてでございますが、旧４町の農業関係につきましては、合

併協議会の中で取り扱いについて協議をしており、18 年度予算に向けて現行の農業振

興を引き継ぎ調整しながら、予算編成に取り組みたいというふうに考えております。

以上、この場での、森本議員へのお答えとさしていただきます。 
 

〔森本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、森本君。 
 
15 番（森本和生君）     まず、5 番目の昨年の台風による水害、風倒木についての対

応ということで、ちょっと 1 点、確認したいと思います。まああの、昨年の台風では、
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水害に佐用町のこの役場周辺、駅前中心に、床上浸水まで相当ひどかった。また、上

月町では、久崎の水害が相当ひどかったと。いうようなことで、それについてね、当

然あの、一生懸命対応されておると思うんですけれども。今後、安心・安全のまちづ

くりいうことで、安心して住めるような、そういうまちづくりを庵逧町長は進めてい

くという考えでありますので、その点をお願いしたいんと。 
それから、風倒木の処理についてですけども、佐用町で風倒木の処理については、

当然、事業のメニューはいろいろあるんですけれども、植林までするというような形

のメニューもいろいろありますけれども、それは申請書を出してもらって、それから、

たとえば、申請書で森林組合でお任せするということを選べますか。また、自分の今

まで山を守ってもらったような人の業者の人にやってもらえますか。また、個人でや

られますか。というような選択肢が３つほどあったんですけれども。南光町の場合、

ちょっといろいろこう話するんですけど、南光町の住民の方が、南光町の説明会では、

そういう説明はないんだと。ただ、森林組合に一切任さなければこの処理はできない

というような説明であったというんですけれども、その点、佐用郡４町、１本になっ

て新しい町になりましたんで、当然すりあわせをきちっとしていただけとうと思うん

ですけれども、現在どうでしょうか。 
その２点。 

 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、昨年の大きな水害に対する後の復旧とか対策、こ

れは非常に大きな重要課題であって、当然、応急対策につきましてはですね、復旧を

今、行っておりますけれども、これの恒久的な対策というのは、非常にまあ、課題が

たくさんございます。それを、どうしても対策を行っていくためにはですね、相当の

まあ時間がかかりますし、特にまあ、県の事業に関わる部分が非常にたくさん多いわ

けです。県との要望、協議の中でですね、恒久的な対策を今後十分に進めていく体制

を作っていかなきゃいけないということで、まああの町としても、今、調査、県へ要

望するためのですね、調査等もそれぞれ行っているところであります。まああの、非

常にまあ、河川等のですね、改修がこの千種川・佐用川が遅れております。この点に

ついてですね、千種川のこの改修計画については、県もこの見直しを行って、今、計

画が作られようとしておりますので、そういう中にも位置づけられておりますけども、

これをですね、まあその下流からすべてやってくるという事になれば、ほんとにあの、

上流においては、何十年先か分からないというような状況になってまいります。町と

いたしましては、県との協議の中で、100％恒久的と言えなくてもですね、当面のそう

いう災害に備えるような、危険な箇所について、早くそれを行っていただけるように

要望を続けてまいりたいというふうに考えております。 
またあの、風倒木の処理につきましては、非常にまあ、その災害自体、状況が危険

な状況ですので、なかなか個人の方で対応するということはできない、まああの、危

ない作業になります。そういう中で専門家の方にですね、当然まあこれをやっていた

だかなきゃいけないという中で、森林組合がその責任を持って、その処理に当たって

いこうという体制はあるわけです。ですから、とりあえず、この補助・・・、いろん

な県なり、国のなり、町が一緒になった公費の負担の中でですね、この処理を行って

いくということになっておりますので、そういう手続きからもですね、当然、森林組

合を通した形での処理ということが基本になるんではないかというふうに思っており

ます。あの、各町でいろいろと皆さんに説明をしてる中でね、当然違いがあるとすれ
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ばですね、早くそれはきちっと整合性を持たした形で、また周知していきたいという

ふうに思っております。 
 

〔森本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、森本君。 
 
町長（庵逧典章君）     課長、言う。 
 

〔農林振興課長「ちょっとよろしいですか」と呼ぶ〕 
 
町長（庵逧典章君）     はい、どうぞ。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
農林振興課長（大久保八郎君）  今、あの町長も答弁しましたけども、風倒木処理につい

ては、非常にまあ危険性を伴いますので、また専門的な方にやっていただきたいとい

うのがこちらの希望でございます。それと、森林所有者がやれば補助金が出るかとい

う内容なんですけども、それによっては災害の面積の規模、状況等によってですね、

出るものと、それからまあ、４ヘクタール以上の災害地、そういったもののとこにつ

きましては森林組合等、そういった組織でやっていただかなければ出ないといったよ

うな内容もありますので、個人で、そういうような所有森林の風倒木処理をされると

いうことを、こちらの方に申し出いただいたら、その対応についてまた協議をさして

いただきたいというように思います。 
 

〔森本君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、森本君。 
 
15 番（森本和生君）     あの、佐用町ではね、その処理については当然森林組合の窓

口を通して申請書を出して、その窓口に申請書を出すときに、「森林組合にお任せしま

すか。丸いけてください」それから、「業者の人に頼んでやられますか」それから、「個

人でやられますか」ということを、当然森林組合の人から、当然査定も何もしてもら

ってね、間に合わんからいうこともあります。そういう形で選べることで佐用町はス

タートしとんです。そやけど、南光町については、そういう説明もなしに、今のよう

な説明もなしに、「森林組合で一切やらなかったらこの処理できませんよ」ということ

を説明して回られとうということは、事実あるんです。そやから、その辺はそうなん

ですかということ。 
 
議長（梶原義正君）     課長に。はい、課長。 
 
農林振興課長（大久保八郎君） まああの、災害によりまして激甚指定を受けておるところ、

また、指定の災害地という県の方からですね、指定を受ける地区、そういったとこが

ありますので、その地区によって、あの森林所有者、それから激甚以外は所有者がや

っていけないというようなことも、要件もあります。ですから、一応あの、森林組合
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が窓口になっていただいておりますので、そこで申請出た場合ですね、そこでその補

助メニュー、実際まあ森林所有者については、県なり町がまた、補助については、負

担増しております標準事業で施行ができるわけなんですけども、補助率は、内容は災

害の状況によって違いますので、それはまた、森林組合通してこちらは調整していく

ということになります。ですから、あの、今言われましたその、災害の激甚指定の地

区としての被害地の造林地、そういった区分けがしてありますので、そういった内容

について、対処の事業者が違うということになってきます。 
 

〔森本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、森本君。 
 
15 番（森本和生君）     はい。またこの、こればっかり聞くわけいきませんので、ま

たあの、専門的に聞いていきたいと思います。 
それから、次、179 号線と国道の話も先日からいろんな議員の方からもこう質問が

出ておりました。私もびっくりしたんは、南光町の議員さんから、「この 179 号線、30
年もどないもようせえへんと。どないなんや、庵逧町長」という質問が出たんで、え

っ、南光町でそないな事もっとあの、議論が当然されて、それで、できない理由はこ

うこうこうですよと。例えば、地権者の問題がありますよとか、ルートの問題があり

ますよとか。それから財政の問題がありますよとか。いうようなことがね、きちっと

議論されとうはずなんですけれども。とりあえず、この 179 号線の、徳久バイパスに

ついては、南光町の人もものすごい要望されてますけれども、それよりも三日月町の

方が合併がひとつになった、４町が一つになった町について、佐用の本庁の行きたい

回数が、多くなりますよと。それにはこういう 179 号線のバイパスの問題、それから、

私が上げております中三河線の問題、そういうような形は合併をする、合併の一つの

事業の最大のメリットがこういうことを、今までは南光町に方は、南光町の役場へ行

ったら間に合うこと、それから、三日月町は三日月の役場へ行ったら間に合うことは、

また、佐用町の方に、ルートをきちっとしてもらう、そういう今までの旧町の間では

必要なかったけども、合併したためにどうでも必要ですよというような、そういうこ

とが合併の本当のメリットだと思うんです。そやから、その辺のことね、南光町の方

は、確かにこの上三河・平福線いうことで、これの改良も当然必要だと思います。こ

れをしながら、中三河・佐用線、どうでも必要やということを認識されてます。それ

からまあ、話が長うなるのでしませんけど、その三河地区から北の千種町とか、そう

いうとこも､佐用の町に出たらいろんなメリットがありますよと。智頭線に乗るんも、

高速に乗るんも、それからまあ、いろんな生活の買い物等あります。その人だけがメ

リットかというたら、そうじゃない。佐用の町の人、地域の人もその線ができること

によってやっぱりこう交流ができたり、一番には緊急自動車が三河以北の人について

は、あのルート行けば、一番近道だというようなことも含めてね、合併の本当のメリ

ットはこういうことが、ここでこういうんがありますよということは、住民の皆さん

がものすごう要望されております。その点、町長、しっかりと踏まえてもらって、改

良せなあかんとこは改良する。それから、中三河線については、先日からずっと言わ

れておりますけれども、本気で取り組んでいただいて、やっていただきたいと思うん

ですけれども、どうでしょう。当然、県に要望してください。 
 
議長（梶原義正君）     町長。 



 24

町長（庵逧典章君）     はい。まああの、合併のメリットって言われますけども、当

然あの、広域的なですね形の中で、あの、広くなった新町の一体性を形成していく上

でのね、この必要なこの資本、こう社会資本という形になるわけです。それがまあ、

社会資本の一番さいたるものがまあ道路だということで、そういう新町における大き

なこの動脈になっていくわけなんで、そういうあの、整備については、町の最重要課

題としてね、それぞれ取り組んでいかなけりゃいけないというふうに考えております。

ただまあ、それを進める手法としてね、あの、これまで長年のやっぱし、経過という

ものがあります。そういう経過の中で、当然そのなぜできなったか、何が問題がある

のか、またこれから進めていくにはどうしたらいいかということをね、やはりよく検

討したうえで、これは、町だけでできる仕事じゃない。ほとんどの場合がまあ、国道

であり、県道であり、広域的な道路ということになるとそういう実際の事業主体とい

うものが、そういう、県・国という形になってくる部分が非常に多いわけです。だか

らまあ、特にまあ、県道路行政というのが非常に難しい時代にも入ってきております

から、そういうことを前提にですね、それを何とか突破していくためには、地域の要

望、きちっとしたその、この必要性というものをですね、説明をしていくという、そ

れを通るだけのですね、計画を町が持ってお願いをしていくということ、要望をして

いくということが、まず、大事だというふうに思っておりますので、その点について

は充分に研究しながらですね、まああの、地域の皆さん、また、議員の皆さんにも御

協力をいただいた中で、推進が少しでも早く取り組んでいき、また、事業が実現でき

るようにですね、今後取り組んでいきたいというふうに思っております。 
 

〔森本君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     森本君。 
 
15 番（森本和生君）     駆け足でいきます。それから、1 番、2 番についてですけれ

ども、この新町になってもね、今まで旧町の時からでも、徴税収入に対して人件費ど

うなんやというような形で考えていったら、佐用町で 7 億の町税が入って、人件費は

10 億要ってますよと。上月町で 5 億で 8 億ですよと。南光町で３億で７億も人件費要

ってますよと。三日月町だけは、７億の町税収入が入って 6 億の人件費で済んでます

よというような考え方。新町では 22 億円の地方税が入る中、やっぱり人件費は 32 億

から 34 億というような形の人件費が要りますよと。三位一体ということで、ものすご

うこう、柔らかく感じるようなことなんですけれども、「自分たちの町は、自分たちの

収入で、自分たちの町づくりをしなさい」というんが、三位一体の考え方がそこに出

てくるんです。そやから、その辺のことをよく踏まえてね、当然財政も、人件費、そ

れから、当然削れるとこはどんどん削っていくというような形でお願いしたい思いま

す。それから、もう一つは、町の三役、1 年間で 1 億 2,000 万削れますよと。合併し

たことによって。また、議会議員も１億４千万くらいは少なくなりますよという経費

の節減は当然、2 億 7,000 万から 6,000 万くらいな、その三役と議員が減っただけで、

経費の節減なってますよということですけども。経費の節減ばっかりせえということ

でなしに、住民の一緒になったまちづくりするためには、住民の声を聞きながら、こ

ういう経費の節減をしていくということが大事じゃないかと思うんですけれども。町

長、どうですか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
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町長（庵逧典章君）     もうそれは当然の事だと思っとります。まああの、当然まあ、

経費の節減ということは、これはやれるだけのことはきちっとやっていかなきゃいけ

ませんし、まあ、経費の節減だけが目的ではありませんし。住民の最終的にまあ、町

の住民の皆さん、町民の皆さんの生活というものを、少しでも向上さしていくという

点を、まず、両方考えていかなければなりません。そういう中にあって、各、広くな

って地域の中には、課題というものがそれぞれ、やはり、違います。同じことを全町

のなかでですね、やっていったらいいという訳ではありません。まそういうためにも

ですね、町民の皆さんが、地域の課題というものをしっかりとね、地域の中でこうよ

く、考えていただいて、やっぱし地域の皆さんがともにですね、行政と連携をとって

進めていくということが大事だということで、地域自治センターの設置というものを

ね、小学校区、まあある意味ではその地域の皆さんが活動できる範囲内でやってるわ

けです。そういうものを作ってやろうとしてるわけですから、御理解いただきたいと

思います。 
 

〔森本君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、森本君。 
 
15 番（森本和生君）     あの、新町の住民の期待はですね、安定した豊かさの実感で

きる暮らしがしたいと。それからまた、高齢者・障害者には、また、ハンディのある

人には生きがいのあるまちづくりをしていただきたいと。安心して子供たちを育てら

れるような、そういうまちづくりをしていただきたい。安全・安心できるまちづくり

をお願いしますということで要望が、そういう要望が多いと思います。18 年度予算編

成について、全力を尽くしていただきたいと思います。終わります。 
 
 議長（梶原義正君）     以上で、森本和生君の質問は終わりました。 

これで、通告による一般質問は終了いたしました。 
ここでお諮りいたします。昼食等のため休憩をいたしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     御異議なしと認めます。よってそのように決します。 

再開は午後 1 時ということでお願いします。 
 

午前１１時５５分 休憩 
午後 1 時００分 再開 

 
議長（梶原義正君）     休憩を解き、会議を再開します。 
 

 
日程第 2．佐用町火災予防条例の一部を改正する条例について 

 
議長（梶原義正君）     次は、日程第 2 に入ります。 

議案第 28 号 佐用町火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題といたし
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ます。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方、発言願います。 

 
〔木村君「はい」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。6 番、木村愼吾君。 
 
6 番（木村愼吾君）     はい。6 番、木村です。 

あの、これは主に住宅のことばっかり出てますね。佐用なんかでは山火事があるん

ですけど、山火事が。例えばね、もうずっと前、僕が小さい頃に山田の上がり口の谷

でね、ものすごい山火事が、結局たばこの吸い殻捨てとったらしんです。で、そうい

うな野外で起きる火災ですね、これについての対応は別に条例があるんですか。これ

は住宅火災ですね、ほとんどが。 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと待って。町長、消防長に答弁させますか。 
 
町長（庵逧典章君）     消防長。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    はい。えっと、議案第 28 号でですね、上げさせていただいて

おりますのは、住宅のみということでございまして、今、あの、木村議員の方の御質

問にありましたのは、先般あの 8 号でさしていただきました、あれは警戒中いうこと

は、火災警報、警戒中というときには、あの条例が適応されます。はい。この 28 号、

これは住宅のみということで御理解いただきたいと思います。 
 
議長（梶原義正君）     はい、ほかにありませんか。はい、3 番、井口春美君。 
 
3 番（井口春美君）     えっと、ちょっと教えていただきたいんですけれども、これは

あの、消防法の改正等に基づいてですね、住宅部分に新たに付けれるということなん

でしょうけども、これはあの、どんなですか、あの、住宅に付けるということになれ

ばですね、大きさとかね、それからあの、中身によってはあの、不特定多数の人が寄

られる集会所とかね、そういったものも入ってくると思うんですけども、この辺あた

りはどんな区別になるんでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     えっと、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    はい。えっと、これは一応住宅でございまして、今、井口議

員の御質問された集会所等につきましてはですね、部屋の平米数によりまして、それ

は別でですね、設置するように義務がされておりますので、そういうふうに御理解し

ていただきたいと思います。 
 
3 番（井口春美君）     了解しました。それであの、一応住宅用ということになるんで

すけども、これはですね、あの積極的に取り付けをしていくということなのかね、ま

あ、もし付ける場合にはこういった適合、技術というんか、基準に基づいてですね、
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取り付けをしていくと、こういうことなんでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    あの、この基準に基づいてですね、設置をしていくというこ

とでございまして、新築の建物につきましてはですね、18 年の 6 月 1 日以降、それか

ら既存のですね、住宅につきましては 5 年間の期間をもちましてですね、23 年の 6 月

1 日からということでございます。それで建物につきましてもですね、寝室、それから

台所、それから階段ですね、それから 7 平米以上の部屋がですね、5 つ以上ある場合

は廊下ということで規定しております。 
 

〔井口君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、井口君。 
 
3 番（井口春美君）     えっと、これあの、非常にあの、住宅に付けるということにな

りますとですね、これは一般へのですねＰＲ、それからあの、周知等も大変だと思う

んでね、この辺り、要望ですけれども、しっかりとＰＲをしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。以上です。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     えっと、まず初歩的な点から失礼します。まず、この条例案

の中の防災警報器と防災報知設備の違い。それから価格的にはどのくらい違うのか。

この辺りからお伺いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    警報器との違いは。はい。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    えっと、住宅用のですね、火災警報器と住宅用防災報知器の

違いですね。火災警報器はですね、電池式と家庭用電源を使うものとがありまして、

単独型と電動型に分かれております。それから、報知設備はですね、火災を検知した

感知器からの信号を受けてですね、受信機が火災発生を知らせるシステムでございま

す。それで、価格につきましては、この住宅防災報知設備につきましてはかなり金額

的にははるかと思いますけれども、警報器につきましてはですね、大体 5,000 円から

7,000 円ぐらいで販売をされております。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
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〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     それではあの、えっと、先ほど井口議員の質問にこの設置の

件について質問がありましたけども、新築の場合 18 年の 6 月からということで、この

基準に沿って基準しなければならないのに、設置しなかった場合ですね、どういう対

応になるのか。それから、この火災警報器等の購入については全く全額自己負担なの

か、それとも補充があるのか。その辺りはどうなってますか。 
 
議長（梶原義正君）     えっと、これは。どっちが答えたらえんかな。はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    はい。えっと、これは一応ですね、自分の命を守るというよ

うなことでですね、自分で付けていただくということでございます。それと、補助制

度につきましては、現在のところはございません。しかし、あの、福祉課の方でです

か、生活保護を受けておられる方には生活支援何とか・・・、補助制度があるんです

か。それにあの乗せれるかなという検討は今後してみたいというふうには考えており

ます。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     えっと、条例がそうですけども、法自体にも設置してなかっ

た場合の罰則等はないのかということと、それと 29 条の 6 において、あの適用免除、

批准の特例というのがありますけども、この批准の特例というのはもう調査されてい

るのか。されていたら、そういう自宅に通知をどうされるのか。この辺りについてお

伺いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    はい。えっと、あの通知いうんですか、あの、適用ですね。

要するに火災、先ほども言いましたように、報知設備ですね、それからスプリンクラ

ーとか、既に設置されてるようなところにつきましてはですね、この警報器よりか高

度なもんが付けてありますから、これは付けなくてもいいということになります。 
 

〔鍋島君「もうひとつは、罰則」と呼ぶ〕 
 
消防長（加藤隆久君）    あの、罰則はありません。 
 

〔鍋島君「ありませんね。はい」と呼ぶ〕 
 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
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28 番（鍋島裕文君）     この、あの条例の第 29 条の 7 にですね、住宅における火災の

予防の推進ということで、大事な内容があるというふうに思うんですけども、この第 1
号の初期消火についてね、まああの、予防のため指示しなきゃいけないということに

なっております。それでお伺いしたいのは、今年の 2 月に旧上月で民家 2 基が全焼す

るというね、火災がありました。そのときには、家の前の消火栓が道路埋め込み式の

ためにね、あの、車等の圧力でふたが開かなかったということで、消火栓が使えなか

ったという、そういうことがあったわけでありますけども、まあ、初期消火について

消火栓というのは重要な役割があるというのはもう言うまでもないわけでありますけ

ども、現状として旧上月の場合、道路埋め込み式というのが実態としてほとんどであ

ります。そういう国道等ではですね、これは従来からふたの開くような点検というの

は言われてきたんですけども、ともすれば、今年の 2 月みたいなことになったわけで

あります。確かに住民が自覚する問題もありますけども、構造上の問題として考える

べきじゃないかというようなことで、旧上月議会では議論がされました。その点で消

防長にお伺いしたいのは、まず消火栓のふたが開かなかったいうのは、事実を御存じ

かということと、そういう問題について初期消火を推進する立場から構造上のそうい

うあの、改善を含めてですね、考えておられるのかどうか。その点についてお伺いし

たいんですが。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）    はい。あの、そこの踏み切りの過ぎたところ、消火栓ですね。

私、確認に行きました。確かに、国道ですのでですね、音がしないようにということ

でかなりこう、精密ないうんですか、あそこのあのメーカーはああいうのを作ってる

のか分からないんですけども、確かに開きにくいという構造になっておりましたです。

それで、その次に、あそこの町民グランドの、何いうんですか、前にも国道にありま

した。それも見て、一緒に消防団員の方と開けてみました。開きにくかったです。な

かなかこの、あの工具ででもね、開きにくいような。で、まあ国道ですので、非常に

そのふたの開きにくいのにしてるのかなという感じも受けたんですけども、まああの、

有事の際にはですね、そんなことは言うておられないので、できるだけそういうもの

はすぐに位置を変えるとかね、今後検討してくださいということは消防団の方とお話

をさせていただきました。以上です。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     あの、消防団と検討されていんですけども、合併して広域だ

った消防がね、その町の消防ということになったわけですから、その立場からですね、

構造上の改善も含めて消防としてね、あの考えていく必要があるんじゃないかという

ことで地元の消防団任せとかそういう問題じゃなくて、行政としてどうするかという

ようなことを考えていく必要があるんじゃないかというようなことでお聞きしておる

んですけど。 
 
議長（梶原義正君）     はい、消防長。 
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消防長（加藤隆久君）    あの、一応消防としてはですね、まああの、水道、消火栓に

ついてはですね、水道課との方とも設置されてる分でありますし、地上式にしようと

するとですね、道なりを、まあ位置的なことですね、お借りをしなければならないと

いうことで、かなりその辺のところの調整もですね、必要ではないかなと。その分か

りやすいところ、まあ佐用・・・、旧佐用町はほとんど地上式で、できるだけ地下式

は設けないようにということで、私もまあさしていただきましたけども、まああの、

消防としてはできるだけ分かりやすいとこ、使いやすいとこというようなところが、

そりゃ設置していただきたいという希望はございます。 
 

〔町長「そうじゃなくて。はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     今、鍋島議員が言われるのは，まあ行政としてね、まあそれ

はあの改善すべき点は改善していくという責任があるということだと思います。で、

あの消火栓の構造上のその、ある意味では開かないということは不備ですから、それ

が改善できるかどうか。これはメーカーとですね、当然その改善方法、もし硬ければ、

あのそれを開けやすいことに改良をできるかどうかということもちゃんと検証、協議

していかなきゃいけませんし、どうしてもそれができないんであれば、まあ計画的に

ですね、それがあの、位置を変えるということも、最終的には考えなければいけない

か分かりませんけども、相当な費用がかかる話になります。それと同時に、まあその

間においてですね、消防団との点検、これはあの、地元消防団だけの管理じゃないん

で、この消火栓を設置している行政としてですね、地元消防団に、まあ最終的にはあ

の、定期的なやっぱしこの点検をして、それを確認をしていくということの作業、ま

あこれがあの、地域の消防団の皆さんにもこれをひとつお願いして、やっていかなき

ゃいけないことだと思います。まあ、そういう面で今後検討させていただきたいと思

います。 
 

〔岡本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、岡本君。 
 
19 番（岡本義次君）     19 番、岡本です。今、その初期活動の関連でございますけれ

ど、先月ですね、円光寺もひさかたですね、その消火栓のあるとこで、あの赤い箱で

ホースが 2，3.本入ったり、筒先を置いておるとこでね、点検をやったわけでございま

すけれど、長年そのままになっておりましたんで、筒先そのものがですね、消火栓と

かみ合わなくって、ホースとも入らない部分があったり、そのゴムのパッキンがです

ね、あの、どういうんですか、あのひなびたような格好で、水がざざもりになったり

しておりますんで、この条例の中でね、補足か準則かの中で、1 年に 1 回ですね、冬

場のストーブとか火を使う前、10 月か 11 月には必ずですね、1 年に 1 回、各部落の消

防団も含めて、消防署の方なり役場が先に主導するような格好でですね、点検項目と

して入れていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
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町長（庵逧典章君）     あの、まあ条例化するということではないと思いますのでね。

だから、そういう作業、まあ各地域の今、非常備消防、それぞれ地域の中でですね、

いろんな消防ポンプをはじめですね、機器の点検をですね、定期的に行っていただい

ております。で、またあの、そういう水源についても確認をしたりですね、そういう

ことに備えた訓練もしていただいているわけです。だから、各まあそれぞれの消防団

の方にですね、そういう点検も当然していただいてると思いますけれども、そういう

ことをまあ定期的に確認して、確実にやっていただくように今後お願いをしていくと

いうことになると思います。 
 

〔岡本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、岡本君。 
 
19 番（岡本義次君）    はい。あの、条例までは私申し上げませんけれど、その点検が

ですね、おざなりになって、そういうあの、ホースそのものとか筒先がですね使えな

いような状態に、事実なっておりましたんでね、あの、10 月、11 月の 2 箇月ぐらいの

中でですね、そういう消防署なり役場の方が主導を取って、各部落の消防団と含めて

ね、それで一般の人もやっぱりそういうあの使い方も含めてね、1 年に 1 回ぐらいそ

ういう指導もしていただいたら、あのまあ、そういうひとつの初期活動にもなってで

すね、火災のひとつの成果が出てくると思いますんで、そこら辺ひとつ重々お願いし

ときます。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔「手挙げとう」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     どこが。 
 

〔「消防長が手挙げた」と呼ぶ者あり〕 
 
消防長（加藤隆久君）    あの、御指導の方ですね、要望があれば、あの行かしていた

だいておりますので、はい。また、連絡していただけば結構だと思います。 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと、すいません。あの、今の質問は、いわゆるこの条

例案にはちょっと関係ありませんので、これでちょっとあの打ち切りたいと思います。 
ほかにありませんか。 

 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議長（梶原義正君）     ほかに質疑がないようですから、これで本案についての質疑

を終結いたします。 
 

 
日程第 3．議案第 30 号 佐用町総合計画審議会条例の制定について 
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議長（梶原義正君）     続いて、日程第 3 に入ります。 
議案第 30 号 佐用町総合計画審議会条例の制定についてを議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方、発言願います。 

 
〔金谷君「議長」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     第 8 条にあります専門委員ですけれども、町長が必要がある

と認めたときは専門的な調査研究に従する専門委員を委嘱することはできるとありま

すけども、この場合の総合計画の中で専門的な委員とはどんな役割をするんでしょう

か。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     課長に。 
 
議長（梶原義正君）     はい、まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  すいません。失礼します。この中の審議会の中の専門委員

でございますけども、総合計画自体を内部の委員会で、まあ職員を中心にいろいろ検

討していくわけでございますけども、その中にいろんなあの、専門的な知識を持たれ

ている方も、まあある程度入っていただいて、指導受けたり、まあこういう点であの、

指導なり提起をしていただくという意味合いでの専門委員ということでございます。 
 

〔金谷君「ちょっと」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）    総合的な計画を立てる上で専門ですから、それぞれの専門家い

うことで、総合的な計画を立てる専門家ではなくて、そういうな部門に当たる専門家

という位置づけでよろしいんでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、総合計画ですので中身が広いんですけども、まああ

の、その中でもこの中で専門員を絞っていくんですけども、まあどういうとこへお願

いするかということもありまして、例えば大学であるとか、まあいろんな重要な項目

について絞った形での委員さんになると思います。 
 
議長（梶原義正君）     はい、よろしいか。ほかにありませんか。はい、岡本君。 
 
19 番（岡本義次君）      19 番、岡本です。あの、総合計画の委員が 20 名以内と、こ

う載ってございますけれど、まあ例えば役場の職員の方でも、若手が最近、立派な優

秀な方入っていらっしゃいますし、そこの前にお並びの方々も立派な方ばっかりです
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んですね、いわゆるこのまちづくり課だけじゃなくって、そういうひとつのプロジェ

クトの中でね、あの課の中で、あの役場の中でも、こういうまちづくりの中でこうい

う意見があって、こういう問題もある、こういうやつ、それらをそれぞれですね、垣

根を越えてね、やっぱりあの、練っていただいて、そしてより良いものにね、して持

っていっていただきたいと思いますが。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。御指摘のとおり、当然です。ですから、あの、総合計

画のね、あの委員として委嘱するのはそういうメンバーで、ある程度まとめていかな

きゃいけませんけども、やはり職員がですね、それぞれの担当分野において、あの、

十分にそれぞれあの、よく機能して考えていくということが基本です。ですから、あ

の、また項目ごとにですね、職員の委員会、プロジェクトで検討していくというよう

なことも当然考えていきます。 
 
19 番（岡本義次君）     お願いします。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔鍋島君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     あの、第 8 条の第 2 項について、専門員の関係ですけど、第 2

項の 1 点目は、前後において町長は、第 5 条第 1 項第 5 号に規定する学識経験云々と

出てますけども、これ第 5 号じゃなくて第 4 号の間違いではないかということ。 
それから、2点目に、実際問題この第 4号の委員の中から専門委員 5人を選ぼうと・・・、

いや専門委員を選ぼうとされてるのかどうか。その考えなく、専門委員は 8 条 2 項に

該当しない 20 人と別のね、5 人の専門委員というふうに考えておられるのか。 
この 2 点を伺います。 

 
議長（梶原義正君）     えっと・・・。 
 

〔町長「これ、20 名の中でみるんだったかいな」と呼ぶ〕 
 

〔まちづくり課長「いや、別」と呼ぶ〕 
 

〔町長「別だったかな」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     えっと、まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、専門委員につきましては、審議員さん 20 名と別に専

門員さん 5 名ということでございます。 
 

〔鍋島君「全然考えてない」と呼ぶ〕 
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〔まちづくり課長「はい」と呼ぶ〕 
 

〔鍋島君「で、最初のやつは」と呼ぶ〕 
 
まちづくり課長（南上透君）  5 名といいますのは、あの、全員、あの議員の説明会のとき

に 5 名ぐらい選びたいというものをちょっと申したんで、そのことが出たんと思うん

ですけども。この中には・・・。 
 

〔「5 名とは書いてない」と呼ぶ者あり〕 
 

〔町長「何名とは決めてないやろ」と呼ぶ〕 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい、何名というのはありません。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）    いや、最初のやつがその第 5 号じゃなくて第 4 号じゃないのか

ということと。それと確認ですけども、そしたらあの、20 人の委員の中からは選ばな

いということですね、専門委員。 
 

〔「5 号もどっちかの 4 号に該当する専門家いう意味とちゃあうん」と呼ぶ者あり〕 
 

〔鍋島君「だからそれちょっと聞きよんや」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっとこれ、答弁に時間かかりますか。 
 
町長（庵逧典章君）     ちょっと待ってください。 
 
議長（梶原義正君）     ほな、休憩しよか。 
 

〔まちづくり課長 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  すいません、あの、その学識経験いうのはまあ、20 名の中

の学識経験者いうことでございまして、その専門員いうのは、その他町長が必要と認

めた者ということで選ばしていただくということでございます。 
 

〔「そしたら 20 人の中に入るわけやな、構成員の」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     鍋島君、よろしいか。 
 
28 番（鍋島裕文君）     まず聞いてたのはね、あの、8 条の第 2 項の。 
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町長（庵逧典章君）     あの、まずですね、5 条におきます町長が委嘱する中にですね、

当然行政の中の町の行政委員会の委員とか行政関係の職員、また公的団体の職員、そ

して学識経験を有する者という形で委嘱をさしていただきます。それは、審議会 20 人

以内で組織をするということです。そのほか、あと 8 条におきましてはですね、専門

的な調査・研究に従事する専門委員を委嘱するということは、これはあの、やはりあ

の、学者先生のようなですね、どうしてもこの総合的に、この計画をまとめて、また

それに指導いただくような方を委嘱することができるということであります。ですか

ら、このまま別に。5 条 1 号、これ 4 号やね。 
 

〔鍋島君「だから 4 号じゃないわけです」と呼ぶ〕 
 
町長（庵逧典章君）     ですから、4 号というようなことは、これ 4 号ですね。5 号が

4 号、間違ってますね、これ。そういうことですね。それで話が通ると思います。 
 

〔高見君「それだったらやな、20 人の内に専門委員が」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっとすいません。ちょっと不規則発言はお断りします。

あの、発言される方は手を挙げて、許可を得てからしてください。 
はい、ほかにありませんか。 

 
〔議場騒然〕 

 
〔町長「専門委員も入れて 20 名なんやな」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     それちょっと、はっきりして、はっきりしたこと言えよ。 

しばらく休憩します。 
 

午後 １時３０分 休憩 
午後 １時３３分 再開 

 
議長（梶原義正君）     休憩を解き、会議を再開いたします。町長からあの、答弁を

します。 
 
町長（庵逧典章君）     どうもすいません。えらいあの、条例の提出の不手際という

んですか、説明が非常に不十分になりまして、混乱をしましたことをお詫び申し上げ

ます。再度、あの私の方から答弁をさせていただきます。 
まず、4 条におきまして、この審議会は委員 20 名以内とするということ、定数を決

めております。これは 20 人以内で組織をするということです。そしてその委員につき

ましては、次に掲げる者から町長が委嘱するということで、1 番から 5 番までの形で

委嘱をさせていただきます。で、その、5 条の 4 における「学識経験を有する者」と

いうのは、一般的にまああの、町内のですね、まあそういういろんな中からですね、

町民の皆さんの中からそういうことにいろいろ御造詣の深い方を委嘱するという委員

でございます。で、「その他町長が必要と認めた者」、この 5 番にあるんですけども、

その中でですね、第 8 条、この「町長が必要があると認めたとき、専門的な調査研究

に従事専門委員を委嘱することができる」という形になります。で、前条において町
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長が第 5 条 1 項 5 号に規定する「学識経験を有する専門委員に委嘱することができる」

という、この 5 番目の「その他の町長が必要と認めた者」というところが、この項に

入るわけです。で、その専門委員というのは、まあ大学の先生とか、まあそういうま

ちづくり計画なんかに非常にまあ精通された方を必要なときには委嘱するということ

で、まあその人も含めて 20 名の委員で構成をするということでお願いします。 
以上です。 

 
議長（梶原義正君）     鍋島君、よろしいか。 
 

〔鍋島君「はい、よろしい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。 
 

〔高見君「町長質問したい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     そのな、20 人の中に、もう 20 人超えんわけやな、専門委員入

れても。 
 
町長（庵逧典章君）     そうです。 
 
1 番（高見誠規君）     間違いない。 
 
町長（庵逧典章君）     間違いない。そういうふうに条例がなってるんです。 
 
1 番（高見誠規君）     わしな、別枠とするんだったらな、この 5 条 1 項 5 号に規定

するというやつを取ってな、専門委員別立てにして、町長が学識経験を有する者とい

うことになればな。 
 
町長（庵逧典章君）     そうですね。 
 
1 番（高見誠規君）     そういうことになれば。 
 
町長（庵逧典章君）     できます。 
 
1 番（高見誠規君）     別枠になるわけや。 
 
町長（庵逧典章君）     そうです。だけど、それは今の条例では別枠に・・・。 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと待ってください。それはちょっと、直接（聴取不能）。

きっちり区別してください。 
 
1 番（高見誠規君）     そやから別立て 20 人の中に専門委員が入れるというんだった

らな、この項目についても分からんこともないけど、専門委員、この条例の立て方は
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な、委員と、普通の委員と専門委員いうこと。それで、「審議会の会議に出席し、意見

を述べることができる」と 8 条 3 項にあるんだったら、述べることが常にできる委員

と専門委員とは違うわけなんや。そやから、あんたがこの項目、5 条 1 項第 5 号に規

定するというのを無理やり固執するからな、そういう論理が合わんと思うんやわ。で

すから、これ抹消してな、別立てにするんだったらよろしいけども、常時この委員会

に出席するんだったら 8 条 3 項の「専門委員は審議会の会議に出席し、意見を述べる

ことができる」ではあかんわけや。委員会の構成員だったら、もうそんなこと常時述

べられるわけや。ですからこれは、作った製作者の理論立ていうのは専門委員は別枠

でいろいろ会議、委員会ではしとるけど、時々連れて来て、その人の意見を聞くとい

うことになっとると思うんですが。ですから、町長が言われるようにこの委員の中に

含まれるんや、20 人の中に含まれるんだったら、この条文は、8 条 3 項いうのは抹消

せなあかん。もう一遍調整してみてみ。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、その、もう条例案を提案させていただいてますか

ら、この条例のこの 4 条からですね、5 条ずっとかけての定数、あの形になりますと、

今私が説明した形でないと、ちょっとあの、この条例としてはつじつまが逆に合わな

くなります。確かにまあ、その専門委員がこの審議会の会議に出席し、意見を述べる

ことができるということ、これ意見を述べることができるということも常時述べても

いいわけですから、まあその点で御理解いただくような形で、これ提案をさせていた

だいとんで、これをあの一応、もう変えるということがね、それができるのかどうか

ということです。まああの、前からの条例、条文からずっと検証・・・、整合性を持

たせますとそういう私が説明したことのような形になるということで、まあ 20 人とい

う、専門委員といってもですね、これほんならたくさんの人を専門委員に委嘱するわ

けじゃないんで。 
 

〔高見君「5 人」と呼ぶ〕 
 
町長（庵逧典章君）     5 人なんか、そんな。 
 
1 番（高見誠規君）     別枠せなあかんのやで、8 条 3 項があるかぎり。 
 
町長（庵逧典章君）     ちょっと待ってください。 
 

〔「専門委員 5 人ぐらいにできんのん」と呼ぶ者あり〕 
 

〔議場騒然〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい、すいません。次々といろいろとですね、御指摘を受け

て、確かにまあこの辺準備が非常に、十分にできてなかったということでお詫び申し

上げます。まああの、これを、御指摘もありますので、もう一度十分にこれを、条例

案を検討して、最終日にこの提案を再提出、あの変更させて、議長の方に提案さして
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いただくことでお願いいたしたいと思います。 
 

〔高見君「了解」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     ほかにないようですから、これで本案についての質疑を終結

します。 
 

 
日程第 4．議案第 31 号 佐用町合併記念事業検討委員会条例の制定について 

 
議長（梶原義正君）     続いて、日程第 4 に入ります。 

議案第 31 号 佐用町合併記念事業検討委員会条例の制定についてを議題といたし

ます。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方発言願います。 

 
〔高見君 挙手〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。1 番、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     この条例案の 4 条の 1 項に、「委員は次に掲げる者のうちから

町長が委嘱する」で、「町議会の議員」ということで出されておりますが、1 点は、こ

の前から言うておるように、審議会の委員に議員を入れるという点、どういうふうに

考えられるんか。それから、もう１点は、主催はどこなんかと。仮に町主催のに、町

長名で議員がその支配下に入るというのは、二権分譲いんかね、その関係でおかしい

んじゃないかという点でお尋ねしたいんですけどね。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあ、いろいろな審議会等に議員の皆さんがここに参加、入

られるかどうかについていろいろと議論があるわけですけども、まあ町のこの総合振

興計画という全体に係わる課題についてですね、常時審議過程についても議員の代表

の皆さんにも、こう入っていただくことの方が・・・。 
 
議長（梶原義正君）     違う。 
 
町長（庵逧典章君）     違うん。 
 
議長（梶原義正君）     違う。 
 
町長（庵逧典章君）     あ、合併記念の。特にほなそれ合併記念等においては、全町

全体で取り組むべき事業ですから、あの別にこれ支配下に入るとかどうかという問題
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ではないと思います。一緒に考えていただきたいという立場でですね、こう、あの入

っていただいて、いろんなあの、一緒に御意見をいただいて考えていただければいん

じゃないかと思いますけども。 
 

〔高見君「主催はどこになるん」と呼ぶ〕 
 
町長（庵逧典章君）     当然、町が、これは記念事業するのは、町が主催になるわけ

ですから。 
 

〔高見君「それだったらですね」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと許可を得てから発言してください。はい、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     1 番、高見です。それだったらね、佐用町と町議会とは共催し

て、それでまあ議長も町長と同格扱いして、議員がこの審議会に出ていくというんな

ら分からんことないけども、町の主催に議員がいろいろと町に意見を述べると。その

意見を述べるところは、本会議であったり委員会であったりするわけでね、そういう

点でおかしいんじゃないかと私は思うんです。で、ですからこの、そういう点から言

えばですね、まあ、町民の声を聞くというようなことだろうと思うんでね、町民の代

表やからということで 1 番に上がっとんで、そういうことを昨日も私らも研究しよっ

た。それは町民から 10 人なら 10 人、5 人なら 5 人の、各町から 2 人ずつとか公募し

てね、そういう中から議論する方が盛り上がるんと違うんかと。町会議員とこうなっ

てくるとですね、やっぱり従来ともまあ総会、町会等こうせいいうもんが対等の関係

で提言したりチェックしたりするという議会の役割から言いましてもですね、いや、

議会も来てもろたらええがな。わし大将でやりますさかい言うて、そういうわけには

町長が大将になるというのは、わしは納得いかんと思うんですが。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあ、合併記念事業関係というのはたくさんいろいろと、そ

の式典とか、あの町章の制定であるとか、まあ住民の皆さんの主体的なまあいろんな

記念事業とかあるわけです。だからそれぞれでですね、部会と言いますか、その行事

に対して部会を作って、議論して、考えていただく、計画していただくということで、

まあそれをまとめたものをですね、この最終的にこの合併記念事業としてまあまとめ

ていくという中に、まああのそういう委員会を作ろうということでして。まああの、

議会の立場ということ、まあその辺、私は町が主催いうことは、町が議会も皆さんも

入られた町であって、何もこの町、即、町長ということではないと思うんですけども。

あの、まあ議会の方で「これは入りたくない」と、「入らない方がいい」と言われるん

でしたら、それはあの、これまた逆に提案、あの、それを変えなきゃいけないという

ことになると思います。それはまあ、議会の判断にお任せしたいと思います。 
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〔高見君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     いや、従来ともね、あの、やっぱりあの、町長に議会が引っ張

られるという関係がなきにしもあらずです。ところが、この議会と町長との関係はで

すね、法律的にはそれぞれ独立して、提言したり、チェックしたりしていくというこ

とで今の町議会というんが成り立っとるわけなんで。そういう意味から言えばですね、

いやまあ、「それは議会の勝手や」言われるけども、既に町長の発想の中にね、そうい

うもんが、僕はあるんではないかと思うし、教育委員会の僕も質問した問題なんかで

も、昨日は、昨日、一昨日でしたか、町長の方が答弁されると。ちょっと町長の権限

いうのがね、この考えてもらわなあかんのんではないかと。で、専門的に、例えば利

神城の問題なんかでも、僕は教育委員会に質問したつもりですけど、まあそれは教育

委員会の方で答弁書を練って、町長に渡しとるだろうとは思うんですけども、やっぱ

り専門家に僕は聞きたかったなあと。ところが、町長が次々答弁されるというような

ことになっております。そういう点で、議会いうものは、議会なり委員会なり通して

ですね、それは個々には提言していくべきです。けども、いろんな審議会の中へ入っ

て、議会のもんが入っとってこうなったんやからいうことで、議会全体が拘束される

という結果になると思うんです。まあ、そういう問題があるいうことを指摘して、こ

れでやめますけども、議会の方でも一遍検討してもらいたいなと、そういうふうに思

いますので、これで発言やめます。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔岡本君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、岡本君。 
 
19 番（岡本義次君）     はい。19 番、岡本です。今、高見さんがとうとうと述べられ

ましたけれどですね、私らあは別に佐用町の合併のための記念行事であって、それを

より良いものにしていくという意味において、議会が入ろうとですね、別に町長下の

支配下に入ってするということではないのでですね、そんなことは関係ないと思いま

すけれど。 
 
議長（梶原義正君）     これは質問じゃない、意見やな。はい、ほかにありませんか。 
 

〔山本君「ほな、ちょっと言わせてください」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     あの、意見じゃないですね。 
 
21 番（山本幹雄君）     いや、これについてね。え、どういうこと。 
 
議長（梶原義正君）     いや、いや。今、質疑の時間ですからね、そやから、今、岡

本君のようなその意見を言うてもらったんでは困る。 
 



 41

21 番（山本幹雄君）      それは、ここへ言うてもろたらえんであって、町長にいや・・・。 
 
議長（梶原義正君）     いや、だから、あなたが今から言おうとしとることは。いや、

どうぞ。 
 
21 番（山本幹雄君）     そうじゃなしに、いいですか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、どうぞ。 
 
21 番（山本幹雄君）     いや、僕はあの、よう分からんなあと思うのは、この検討委

員会そのものが、これは要るんかどうかいうのが、何かこの前から不思議やなあとい

うことを聞きたいなあと。それで、あの、町長、この前、質問・・・、あれがされて

ました説明をね、こういうもん、こういうもん、例えば、町章も要るどうの言うたら、

ほんなら岡本さんがそのときの質問の中で、町章するなら町木がどうのこうのいう発

言、質問されてましたね。で、そのときに、「いや、町木はしない」となっとったけど

も、予算委員会の中にはあの、一般予算の中には町木の件も出てくるわけですね。出

てましたね。 
〔「入っとう」と呼ぶ者あり〕 

 
21 番（山本幹雄君）     入っとう。ね。で、町木はそのとき「せえへん」言いながら、

実は新予算の中には入っていると。ほんなら、町章だって別に今せんでもええわけで

あって、そのとき町章選ぶかどうのこうのいうようなことしなくて済むんであるなら

ば、これ 5,400 円かける 30 人いうたら、16 万 2,000 円、1 回で要るわけですよ、予算

がね。で、これをこういう例えば、議会が入るか入らんかいうのは別にしましてでも

ね、こういう委員会、例えば、まちづくり委員会なら長期わたっていくもんやから要

るだろうと思うし、何かする言うんだったら要るんだろうけど、これ合併記念の事業

するだけで委員会立ち上げる必要が何かあるんかなあって。余分にお金使うだけだっ

たら、「お金がない、ない」いうてこんだけ言うとう中で、1 回 16 万入れて、何回や

る予定しとんか知らんけども、そんなに要るんかいなというのが、まあはっきり言っ

て、これどれ質問いうよりも、全体でね、これそのものが必要とほんまにしとんかど

うなんかいうのが僕にとっては非常に疑問やなというふうに思います。 
 
議長（梶原義正君）     えっと、これは、町長。はい、町長。 
 

〔山本君「いやいや、納得する質問や。だから、設立だけや」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょ、ちょっと。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。あの、まあ、合併記念事業の中で、まああの、委員会

等で一番大きな課題は、この町章の制定ということであります。あの、予算上ですね、

これはまあ、もうしわけないんですけども、あの、項目の中に町章と町花、町木とい

うことを上げてしまっております。で、これはあの、予算の上げる段階でね、そうい

うことも全体を含めてまあ担当課の方で上げてるんですけども、私はちょっと、総務

常任委員会とかで申し・・・、お話したと思うんですけども、ま、実際に町花・町木

については、今、4 町、旧 4 町がそれぞれ制定しているものをね、変えてしまうと。
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また、その中から選ぶというのも難しいし、全くその地域にあんまり縁のないような

ものを選ぶのも、これも今の段階ではね、これは返って、その、そういう制定するこ

と自体難しいし、また違うものを選ぶこと自体は、あの、おかしいという思いがあり

まして、まああの、今回、町章についてはですね、どうしてもいろんなところにも、

あの、町のやはり顔として早く制定しないとですね、これはあの、まあ、新町として、

また対外的にもですね、なかなかいろんな掲載されたり、まあ、町の案内、まあ、町

の記事を出していくにも、やっぱし町章というものがひとつの顔になります。まあ、

そういうものが必要であるという立場から、まあ、町章だけは早く決めたいというお

話をさせていただいたところです。 
で、まあ、こういうその町章を決めるに当たりましては、やはり公募をしますので、

それを制定して、選んでいくというね、委員会構成というのはやっぱし選ぶ過程では

必要だろうということで上げております。まあ、そういうことを含めた、まあその関

係、事業における、まああの、合併記念事業検討委員会という形で、まあ、一応あの

まとめて、委員会を設置するという形で進めさせていただきたいということで上げさ

していただいておりますので、まあ、御理解いただきたいなと思っております。 
 

〔山本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     今、ちょっと、町長はその「町花・町木を上げてしまったが」

と言いましたけど、ほんまはどっちなん。挙げてしもたの。挙げて、ほんまは挙げる

つもりはなかったん。どっちなん。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     あの、予算上ですね、町花・町木も含めた予算ということに

なっとんでね、その項目は。ですから、その町花・町木は今回のこの事業においては、

私はまだ選ぶ、まだ時期ではないということを思っております。 
 

〔山本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     いや、あの予算に入ってね、しているんだったらね。で、こ

の中で今回予算審議するわけですよね。しますよね。うん。で、予算審議でそこへ入

れているんだったらね、当然ここで入れて当たり前やと僕は思うんです。町花・町木

も。入れんのんだったら、最初から予算上げずにべきやし、上げる必要ないし、これ、

今度の来年の 4 月、3 月いっぱいまでの予算書でしょ。ねえ。だったら、おかしいや

ん、言うてることが。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
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議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、町花・町木にいくらの予算がかかるということで

は上げてはおりません。で、ただ、町花・町木・町章という一括した中で、まあ予算

上そういう、その全体の公募にかかる予算とか、そういうものを上げております。ま

ああの、そういう中で、私はそういうふうに町花・町木は、あの、今回の早急に決め

るのは非常に難しいという思いでおりますけども、まあその今現在の 4 町、各旧町が

町花・町木をそのまま当面、全体として町花・町木として、一応使っていくかどうか、

まあ、そういうことは、あのその審議会の中で議論をしていただきたいなというふう

に思っておりますのでね、まああの、予算上、この町花・町木にいくら上げてますと

いうような予算ではありませんので、その点はまあある程度柔軟にひとつ御理解いた

だきたいと思います。 
 

〔石黒君「14 番」と呼ぶ〕 
 

〔山本君「あの、ちょっと待って」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     あの、まあ僕は町花・町木云々いうよりも、結局、町章を上

げて、予算書にまで上げとんだったら、もう一緒にやりましょうやと。ね。これ、審

議員で 30 人もの人間入れるんですよ。ね、そうでしょ。で、これだけで、5,400 円か

ける 30 人いうたら、16 万 2,000 円、1 回でかかるわけですわ。これ、1 回するんか、

2 回するのか、10 回するのか、僕はまだ分かりませんし、これ回数、何回ひらくかと

も書いてませんけど、そんだけの金が要るわけです。僕にとっては最初に言うたよう

に、こんなもん委員会そのものが要るんかどうか僕には分からんと言うたようなもん

の中でね、そんだけお金使うんであるなら、当然、町花・町木まで入れたらえんじゃ

ないか。僕は思います。けど、実際問題、まあ町長が言われるように、「町花・町木ま

で急ぎませんよ」と言うんであるならば、この委員会そのものも実は要らんのんじゃ

ないかと、僕、さっき岡本さんが言うた優秀な議員やね、職員がこんだけおるんだか

ら、町の合併のねえ、そういう言い方したら悪いけど、会長のこういうあれぐらいね、

僕は皆さんできる能力持っとんじゃないかなと思って、「お金がない、お金がない」言

いながら下手打ったら、まあ、50 万からもっとかかるかも分からんようなお金をね、

余分に使うんかなと思たら、何かちょっと違うんじゃないかなという思いでね、おり

ます。 
 

〔「違うんはな」と呼ぶ者あり〕 
 

〔山本君「だからちょっと、どうするん」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。はい、

町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。ちょっと待ってください。 

はい。 
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議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、今、予算のこと、まあお金のことね、ほんとにあ

の経費節減ということも十分考えなきゃいけません。ただ、あのこういう町章等を制

定するときに職員だけでね、これを決めるというのは、これはやはり、あの、いくら

まあ職員が優秀とか優秀さの問題じゃなくって、多くの皆さんのできるだけ、まああ

の、意見を聞いて、また皆さんに相談をして決めるという形を取るべきまた項目・・・、

事項ではないかというふうに思いますので、まあその、やはり制定、まあ、そのため

には全員の皆さんの意見を聞くわけにもいけませんけども、この、その代表である委

員会というものを作って、これはやはり、あの、制定すると、したという形は、これ

は取るべきかたちではないかというふうに思っております。 
それとその、町花・町木等についても、当初はまあ予算を上げるときにですね、こ

れはあの、私も予算書を作るときにはね、まだあの就任しておりませんし、検討する

ときにはね。まあこういうことをしないと、早急にやらなきゃいけないということで、

この予算書を早くまあ作っているときには、まあセットとして、町花・町木・町章、

これをセットとして上げております。その後も私は総務常任委員会でもちょっとお話

しましたけども、まあそういう「町花・町木については、なかなか早急に決めるのは

難しいんじゃないでしょうか」という話をさして、皆さんにはちょっとさしていただ

いたと思うんですね。ですからまあ、これはあの、委員会の中でね、「いや、ここで決

めるんだ」と。「決めた方がいい」という意見があれば、それは決めていただいていい

と。私はまあ、そういう意見は言わしていただきますけども、まああの、ただあの、

その町花・町木のための委員会を、だけの委員会を設置するということではありませ

んので、まあその審議項目の中にはそのことも入れていただいて、それで決めること

が必要なければ、それはないということであればね、その町花・町木については、以

後 5 年後とか、10 年後に決めるという形で考えていただいたらいいと思うんです。は

い。 
 

〔山本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     あんまり言いたいないけど、5 年後に上げるいうんだったら、

それ知らなんだでいうて、ほなそれ今から審議しようかいうのにやで、その審議自体

が何かどないなるんかな。ほな、町長、そないなこと言い出したらね、これ予算組み

責任持たんのんかいう話になってまうじゃないですか。そないなこと言われてもたら、

ちょっと何ぼなんでも「私が知らんときに決めたんで」言われて、「5 年後でも」言わ

れたら「えーっ」言わな話になってしまう。だから、それは何ぼ何でもちょっとひど

い発言やと思います。 
それと、もうひとつ、そう言うんであるならばね、これ 30 人という人数がほな妥当

かいう・・・、まあ以内やから、別に 1 人かも分からん言うかも分からんけども、さ

っきのまちづくりでは 20 人だったわけです。で、町章を選ぶんに 30 人という数字が

ほな妥当かという話になるし、町章いうたらクリエイティブ、ないもん中から想像し

て作らなあかん。これ、難しいんですよ。ところが、町木や町花いうたらね、あるも

んから選ぶんですよ。はっきり言ってそっちの方が簡単なんですよ。そうでしょ。な

いものから作る、これ難しいんですよ、町章。そうでしょ。町木はあるもんから、そ
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のいろんな木の中から選ぶだけですから、簡単ですわ、はっきり言うて。実際そうな

んですよ。そうでしょ。なのに、町花・町木は難しくて、町章が簡単やいうて、そん

なことは絶対ありえません。うん。だから、ちょっと僕その町長が言うとう話はちょ

っと何ぼ何でもおかしいんじゃないかなと思う。そうじゃないですかね。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあ、なかなか真意が伝わりませんので、まああの、委員さ

んのね、あの人数についてもそりゃ何人がいいか分かりません。まあこれはざっと・・・、

それぞれの考え方があると思います。ただまあ、先ほど言いましたように、この合併

記念事業については、まあいろいろな、まあ事業を含めた中で考えていこうというこ

とで部会を形成、あの、作ってやっていこうということなんです。だから、その部会

でね、やっぱりどうしても人為的に、その 10 人とか、5 人とか 10 人とかということ

になりますとね、それを合わせた委員会ということになると、30 人ある程度人数的に

もそれぐらいな人数になるだろうということです。まあこれは、あの別に、じゃあそ

れをほんなら、「20 にせえ」言われたら、20 人でもできないことはないと思いますし

ね、40 人でもできないことはないと思いますけども。あの、少なくてもそういう人数

についてはね、あのまあ一般的な常識の範囲で、まあ捉えていただきたいなというふ

うに思っております。まああの、町花・町木について、まあそういうことで「予算に

上がってるのに審議できないじゃないか」と言われる。それはまあ項目の中にね、そ

ういうことも含めた審議、あの合併記念事業の中の検討の中で捉えるということで上

げておりますのでね、それは私もそれをここで訂正させていただいて、それを上げな

いということは、それも含めた審議をしていただくということで御理解していただく

ということで御理解いただきます。で、まあその中で、今、決めれるんだったらそり

ゃ決めていただいて結構だと思いますけども、まあ、その中の意見としてまたその後

に決めるということになれば、またそれもまたそれで決定事項としてそのように取り

扱っていかさせていただきたいと思います。 
 

〔岡本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、岡本君。 
 
19 番（岡本義次君）     これがですね、合併したときの生みの苦しさいうんか、そう

いうひとつが出てきておると思うんですよね。ですから、各町によって、あのそうい

う、あの章とか、それから花木とか、そういうやつもまあ違っとったわけでございま

すんでですね、まあ花木にしても予算上げとる以上はですね、こんだけせっかく立派

な検討委員会を設けるんであればね、やっぱりそういう中でひとつまあ皆さんのいい

知恵やアイデアをだしてもらってね、そのそういう記章とか花木とか、その鳥も含め

てですよ、もう決めるもんがあればそういう中でですね、皆さんがワイワイガヤガヤ

言いながらですね、やっぱり広く町民の方に諮って決めていくというんが一番妥当じ

ゃないかとは、私は思います。 
 

〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。はい、ほかにないようですから、これ
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で本案についての質疑を終結いたします。 
 
議長（梶原義正君）     続いて、日程・・・。 
 

〔松尾君「議長、質疑の方の審議に入る前に」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。 
 
47 番（松尾文雄君）     先ほど町長が議案 30 号に関しては、一応撤回かいうふうに言

われたかと思うんですけども、最終日に再提案言われましたけども、一度提案された

やつ、これ議会で許可を得ないとだめやと思うんですよ。そやから、その部分はやは

り議会の中でどうするかということを許可を出さないと、撤回とか修正とかできない

かと思うんですけども。 
勝手に出したり引っ込めたりできんだろ。やっぱり順序だけ踏んでもらわんと。 

 
町長（庵逧典章君）     当然これは取り下げ手続きをさしていただいて、議会の承認

を得て、再提出ということになりますので、それを最終日にさしていただくというこ

とでいんじゃないでしょうか。 
 
47 番（松尾文雄君）    分かりました。 
 
町長（庵逧典章君）     本会議にね。 
 
47 番（松尾文雄君）    はい、はい。 
 
町長（庵逧典章君）     本会議の中で、はい。 
 

〔松尾君「そやからここで認めるか、認めんかいうことやらないと」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     えっとあの、ただ今、松尾議員からのあの御意見なんですが、

あの今あの、事務局と検討を加えたんですが、まさにそのとおりだと思いますので、

ここで町長が今、あの説明しましたように、一旦取り下げて再提案やね。あの、そう

いうふうにあのしたいと、さしていただきたいということなんで・・・。 
 

〔高見君「議長、それに関連して」と呼ぶ〕 
 
1 番（高見誠規君）     これね、31 号議案に議事は既に進んどるわけですわ。で、そ

の 30 号について一時不再議の原則ということであってやね、もう 30 号はパスしても

とると。で、31 号の議案に入っとるのにやね、まあせっかく松尾君が発言してくれて

指摘しとんやけども、その関係もちょっと考えんとおかしいんじゃないかなと。 
 
議長（梶原義正君）     いや、31 号は終わったんです。 
 

〔松尾君「終わっとんや」と呼ぶ〕 
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議長（梶原義正君）     「終わった」言うて、「次入る」言うたときに松尾君の意見が

出てきたわけなんですね。 
 

〔松尾君「そういうこと、そういうこと」と呼ぶ〕 
 

〔高見君「30 号やろ」と呼ぶ〕 
 

〔松尾君「31 号は終わらしとう」と呼ぶ〕 
 

〔高見君「何言いよってんや」と呼ぶ〕 
 

〔「31 号は終わらしとる」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     いや、いや、31 号をやね、今、あなたは 31 号まだ終わって

ないのに、32 言うから、31 号は終わりました言うとんや。 
 
1 番（高見誠規君）     いや、31 号の問題やからな、再提案するいうんは。31 号はも

うかかってもとうわけ。 
 
議長（梶原義正君）     あ、すいません。 
 
1 番（高見誠規君）     だから、30 号の時間は終わりましたと、それで次 31 号に入っ

とんやけど、30 号のんが議論できるかいうのは。 
 
議長（梶原義正君）     そやけど、再提案するいうたのはこれだろ。 
 

〔町長「議案して審議」と呼ぶ〕 
 

〔「まだ可決してへん」と呼ぶ者あり〕 
 

〔高見君「だから、きちんとした」と呼ぶ〕 
 

〔「可決したかしとらんかしよれへん」と呼ぶ者あり〕 
 

〔高見君「提案やで、それでも提案やから」と呼ぶ〕 
 

〔町長「決議じゃ」と呼ぶ〕 
 

〔「提案は 1 回したら 2 回できんいうことはあれへんな」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     30 号やなあ。30 号やったなあ。 
 
町長（庵逧典章君）     30 号やね。30 号もね、まだ議決が終わってからだったらでき

とったと思う。 
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議長（梶原義正君）     いやいや、その、いや、あれする言うたのは 30 号やったね。 
 
町長（庵逧典章君）     30 号です。 
 
議長（梶原義正君）     ね。やで、これ間違いあれへんやん。 
 

〔「このままでせんと委員会付託できいひん」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     え。 
 
（発言者不明）       このままでね、いってね、30 号は現状のままで委員会付託す

るでしょ。 
 
議長（梶原義正君）     そういうことに最初は申し上げたんやけども、そうするとち

ょっと委員会付託がおかしいことになるわね。最終日にあの。 
 

〔「差し替えんでもそのままでいけるでしょう」と呼ぶ者あり〕 
 
〔事務局長「今日差し替えせなあかんですわ。あの、委員会にかけよう思たら」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     いや、そやけど、それをみんなに許可を、みんなに承知して

もらえとこういうことなんや。 
 

〔事務局長「そうやで、委員会に付託せんと最終日に」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     あのね、これ、あの、ちょっとあのすいません。こういうこ

と私もこれ初めてなんで、あれなんやけども、これいずれあの、委員会に付託します

が、委員会に付託する前に差し替えをするんならしておかんと、」あの、委員会に付託

してからというんでは具合が悪いんで、で、あの、今さっき松尾議員の方から意見が

出ておりましたように、この差し替えすることを、あの、まあ一旦提案されてますか

ら、委員会の付託はしてなくても、一旦提案されておりますから、その差し替えする

ことをここで認めるか、認めないかということになろうかと思いますので、ひとつこ

れ、あの、町長もこれはあの、差し替えをさしていただきたいというように言ってお

りますので、大体頭からまあそうした方がいい議案だということになりますと、あの、

差し替えをするということで御承知を、御承認いただきたいと思うんですが、それで

あの、異議ありませか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     それじゃあ、あの、そういうふうに取り扱いをさせていただ

きます。 
 

〔事務局長「で、最終日提案で」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     違う。あ、提案。いや、違うやん。委員会に付託せんなんさ
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かいに、あの、すぐしとかな。 
 
事務局長（岡本一良君）   委員会までにね。 
 
議長（梶原義正君）     そうそう。 
 
事務局長（岡本一良君）   委員会を開いて、委員会付託と。 
 
議長（梶原義正君）     いや、それで委員会にはやな。 
 
事務局長（岡本一良君）   修正したやつを出すと。 
 
議長（梶原義正君）     修正したやつをやね。 

はい、あの、それでね、委員会に付託して委員会で審議をしていただきますので、

委員会までにきちっと差し替えしたものを、あの。 
 

〔鍋島君「本会議で提案した」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ほんなら、今日やるか。 
 
事務局長（岡本一良君）   いや、委員会、今日上げとうでね。今、本会議でやられるん

だったら、委員会付託せんでもよろしいです。 
 
議長（梶原義正君）     どうしよかな、これ。委員会。 
 

〔「県の事務局の方へね、取り扱いを」と呼ぶ者あり〕 
 
 〔「これ、何ぼこない言うたって、いろいろ意見が出よんがい。休憩して、その方がええで」

と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと待って。 
 
事務局長（岡本一良君）   委員会付託でなしに最終日に提案。 
 
議長（梶原義正君）     そうやな。ちょっと、すいません。あの、今まあここで、あ

の、今、石原議員からも意見がありましたけど、そういうふうなこともいろいろ今議

論しよんですけども、あの、ちょっとこう差し替えが時間的にいろんな問題もありま

すので、もう委員会付託をこれは省いて、ほいで、最終日にきちっとしたものを提案

すると。こういうことでひとつ御理解をいただきたいと思いますが、それでいいです

か。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。それじゃあ、あの、そういうふうにさしていただきま

すので、この件については、あの、最初の予定を取り消して、委員会付託はしません。
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そういうことでお願いします。 
 
事務局長（岡本一良君）   それでいいです。 
 
議長（梶原義正君）     じゃあ、これはもう終わったな。 
 

 
日程第 5．議案第 29 号 佐用町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 
 
議長（梶原義正君）     続いて、日程 5 に入ります。 

議案第 29 号 佐用町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方は・・・。 

 
〔吉井君 挙手〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、吉井君。 
 
5 番（吉井秀美君）     5 番、吉井です。あの、費用弁償のこの、総合計画審議会の委

員の日額が、5,400 円。それから、専門委員が、4 万 5,000 円。こういうことになって

おりますけれども、参考のためにお尋ねをしたいんですが、あの、この専門委員とい

うのは先ほど条例の質疑の中で、町長が「学者先生」というような名称を言われてお

りましたけれども、具体的にどういった方を考えておられるのかということを。 
それから、もう 1 点。この、報酬の 4 万 5,000 円というのは、何か参考になる例の

ようなものがあったのかどうか。この点についてお尋ねします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     財政課長。委員は。 
 
議長（梶原義正君）     財政課長。 
 
町長（庵逧典章君）     具体的にはまちづくり。 
 
議長（梶原義正君）     まちづくり。はい、まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、すいません。4 万 5,000 円の報酬の方なんですけども、

これはあの、県の方で、あの、自治研修所いうところがあるんですけども、職員の研

修等行うとこなんですけども、そこであの、大学の教授等を呼んで、その先生として

呼ぶ場合に、時間当たりが 1 万円から 1 万 5,000 円いうことで、まあ、1 万 2,000 円

の、まあこっちに来てもらう分いうことで、まあ 3 時間ほどみて、3 万 6,000 円と旅

費を合わせたもんで、4 万 5,000 円いうことで計上しております。 
 

〔福本君「議長」と呼ぶ〕 
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議長（梶原義正君）     はい、福本君。あ、吉井君。すいません、ちょっと待って、

こっちがまだ終わってないから。はい。 
 
5 番（吉井秀美君）     それで、あの。2 つ聞いたんですけどね。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。もう 1 個。まだあの、その、具体的な選任はいたして

おりません。 
 

〔吉井君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、吉井君。 
 
5 番（吉井秀美君）     はい。5 番、吉井です。そしたらまあ、県の指導ということで、

じゃああの、交通費込みということは、その遠いとか近いとか全く考慮なしに、4 万

5,000 円ぽっきりという形なんですか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい。あの、一応その、4 万 5,000 円いうことで、あの、考

えております。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、吉井君。 
 
5 番（吉井秀美君）     はい。えっと、じゃああの、例えば自家用車で来るとか、あの、

新幹線で来るとか、そういったことは全く考慮なし。 
 
議長（梶原義正君）     はい、担当課長。まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい。あの、まあ、なかなかすぐにこのお近くの方にはな

らんと思うんです。ある程度一定の距離が出てくるいうことで、そういう考え方をし

ております。 
 

〔吉井君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、吉井君。 
 
5 番（吉井秀美君）     それと、先ほどの条例の議論、えっと、質疑の中で意見がいろ

いろ出ていたんですけども、あの、ここで委員が 5,400 円で、そして、専門委員が 4
万 5,000 円。で、こういう立て方っていうのは、あの、私の感想なんですけえれども、

委員会の委員としてその専門委員を、あの、交えるのではなくって、専門委員会とい

うのをまた別立てで立てるようなことが頭の中に描かれての報酬の、これですね。決

められ方じゃないかなというふうに感想を持ってるんですけど、その辺はいかがです

か。 
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議長（梶原義正君）     はい、担当課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、専門委員さんにつきましては、あの、状況で査定委

員の方に出てもらうこともありますし、まあ審議会の中へ入ってもろたり、それから、

そのメンバーによりましてはほかのとこへ協議することもありえるという、いろんな

ことは想定はされると思います。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     同じ問題。 
 
5 番（吉井秀美君）     はい。 
 
議長（梶原義正君）     ほんなら、もう 1 回だけね。はい、吉井君。 
 
5 番（吉井秀美君）     1 回だけ。ということになりますと、あの、さっきの 20 人の

中に、まあその、こう、どういうんですか。この専門員というのは 20 人の委員の中に

含まれるという形でなくて、高見議員が言われたように、あの委員としてでなくて、

その委員会に出席して、時々ね、出席して、あの意見を述べることができると。そう

いうふうな別の組織が、あの頭に描かれてるんじゃないかなというふうに思います。

そうすると、町長が言われたんとちょっと違うと。 
 
議長（梶原義正君）     えっと。 
 

 
〔町長「はい」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、そういうことも含めてね、あの、今度の提案の中

で設備をさせていただきます。 
 

〔福本君「よろしい。」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。 
 

〔福本君「町長、今言われたように。よろしいか」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、福本君。 
 
9 番（福本利基君）     今、町長言われたようにね、30 号の佐用町総合計画審査条例

が取り下げられとんのに、ここで報酬が出てくるのはおかしいんじゃないかと思うん

ですけどね。 
それは合わせて最終日に再提案してもろた方がいんじゃないですか。 
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議長（梶原義正君）     あのね、それあの、前にもね、あの、この順序が違うんじゃ

ないかという、あの、指摘があったんです。そして、それをいろいろあの調査して、

したところが、どちらが先になってもいいと。それはその感じの問題だという回答を

得てますので、いずれ差し替えはしまして、最終日になりますけど、こういうことは

設置されますから、あの、設置されたらこれを払うんだと。これを払う人がこういう

人なんだということで、先決めても、これは差し支えないという見解を持っておりま

す。 
 

〔福本君「了解」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、ほかにありませんか。 
 

〔金谷君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     その報酬が日額 4 万 5,000 円で、その交通費を含むというこ

とですけども、これでしたら委員の方とだいぶ額が違うんです。まあ、専門的な方で

すから、見地から発言されるんでしょうけれども、その報酬と交通費と別にして、そ

ういうふうにしたら、もっと日額もその、どういうかね、世間一般的にね、時給が 1
万 2,000 円いう人はね、ちょっと世間一般から言うても、ちょっと高いような気がす

るんですけれども。まあ、交通費を含むということであれば、費用弁償の分は交通費

を別にするという、そういう考え方はないんでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     これはだれが返事する。担当課長。町長。町長が答弁しちゃ

る方がえんじゃないんか。 
 
まちづくり課長（南上透君）  まああの、それを含んだものとして報酬いうことで整理さ

していただくという考え方で、まあ予算の方もさしていただいております。 
 

〔金谷君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     ほかにないようですから、これより・・・、これで本案につ

いての質疑を終結いたします。 
 

 
日程第 6．議案第 32 号 佐用町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例の制定

について 
 
議長（梶原義正君）     続いて、日程第 6 に入ります。 

議案第 32 号 佐用町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例の制定について
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を議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方、発言願います。 

 
〔高見君 挙手〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。1 番、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     あの、第 1 条にね、主旨いうのがあるんですけども、その 2

行目に「佐用町が設置する公の施設の管理を行わせる」という。どういうことを想定

されとんか。どういうとこを。まあ、とりあえず作っとかなあかんのんやということ

で、これ作られるんか。どっかもう想定されて、まだ予算書詳しいには見とらんのん

ですけど、まあ、恐らく 3 月までは従来どおりと。新年度からいろいろ出てくるとい

う中で、どこを具体的に想定しとんか。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあ、この指定管理者制度のこの条例の制定ということは、

これは法律で制定をするもので、あの、まだ、じゃあ佐用町としてですね、これを、

条例を生かしてどういうこれからこういう施設の管理運営について考えていくかは、

これからの検討課題でございます。だから、具体的にどこを今するということはあり

ません。あの、決めておりませんし、当然、そういう、ただこの条例に基づくこの指

定管理者制度について検討しなければならない施設は逆にたくさんあることは、かな

りあるということは言えるとは思っております。 
 

〔高見君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。1 番、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     いや、僕も研究不足なんですけど、この制定せえというような

法律が出とんですか。その感、ちょっと説明してください。 
 
町長（庵逧典章君）     財政課長。 
 
議長（梶原義正君）     はい、財政課長。 
 

〔高見君「昭和 22 年やでな」と呼ぶ〕 
 
財政課長（小河正文君）   はい、あの、これは、法律、平成 15 年の法律の第 81 号で・・・。 
 

〔高見君「何いう法律」と呼ぶ〕 
 
財政課長（小河正文君）   地方自治法の一部改正でございます。その中で・・・。 
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〔高見君「80 号。何号言うた」と呼ぶ〕 
 
財政課長（小河正文君）   81 号。 
 

〔高見君「81 号」と呼ぶ〕 
 
財政課長（小河正文君）   そしてあの、同年の 9 月の 2 日から施行されておりますので、

その 3 年いないに公の施設等ついて、あの当然、行政の方もやっていかないかんとい

う法律に基づいたもんでございます。 
 

〔高見君「何年言われてましたか。平成。」と呼ぶ〕 
 
財政課長（小河正文君）   平成 15 年の法律、第 81 号。 
 

〔高見君「平成 15 年な。はい、了解。はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、高見君。 
 
1 番（高見誠規君）     まああの、それだったら作らなあかんのんで、3 年以内作った

らよろしいけど、適用についてはですね、あの、「官から民へ」とか何とかいうて小泉

さんが言うんで、喜んで建設業界なんかもやったけども、ほんまに民間でいろいろや

らしてみたらとんでもないことやっとったという、その震度に対するいろんな設計す

る設計業者、それから、それを民間の本来役所がしよった、チェックしよったところ

を民間業者がやるという中で、もうメタメタになっとるわね、今建設業界。で、単に、

その民間にやらせれば何でもえんだという考えが蔓延しとる中で、町長なんかどうい

うふうに考え。まあ、具体的には分からんと言われるけども、その感の問題、どうい

うふうに考えられておりますか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。当然まあ、これ、あの、指定管理者制度をですね、適

用して、まああの、そういう管理運営に当たって、民間業者に委託するとかというこ

とを考える上でもですね、その方が効率的なのか、また、よりその施設の運営におい

て効果的な充実した運営ができるかという、そういう観点からも当然考えていかなき

ゃなりませんし、すべてが官から民へやればいいというようなことは考えているわけ

ではありません。当然、行政として責任を持って引き続いて行政が管理をしていく方

がいいと、その必要性があるという点については、当然維持をしていくわけでありま

す。ただ、これまでの法律の中ではですね、どういう、民間に委託した方がいいとい

うふうに考えても、それが法律上できなかったということで縛られてた部分がありま

す。だから、そういう縛られた部分について、この法律が改正されまして、そういう

ことができるという、しなきゃいけないんじゃない、できるということになったわけ

であります。だから、それは十分に今後行政の中で検討すべき課題であります。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
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〔金谷君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）    先ほど当局の方からその法律の基になる、主旨になる 81 号っ

てあったんですけど、81 号いうのはその議案の番号ではないですかね。条例では、こ

の括弧に書いてある 244 条でえんじゃないですかね。 
 
議長（梶原義正君）     これは。はい、財政課長。 
 
財政課長（小河正文君）   あの、先ほども申し上げました 81 号は法律 81 号、平成 15

年の法律の 81 号という。はい。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）    ただね、81 号はただ単にその法律の番号であって、条令ではな

いんですね。そこで、先ほど関連ですけれども、この大きな法律があって、主旨とし

てはこういうふうに町の条例も作らなあかんということですけれども、その地方自治

法 244 条では、従来は管理委託制度、それが管理者制度に変わったんですけれども、

この大元の地方自治法は変わったことによって、その町長はね、このいわゆる委託か

ら代行に変わるわけですけれども、この変化の具合いうのはどういうふうに見ておら

れますかね。委託から代行への法律の改正ですけれど。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     ちょっと、すいません。委託から何にですか。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
46 番（金谷英志君）     代行。いわゆる、代行することに。 
 
町長（庵逧典章君）     代行。ああ、代行ね。まああの、代行と委託とどういうふう

にその違うのか分かりません。その、まあ、これまでね、町が直営して、まあ管理し

ていたものが、まあ民間のいろんな団体に委託し、その委託することによって、その

運営を代行していただくということなんで。そこに代行ということがどこに出てくる

んかちょっと分からないんですけども。あまりそんな大きな意味はないと思うんです

けども。違いは。 
 

〔金谷君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     その今までの管理委託制度からして、指定管理制度に委託し
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て、あんまりその変化の意味はない。そういう答弁でよろしいでしょうかね。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     いや。管理委託をするのにでもですね、委託先がある程度公

共施設の場合、公的な機関でないと委託できなかったものを私、一般的な民間の会社、

企業なり個人なり、いろんな方に委託ができると。管理者制度によってできるという

ふうになったというふうに私は理解しておるんですけどもね。 
 

金谷君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）    まあ、そういう理解ですけれども、その大きく言うてはね、そ

の今まで委託いうのは、私は委託と代行という言葉を置き換えましたけれども、委託

であれば本来責任は町にあるんですね。それは単に委託しておるだけであって。今度、

代行、管理者に指定して、そこが委託をすることになりますと、そこが料金も決め、

職員のその雇うのも決め、そこで大きな権限を代行することで持つわけですね。です

から、町の責任はそこでどこにあるんか。大きな、私はこの制度上の違いがあると思

うんですけれども。もう一度答弁お願いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     そういう点については、当然その責任のね、の範囲において

大きな違いがあると思います。ただ、そういう責任を持って、そういう施設を町、行

政が直接運営するんじゃなくって、一般の民間で管理していただく方が効率的で、ま

た、その施設のいろんなこの目的なり内容が充実したものができるという利点を生か

していかなきゃいけないということだと思いますけども。 
 

金谷君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     その中でですね、その地方自治法 244 条の 1 で、「普通地方

公共団体は住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設を設ける

ものとする」。これは、条例の中にもうたわれておりますけれども、そういった中で、

次、2 として、「普通地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用す

ることを拒んではならない」。「3、普通地方公共団体は住民が公の施設を利用すること

について不当な差別的取扱いをしてはならない」。こういうことはこの条例の中でも、

条例としてはうたわれてないんですけども、基本理念としてはこういう方向は持たれ

てるかどうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあ、当然あの、公の施設としてですね、公費を使って、こ
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の住民、まああの、を広く住民福祉の技術のために造った施設でありますから、あの、

どういう委託に、形になって、あの管理になってもですね、そういう理念というもの

はまず最初にあるということであります。 
 

〔金谷君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     えっと、次は、矢内君。 
 
12 番（矢内作夫君）     はい。えっとあの、まああの、一番初めに高見議員が聞かれ

たんですけども、その対象者、まあ対象者じゃない、対象となるような公の施設いう

のは何箇所ぐらい想定をされとんかいうことが 1 点と、それとあの、この指定の取消

等というのが第 9 条にあるんですけども、あのこれは貸したもんから、あの指定者に

不都合があったときに指定管理のあれを取り消すいうことだろうと思うんやけど。反

対に指定されとう側から返したいいう形の場合にはどの条例に入るんかいうこと、ち

ょっと分からんのんで、その点はどないなっとんか、ちょっとお聞きします。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、先ほども申しましたように、まだこの条例を制定

した中で、この条例を適用するような施設については、これから十分に研究して、検

討していくということですので、まあどこ、どの、どういう施設かということは答え

ることはできません。 
それから、それどこにあるの。取消し。まああの、当然あの、管理委託を返上した

いという申し出も、相手側も対等な契約になりますからね、これは。あるわけですけ

ども、9 条で、まあ「管理を継続することができないと認めたときは、その指示を取り

消し、または期間を定めて管理の業務の全、または一部の停止を命ずることができる」

ということで、管理を継続することができないということが、向こうから、相手側か

らですね、まあその理由をもって申し出があれば、その項目を適用するということだ

と思いますけども。 
 

〔矢内君「双方が含まれとういうこと」と呼ぶ〕 
 
町長（庵逧典章君）     うん。まあそういうことで、これは対等な契約ということに

なりますね。 
 
議長（梶原義正君）     はい、よろしいか。ほかにありませんか。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     これは（聴取不能）聞くべき理由ですよ。まあいろいろ問題

もあるみたいなんですが、それでもこれいろいろ条例として可決すれば、これは公布
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時から施行するという、ね、当然なってるわけでどういう中で、まああの、当局の見

解を聞けば、対象施設も何が対象外となる公の施設についても、今後検討していくと

いうような答弁でありますから、まあ問題があればね、実行しなければいいわけです

けども、公布して、施行して、いつまでもそういう状態というふうに考えておられる

のか。まあ、その点まず聞いておきたいんですけども。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。まあ、今の制度のですね、大体この概要につきまして

は、指定管理者制度にするか、直営と言いますか、行政がそのまま管理運営をしてい

くか。このことについて、平成 18 年 9 月 1 日までに指定管理者制度または直営移行の

選択ということの大体の方向を決めなきゃいけないということになっております。ま

あその、そういうこれからですね、作業をしていかなきゃいけないということですの

で御理解いただきます。以上です。 
 

〔鍋島君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     じゃあまああの、作業されるんであればね、当然問題点とし

て、当然、今各委員会出されてる内容について当然検討なされなきゃならないという

ふうに思います。 
で、それで、第 7 条の関係でね、2 点あのお伺いしたいんですが、例えば、第 7 条 2

項の第 5 号、「佐用町が支払うべき管理費用に関する事項」というようなことを協定締

結しなきゃいけないということであります。つまり、指定管理者にこれをまあ代行と

いうんか、あの、預けた場合にね、佐用町も当然管理費用で負担しなきゃいけないと

いうことですけども、例えばの話、あの上月体育館、ほたるドーム、これを指定管理

者制度としてやった場合に、佐用町が支払うべき管理費用というのはどういったこと

になるのか。 
それから、2 つ目に、金谷議員も質問したけど、利用料金についてはね、現在は議会

の議決が要ります。当然、議会も監視ができます。この改正後ではね、指定管理者が

決めて、町長の承認を得ればいいというようなことになっとるわけですけども、その

辺り議会の監視ができないんじゃないかというような問題も感じるわけですけど。 
その 2 点を伺います。 

 
〔町長「その」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     その 2 点いうのは、上月のほたるドームをした場合に。 
 

〔鍋島君「例えば。例えば、管理費を」と呼ぶ〕 
 

〔町長「え」と呼ぶ〕 
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議長（梶原義正君）     例えばや。例えば、上月の。 
 
町長（庵逧典章君）     例えば、そういう場合にはどうなるかという話なんですね。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、それはどこまでして、あの、委託をするかという

ことに係ってくると思うんで、まあその、全ての管理委託いうことになれば、まあそ

の通常の光熱費からですね、人件費、そういうものを算定して係る経費を、まあ一応

算定するということになると思いますけども。 
それと、これ。まあ利用料についてのですね、そういうことを決定する議会ができ

ないということなんですけど、まあそりゃあ指定管理制度に移行するについてもこれ

は議会でのたぶん承認がいる事項だと思います。だから、そういうそれがあるなら、

その段階での議会の判断をいただきたいなと。これはそういうことにすべきではない

という問題があるということであれば、管理者、指定管理者制度によるこの委託がで

きないということになりますしね。当然、その前に町としてもそういうことも含めて、

十分にまあその、この制度を適用するかどうかということも考えて、提案もさしてい

ただくつもりですけども。まああの、そういういろんなね、この制度の中では、制度

を適用しようとすればですね、そういういろんな心配なり、いろんな問題があるとい

うことは十分認識した中で、これから研究すべきことだと思っております。 
 

〔鍋島君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     あのまあ、提案されてますのでね、たたみかけるようで悪い

んですけども、こういった問題もぜひ検討していただきたいと思います。 
1 つは、指定管理者がね、赤字で倒産した場合に、その負債について住民負担という

問題はどうなってくるのかという。当然起こってくる問題であります。それが 1 点。 
それから、2 点目に、これは本日のこれ、朝日新聞ですね。12 月 6 日付、朝日新聞

に、姫路市のイーグレー姫路管理会社が、これは何だったかな、姫路プラザの、あ、

市民プラザですね。市民プラザの公営施設を指定管理者として決めたと。で、その姫

路市のその選定委員会の委員長が助役でね、で、それを、指定管理者として決まった

会社が助役が社長を務める会社というようなことで、今日、朝日新聞に出てね、議会

に問題になっております。だから、選定する場合でもこういった問題もあるというこ

とが本日出とるわけですけども、こういった問題もあるということを考えて、その 2
点の当局の見解を伺います。 

 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、どういう、だれが管理しててもですね、まあその、

赤字になったり、またどうしてもその施設の性格上ですね、あの収益が上がらない、

また倒産というようなね。まあその、民間であれば倒産という形が出てくる可能性は

あります。まあしかし、そういうことも含めて、まあ、当然その事業にはリスクも背

負って考えていかなきゃいけないんですけども、じゃああの、指定管理、そういう施
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設において指定管理者制度を利用せず、あの、使わずに、町が直営したときにもっと

たくさんの公費を投入しなきゃいけないということになればね、それもまあ問題であ

ります。まあどちらを選択するかということになると思いますけども、まあまあ、そ

ういうその管理して、委託した先がですね、倒産した場合には、また法的なまた手続

きの中でですね、対応していかなきゃいけないんでしょうけども。そういうことも想

定したやっぱし考え方の中で研究しなきゃいけないなというふうには思います。また、

その指定、これは私もまだ初めてで、まだどういう手順を踏んで委託をしていくのか、

十分に分かりませんけども、まあその選定する段階においてはね、十分に公平性とま

あ公正、透明性を持った中で考えていかなきゃいけないなというふうに思っておりま

す。 
 
議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     8 条についてお伺いしたいんですけれども、業務の報告ですけ

れども、この中でまあ議会等には報告の義務ありますけれども、住民が直接ね、その

話を聞けるとか、いわゆる住民監査請求がね、この地方自治体にも認められてるよう

に、住民から指定管理者に監査請求があった場合、これ、できるのかどうか。 
 
町長（庵逧典章君）     財政課長。 
 
議長（梶原義正君）     はい、財政課長。 
 
財政課長（小河正文君）   はい。あの、この行政手続法等の関係はですね、あの、住民

監査請求含めて、あの、これは町の方で行政側が責任を持つということになっており

ます。 
 

〔金谷君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     そうしたら、一旦、その直接指定管理者に対して住民請求は

できない。町がそれをもう、町が責任を持ってそれを監査するという理解でいんでし

ょうかね。 
 
議長（梶原義正君）     はい、財政課長。 
 
財政課長（小河正文君）   はい。あの、この条文にありますように、当然あの、決算打

たれて 30 日以内に報告をいただく。また、その途中におきましても、監査、通常の監

査ですね、等をやっていくという仕組みがございます。それで、あの、行政側はまあ

責任を持って対応するという形になろうというふうに考えております。 
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議長（梶原義正君）     ほかにありませんか。ほかにないようですから、これで本案

についての質疑を終結いたします。 
ここでしばらく休憩をいたします。再開は 3 時、午後 3 時に。 

 
〔町長「もうちょっとはよしてください。ちょっとあともつかえるんで」と呼ぶ〕 

 
議長（梶原義正君）     ああ、そう。ほんなら。それではあの、すいません。町長あ

との予定があるようですから、休憩の時間を縮めます。50 分から再開します。 
 

午後 ２時４１分 休憩 
午後 ２時５０分 再開 

 
議長（梶原義正君）     はい、会議を解き、いや、休憩を解き、会議を再開いたしま

す。 
 

 
日程第 7．議案第 33 号 町道路線の認定 

 
議長（梶原義正君）     続いて、日程第 7 に入ります。 

議案第 33 号 町道路線の認定についてを議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方、発言願います。 

 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議長（梶原義正君）     それでは、ないようですので、これで本案についての質疑を

終結いたします。 
 

 
日程第 8．議案第 34 号 平成１７年度農作物共済事業の損害防止事業に伴う特別積

立金の取り崩しについて 
 
議長（梶原義正君）     続いて、日程第 8 に入ります。 

議案第 34 号 平成１７年度農作物共済事業の損害防止事業に伴う特別積立金の取

り崩しについてを議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方、発言願います。 

 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。質疑がないようですから、これで本案についての質疑

を終結いたします。 
 

 
日程第 9．議案第 35 号 農作物共済無事戻し金の交付について 

 
議長（梶原義正君）     続いて、日程第 9 に入ります。 
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議案第 35 号 農作物共済無事戻し金の交付についてを議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方、発言願います。 

 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。質疑がないようですから、これで本案についての質疑

を終結します。 
 

 
日程第 10．議案第 36 号ないし第 50 号議案について 

 
議長（梶原義正君）     続いて、日程 10 に入ります。 

議案第 36 号ないし第 50 号議案についてを議題といたします。本案は平成 17 年度の

一般会計及び 13 特別会計並びに 1 事業会計の予算についてであります。 
これより本案についての質疑に入りますが、本案につきましては先に設置されまし

た予算特別委員会において十分に審議していただけるものと思いますが、どうしても

本日質問しなければならない事項がありましたら、要旨を簡単にお願いいたします。 
ありますか。 

 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。ないようですので、これで本案についての一括質疑を

終結いたします。 
 

 
日程第 11．議案第 51 号 佐用町過疎地域自立促進計画の策定について 

 
議長（梶原義正君）     続いて、日程第 11 に入ります。 

議案第 51 号 佐用町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題といたします。 
これより本案についての質疑に入ります。質疑のある方は発言願います。 

 
〔木村君 挙手〕 

 
議長（梶原義正君）     はい。6 番、木村愼吾君。 
 
6 番（木村愼吾君）     6 番、木村です。あの、聞きたいことは 20 項目ほどあるんで

す。だけどまあ、あの、まとめて少し軽くします。 
あの、初めにね、これは前も佐用町で私たち受けたんですけどね、あの、だれのた

めにどこへ出すのかということ、まず一番初めにお聞きしたいんです。それによって

後の質問も変りますので。お願いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。これは、町のために、またこの事業を、あの、こうい

う課題に取り組むために、財源的な過疎自立促進法に基づく財源措置を得るためにも、
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県を通して、国へ提出をいたします。 
 

〔木村君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     あの、ちょっとすいません。あの、後々のあのために、ちょ

っとお願いしておきますが、まあ既に私が言うまでもなく、皆さん十分御承知なんだ

と思いますが、あの、質疑は、1 件に対して大体あの 3 回以上と、以下ということに

なっておりますので、ほいであの、特に必要があれば議長の許可を得ていうことにな

っておりますので、なるべくその同じ問題については 3 回以内で治めるようにひとつ

お願いをしときたいと思います。 
はい、どうぞ。 

 
6 番（木村愼吾君）     じゃあ、すいません。あの、じゃあ、どうもこう何か最近規制

が激しくって、ものが言いにくいんですが、あのまとめてやるとちょっとこれ話が長

くなるんですけどね。 
まずあの、文章、ちょっとおかしい文章がありますね。2 箇所ほど。1 箇所は、まあ

これ簡単なんですが、これ意見みたいになるんですけどね、2 ページの下から 2 行目

のところだけに。 
 

〔「何ページ」と呼ぶ者あり〕 
 
6 番（木村愼吾君）     2 ページの下から 2 行目に、「バス網が形成されていますが」

と書いてあるんですけど、ここだけ「います」になっとんですね。ほか全部、あの、

状態文ですけど、ここだけ。それから、もうひとつ分かりにくいんはね、1 ページの方

の、1 ページの位置と地勢というところで、上から 5 行目、「時間的距離は姫路市とＪ

Ｒ姫新線により約 1 時間となっている」。これ、何のことかよく分からないんです。姫

路までＪＲでは 1 時間で行ける、1 時間。まあ、上月の方であれば 1 時間半ほどです

よね。三日月支所で 1 時間ちょっとですけど。これ、この意味がね、「時間的距離は姫

路市とＪＲ姫新線により約 1 時間」と。これ、書き方おかしくないですか。これでい

いですか。僕は分からん。 
 
議長（梶原義正君）     えっと、これはだれが答弁するの。答弁させます。今までの。 
 
6 番（木村愼吾君）     考えといてもらいましょう。時間がもう。 
 
議長（梶原義正君）     はい、はい、はい。どうぞ。 
 
6 番（木村愼吾君）     じゃああの、これまた考えておいてください。で、あの、ひと

つ、じゃあ、大きい問題出しますけれど、実はねえ、僕これずっと読ましていただい

て、これからじっくりこう考えていかないかん、大事な大事な計画だと思うんですね。

で、今、こういう点がちょっとこう考えられていないんじゃないかと思うことが、何

箇所かあるんです。例えば、例えばあの、観光にしてもね、オオイチョウのことは書

いてありません。それから、櫛田の滝のこと書いてないですね。あれはすばらしい滝

なんです。美嚢の大滝よりすばらしいです。だから、そういう佐用のね、ほんとにい

いところがちょっと抜けてる。それから、例えば、乃井野、平福っていうのは嫌ほど
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書いてあるけれど、例えば、杉坂峠がどうだっていうようなことはね、何も出てこな

いんです。ま、これまた考えておいてください。 
で、ひとつ、これはあの、真剣な問題ですけれど、今ね、学校教育の中で食育教育

ということが非常に叫ばれています。そうですね、教育長。ね。で、これは、農業の

地産地消にもつながります。それから、地産地消でやろうと思えば、そこの作る地性

がどうか、土質がどうか、水質がどうか。こういう大きな問題が引っかかってくるん

ですね。例えば、あの、「大木谷の棚田米がうまい」とよく言われます。確かにおいし

いです。ただし、それを大阪へ持って行って炊いたらね、おいしくないんですよ。大

木谷の水で炊くとすごくおいしいんです。岡山県ではそういうことを利用してですね、

おにぎりにして売ってるそうですね。自分とこの水で炊いて。いわゆる、1.5 次産業を

やってるわけです。で、そういうふうな面が抜けてるんじゃないかなあ。だから、教

育で食育教育っていうのは、これ非常に大事で、僕もそんなこと知らない間に、知ら

ない間に、ちょっと異常のある子を「朝ごはんは 2 杯、味噌汁 2 杯食べていらっしゃ

い」と言うと、その子が半月ほどしたら性格が直ってきた経験があります。食べ物が

大事なんだなと思ったんです。で、それを最近、文部科学省で非常に盛んに言い出し

たんで、そういうことを基にしてね、佐用の産業起こしが考えれないか。これ、非常

に最近のことなので、当局の方ではまだまだ十分研究できてないと思いますけれど。

取り入れる必要があるんでないかなと思うんですが。まあ、教育委員会の方の御意見

もありましょうし。もし、何かそういうことがあったら、あの、ま、これ質問ですの

で、聞かしていただけたらと思います。 
 
議長（梶原義正君）     えっと、まちづくり課長。はい、まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  まああの、字句の統一した形がないのは、今回の中で協議

が終わっておりますけども、字句の修正、簡単なつながりの修正等はできますので、

それは印刷までに整理をさしていただきたいと思います。 
それから、文言の中で御指摘いただいた、オオイチョウであるとかいろんなことに

つきましては、あの、今回の分につきましては、まあ、県との協議もすんでおります

ので、今後変更の中で検討さしていただきまして、その中で、あの、変更はできるん

ですけど、今後の中で検討さしていただきたいというように思います。 
それから、資源の話、水の大切さとか地産地消の話が出たんですけども、地産地消

の関係は、まあ、農業関係ではある程度入っていっとんですけども、学校の中でちょ

っとそういうものが記述は欠落してますけども、これにつきましても今後の中で検討

さしていただきたいというように思います。 
 

〔木村君「まだあるけども、後でまた。時間があったら」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     いや、あの、まだいいですよ。 
 

〔大久保君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、大久保君。 
 
51 番（大久保宏務君）    51 番、大久保。これ全般に見せていただいておりまして、1

つは、あの、総合計画との整合性、それから、合併特例債との整合性について、1 つは
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お聞きしたい。 
それと、まあ今、地産地消の話、食育教育の話が出てましたが、読んでみますと、

この中に現況、それから問題点、それから対策についての、学校給食の関係なんかに

ついては文言が一切出てきません。これについては、今の、先ほどの御質疑と一緒に、

まあ、ちょっとなるかもわかりませんが、その点についてお聞かせいただきたい。 
 
議長（梶原義正君）     これは、だれが。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。まあ、この過疎計画は、まあ早急にこう提出していか

なければ、合併後ですね、いけないということで、旧 3 町の過疎計画を持ち寄りまし

て、また、あの、それにまあ旧南光町分を入れたものにしております。で、あの、当

然まあ、あの、総合計画、また特例債、これからの事業等の計画についてもですね、

関連はしてくるんですけども、あの、この一応過疎債の適用事業に入るかどうか、何

に充てるかということは、これからまた選択をしていくという中でですね、まあ、そ

れまで旧町が引き継いできた事業等、それぞれをすべてまあ網羅をしていくという形

で、まあ今後の総合計画をこれから策定をしていくわけですけども、まあこの総合計

画についてもこの計画書、また過疎計画も十分にまた参考にしてですね、あの、計画

を整合性のあるものにしていくということになろうかと思います。またあの、合併特

例債等についてもこれからですね、どういう方向で、どういう事業に充てていくかと

いうことについてもですね、そういう中からですね、新たなものも出てくるかもしれ

ませんけども、そこに挙がっているものもこれまで計画の中に掲載されているもの、

上げているものをも含めて検討していくということになろうかと思っております。 
それから、まあ、学校給食とか、まあそういうことを今後考えていく中で、まああ

の、新しくまた学校給食関係の施設等を計画をしていくというようなことを事業化が

あればですね、まああの、この過疎計画につきましては新たな必要性が、事業の必要

性が出てきたときには過疎計画の変更という形で、また議会の承認を得て、変更申請

をさしていただくという取り扱いになりますので、その点についてはそういう取り扱

いということで御理解いただきたいと思います。 
 

〔大久保君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、大久保君。 
 
51 番（大久保宏務君）    まああの、変更がきくということであれば、まああの、それ

はそれでまあいいと思うんですが、ですけども、特例債の事業の中にも出ておりまし

た学校給食の問題も、当然これ本来から言えば、この過疎計画の中に記述としては当

然入れておくべきだというふうに思うんですがね。ま、それが一切ないというのは、

元々そのまあ漏れておったのか、特例債事業で対応するというだけの話だったのか、

それをお聞きしたいと思います。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。まああの、まあこれひとつは、あの、言い訳というよ

うな形になるかもしれませんけども、あの、この過疎計画は先ほど言いましたように、

旧町がそれぞれ策定していったものの、まだ途中の段階です、過疎計画期間の中にあ
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りますから。それを 1 つのものにするという形の中でですね、旧各町が学校給食等に

ついては事業として上げていなかったということだと思います。で、これを含めてで

すね、まああの、当然あの、総合計画、新町まちづくり計画の中においては、合併後

にはどうしてもそういうその給食センター等についても見直しを図らなきゃいけない

という中で、まああの、合併特例債事業の中には項目として事業計画の中に上げてい

るわけですけども、まあ過疎計画においては、それぞれまあ旧町のものをそのまま、

まだ現段階においては移行したということですので、まあそれが入ってなかったとい

うことで御理解いただきたいと思います。 
 

大久保君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、大久保君。 
 
51 番（大久保宏務君）    まああの、過疎計画の中にやはりその部分についてはね、記

述をまあしておくべきではないかというふうに思っております。で、先ほど町長が言

われたように、様々なものを持ち寄ったと。各町 4 町のものを持ち寄って計画したと。

で、そういう記述があるということでございますが、それでは過疎、墓地の項に行き

まして、34 ページですけども、まあ、私は三日月です。旧三日月ですから、三日月の

関係でいきますと、本来なれば火葬の施設については、「平成 7 年の 4 月」という記述

が本来、持ち寄ったのであればあってしかるべきです。そして、平成 11 年の 4 月から

と言いますのは、佐用・上月・南光、旧の 3 町が寄った記述しか書いてありません。

ですから、持ち寄った記述があったとしても、これは先ほどの町長の答弁でいくと、

そういうところはすべて避けてあって、持ち寄った文書になってる。ですから、学校

給食、まあセンターの問題についてもやはりここできちっと記述を入れるべきである

というふうに私は思いますので、その点もう一度。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     ちょっと待ってくださいね。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まあ十分ではないんですけれども、またあの、火葬・墓地老

朽化のため、平成 11 年 4 月からということで、まああの、三日月、旧三日月町の分に

ついて、もう既に構成町であったのが、そのまま 3 町のを主体にした記述になってい

るということです。この点、ちょっと、まああの、この記述についてはですね、不整

合な面があるという点については御指摘のとおりだと思うんですけども、まあ、旧 3
町がですね、こういう形であったということで、御理解をいただきたいと思います。 

それから、その教育関連施設のですね・・・。 
 

〔「どこの」と呼ぶ者あり〕 
 
町長（庵逧典章君）     今言いよった過疎の。34 ページ。 
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議長（梶原義正君）     ちょっと、ちょっとすいません。ちょっと待って。町長があ

の、大久保君の質問に答えてください。 
 
町長（庵逧典章君）     34 ページの大久保議員の質問ですから。はい。そういう中で

ですね、あの、まあ、あの記述について、まあ整合性がちょっととれてないんじゃな

いかということなんですけども、あの、自然、教育関連ということで、給食センター

につきましてもですね、54 ページの方に学校教育という中でですね、教育関連施設の

整備・充実ということも、まあ記述を入れてるということで、ひとつ御理解いただき

たいと思います。そして、事業計画につきましては、次の計画の段階で給食センター

というような、あの、具体的な記述としてこれを取り上げていきたいというふうに思

っております。 
 
議長（梶原義正君）     よろしいか。はい。あの、ちょっと待ってください。あの、

木村議員、先ほど失礼しました。あの、まだちょっとあったんでしょ。 
 
6 番（木村愼吾君）      ありますけど、ほかの方どうぞ。 
 
議長（梶原義正君）     そうですか。はい。 
 

〔森崎君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、それじゃあの、森崎君。 
 
36 番（森崎龍二君）     はい。えっと、木村議員さんも指摘されたんですけど、字句

の訂正というのんは、まああの、見ていただいたらまた分かっていただけるとは思う

んですけども、是非あの、訂正をしていた方が、あの、受け取った側としては、あの

やはり印象としていんじゃないかというふうに思いますので、ほかにも例えば、ペー

ジ、9 ページのところでは、まあ簡単ですけども、その（3）の 1 行・・・、2 行目の

ところで、「下の図」となっておりますけども、下には図はありませんから、例えばそ

ういうこととか。それから、19 ページ、いや、18 ページのところにも、森林面積のと

ころのずっと・・・、「欠くことのできないものであるほか」と書いて、ちょっと前か

ら読んでもらったら分かるんですけど、ちょっとおかしいし、それから、流説なこと

も入れた方が、19 ページの上の、一番上の辺りのところ、何でそういうことが言える

んかというようなことも入れた方がいんかなとか思ったり、あるいは、あの、まだほ

かにもちょっとよう見てないところあるんですけども、もう 1 点は、このいろいろな

事業計画の中に、町民要望として出されていたのかどうか、ここを直した方がいんか

なという格好で当局として指摘して出されてるのんか、町民から上がっていたので出

ているのか。その辺がちょっと理解に苦しむところがあるんですけど、その辺はどう

でしょうか。その後の分について答えていただきたいと思います。 
 
議長（梶原義正君）     まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、この、まあ過疎計画の校正につきましては、全段の

分につきましては新町まちづくり計画からひらった形で、あの載せております。それ

から、県、西播、西播磨等の動きにつきましては、まあ県の方と確認した中で記述表
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現も調整終わっております。それから、あの、後の分につきましては、あの、今回、

旧の佐用・上月・三日月は過疎計画に記述がありますので、その中のまあ旧佐用町の

分を軸としまして、その中に他の分の記述を、あの、その分で全体を見ながら入れさ

してもらったと。それから、まあ南光町については、あの過疎計画ありませんでした

ので、その中で記述を加えたということです。それから事業計画につきましては、旧

町の中で提出があったものを、まあ全体に載せさせていただいておるということでご

ざいます。 
それで、これにつきましては、あのまあ、県等で文言の協議も一応終わっておりま

すので、まあ修正とか字句のつながり等は結構なんですけども、大きいことにつきま

しては、あの、今後どうでもいいことであれば検討なり変更という中で対応さしてい

ただくということで、よろしくお願いしたいと思います。で、まあ、とりあえず考え

としては、事業費につきましても考えられるのは一応載していって、まあこれがない

とあかんということでございますので、過疎債の適用も受けられんいうことで、早、

十何年から始まっておる状況もあります。それから、まあこれは、県の協議を得た後

でないとまあ議会もかけれないということで、まああの、10 日ほどの余りのとこで出

せ言われたんで、ちょっとその各課にはちょっと見てもろた関係ですけども、まあ議

会の方にも十分協議さしてもらわないまま提出さしてもろたいうことなっとんで、申

し訳ないですけども、（聴取不能）なり県の関係であの出せということでございました

ので、ちょっとそういう点はあのぬかっておるんですけども、何とかこれがないと 17
年の事業等もあのかかってきませんので、そういう意味でまあよろしくお願いしたい

と思います。 
 

〔森崎君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、森崎君。 
 
36 番（森崎龍二君）     そしたら、例えばですね、26 ページの。 
 

〔「もっと大きい声で。聞こえへん」と呼ぶ者あり〕 
 
36 番（森崎龍二君）     26 ページのその基盤整備の関係で、南光町地区の、あの、ほ

場整備のそういう計画として上がってますけど、地元からこんな要求があったのかど

うかと、ちょっと私自身、南光町、旧南光町ですけれども、聞いてないところがある

のでどんなんかなと思ったんです。まあ、県がこれをまあ出すことによって認可する

ということであれば、後でまあまた考え直したらいいとは思いますけども、あの、そ

の辺はそういうふうに理解しとっていんでしょうか。 
 
まちづくり課長（南上透君）  いや、これにつきましては先ほどもうしあげましたように、

旧町からの提出分をまとめさしてもらってここへ入れとうということでございます。

その中の内容、どっから上がっとういうとこまではちょっとよう調査いたしておりま

せんけども。 
 
議長（梶原義正君）     はい、よろしいか。 
 
36 番（森崎龍二君）     はい、いいです。 
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〔山田君 挙手〕 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、あの、ちょっと待って。山田君。 
 
22 番（山田敏雄君）     22 番、山田です。あの、まあこの計画の中、あの、事業計画

がまあ上がっとんですけども、当然まあ、これは 17 年からまあ 21 年までの計画とい

うことで、当然まあ 17 年度につきましてはもう既にまああの、事業は始まっとうとい

う部分もあるんですけども、これは担当課長に聞くんですが、これは年度別の事業計

画は上げる必要はないんですか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい。あの、実施計画の策定の必要はあります。今回はあ

のよう出しておりませんけども、あの、参考資料として提出、計画は立てるようにな

ります。年度別の。 
 

〔山田君「議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山田君。 
 
22 番（山田敏雄君）     あの、当然ね、それあの、やはりあの、年度別にどの事業が

あの、具体化していくんかいうのも、われわれ議員も非常に関心がありますんでね、

その段階になって当然まあ、われわれ議員の方に、議会の方に資料としてもらえるわ

けですか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい。そしたらあの、確認さしてもろたんですけども、ま

ああとの段階としてすぐに、今回はでませんけども、当然また出さしてもらうという

ことでお願いしたいと思います。 
 

〔山田君「はい、お願いします」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。次、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     各町持ち寄ったということなんですけども、私あの三日月、

旧三日月町の過疎振興計画を見ますと、1 点だけ・・・、ようさんあるんですけど、1
点だけ。22 ページ、特産品の開発というところで、旧三日月町で農業をする対策とし

て、「そば・味噌・ぶどうなどを地域ブランドとしてさらに振興定着化を図る。農業の

2 次、3 次産業化を進める」とあるんですけれども、こん中でぶどうが抜けておるんで

すね。三日月としてはぶどうはその特産品として味わいの里で売って、ブランド化を

ちゃんともう確立したものを、さらにそれを進めるという旧三日月町ではあったんで

すけど、ぶどうが何で抜けてるんか。その 1 点だけ。 
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議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい。あの、まあ特に抜けとうという理由はないんですけ

ども、先ほど申し上げましたように、どっかのまあ計画書を記述をしまして、その中

でまああの載せて、回りそれぞれに何があるかいう載せ方しましたので、まあこの中

に入ってないということで、まあ申し訳ないと思います。で、今後の中でその、実際

そういうのが、まあ、ありますし、浮かされとうということあれば、まあ変更なりそ

ういう検討の中で、また考えさせていただきたいというふうに思いますけど。 
 

〔金谷君「はい、議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、金谷君。 
 
46 番（金谷英志君）     先ほどもその修正がきくということで、変更もあるというこ

とで、その県の方の期日としてはね、いつまでにその方向性、いつまでにその期限が

あるんで、修正がきく期間というのはいつまでなんでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、担当課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、説明が悪かったと思うんですけども、この分につき

ましては、あの 10 月に合併しまして、12 日にその事前協議として作成して出せとい

うことでありますので、あの大きく調査する間がない状態でしたので、その新町のこ

のまちづくり計画いうのがありますけども、この全段についてはこれ表やとかいろん

なん使わしてもらって、あとはまあ佐用町が今年の 3 月に過疎計画を樹立されてます

んで、で、それの中にそれを基本にしながら、まああの、三日月であるとか上月であ

るとか、その記述をあの見ながらまあ、1 週間か 10 日ほどだったんですけども、それ

でまあ作成させてもらって、提出をして、ほいで事前協議で返ってきて、本協議でオ

ッケーになってからまあ議会へかけるようになるんです。ほいで、今回につきまして

は、まあ、県との文言調整とか一応終わっておりますので、この分についての、まあ

申し訳ないんですけども修正はききにくいということになりますので、その後にまあ

変更なりで整備をさしていただくということになると思うんです。申し訳ないんです

けど。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     あの、そういう中でですね、例えば、ぶどうに施設に関連す

るようなこの過疎債を充てたような事業を行うということが出てくれば、それは、そ

の前の、事業の前にですね、この過疎計画の実際の事業計画として新たに議会の承認

を得て、議会・・・、追加、そこであの、事業を加えると、追加すると。そのことに

よって、まあ過疎債の充当が受けれると、そういうことの変更ができるということで

す。これからの。事業の展開の中ではね。はい。 
 

〔山本君「よろしいでしょうか。終わったん。えん」と呼ぶ〕 
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議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     これあの、ちょっと伺いますけど、佐用町のを基本に作った

いうことなんですね。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、どこのんいうことじゃなくて、たまたま佐用町のを。

佐用町の過疎計画がまあ同じ時期にどこともありましたんで、その分を一応基本みた

いなのは見て、まああの、計画をさしていただきました。 
 

〔山本君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）    で、私これね、ずっと読まさしてもろたときに思たんが、何か

上月少ないなあと。これ、ひがみ根性かと思ったんですよ。何でかなあって、よう例

えば特産品のとこでも見ると、やっぱりさっき佐用のんが、まあ例えば、まあその観

光だったら、あの平福がとかこう出てくるわけですね。で、ひがみかも分からんけど、

何かそうやなあ、佐用の方が中心やなあと。例えば、特産品のとこ見れば、もち大豆

はあっても、うちのもち大豆味噌をちょっと、もうちょっともしかしたらチンゲン菜

より有名ちゃあうかなと思たりするんやけど、そういうのもないなあとか。例えば、

まあ観光行けば、上月町いうのは僕らあ結構全国的に、例えば、山中鹿之介      

があって名前が立っとうけど、利神城が佐用では有名かも分からん。そやけど、利神

城言わしてもろたら悪いけど、歴史の表舞台に 1 回も出てきたことないですよね。例

えば、テレビでほんの瞬間でも、ねえ、あの信長の時代やら上月町は出てくるわけで

すよ。で、観光といや、やっぱりテレビに出てくるような場所の方が有名なわけです

よ、はっきり言うて。例えば、あの大原のあんなになったいうのは、まあ瞬間かも分

からんけども、それはテレビにあの人が有名に（聴取不能）。ねえ。だから、歴史にあ

の人が何をしたかいうたらそうでもない。ところが、そういう部分がすっかり何か上

月町のんから言やあ、いや、佐用の人に言うたら「利神城の方が有名や」言うかも分

からん。それはそれでえんですよ。けど、やっぱり僕はこういう上月なら思た人間が

ねえ、すっぽり何か抜けてるような気がするんですよね。だから、これが、僕はまあ

これが仮のもんだろなあと思て見とったんですよ。だから、あの、最後の方で「まあ

仮なんできちっとしたもん作らしてくださいよ」いうて言おかな思たら、文言の訂正

があんまりなんかもう提出しとうできかんいうような話だったら、ちょっと何か違う

なあと。 
 

〔「違う、違う、違う」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと、やめて。 
 
21 番（山本幹雄君）    そがいなしょうもないことは別にしましてね、だけど、やっぱ

り 4 町均衡あるまちづくりをお願いしたいと思うんですね。そしたら、ほんまに 4 町、

どこに観光があるんやと。町長が違う、確かに違うから、佐用のことはよう知っとん

かも分からん。そやけど、じゃあほんまにね、さっき言うた観光施設見た場合、利神

城と上月城だったら、たぶん、知名度は上月町の方が上やと思う。ね。だけど、そこ
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が抜けとうと。で、こんなもんで僕ら了解せえ言うたら、そらはっきり言うて了解で

きませんわな。もっと上月しっかり入れてくれえと。いや、たぶんそれは上月だけじ

ゃない思いまっせ。南光なら南光で言うだろうし、三日月は三日月で言うだろうし、

もうこんな簡単にできまへん言われたら、ちょっとそれはどうなのかなという気がし

ます。ちょっと言わしてもらいます。町長、もうちょっと考えられないんか、検討し

みて。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あのまあ、計画につきましては、あのまあ、企画の方で原

案をまとめたわけなんですけども、その中で、まああの、佐用のもんもおりますし、

まあ上月も南光もおりますけど、まあいろんな目でまあ見さしてもろたとは思とんで

すけども、まあ土台はそういうことでまあ整理さしてもろたんで、まあ記述的に不十

分なところも確かにあるとは思うんですけども、まあ一生懸命そん中では見さしても

ろたと。それからまあ、各課にもとりあえずは一応目を通してもろたという経緯はあ

るんです。まあ、そういうことでできたら御了解をお願いしたいと思うんです。 
 

〔町長「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、合併時点でいろいろな思いはあると思うんですけ

どもねえ、あの、決してこれ今、課長が言いましたように、まああの、作ったのが例

えば私の指示で、そのまま意向で作ったというね、経過を見ていただいても、10 月に

入って、合併後すぐにね、今年のもう事業の過疎債あと充当をしていかなきゃいけな

いと、事業の中でですね。県の方においても、もうこれは時間的にすぐ提出をしなさ

いということの中でね、10 月の 12 日にまあ、一応県の方に第 1 案として提案して、

まあそれで協議を、県の協議を得てですね、一応作ってるということです。まあそう

いう中で今後ね、当然まあその私も新町の町長としての責任、これは、これからそう

いうものを含めて十分、不十分なところは訂正しながらですね、やっていくというこ

とで考えていただかないと、あの、ここにまあ記述されていることだけを捉えて、す

べてではありませんので、まあその点、記述されてない点においてもね、当然見るべ

きところは見ながら、あの、訂正すべきとこは訂正しながら今後執行していくという

立場でおりますのでね、考え方でおりますので、その点は御理解いただきたいと思い

ます。 
 

〔山本君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     あのまあ、上月町の話に固執するかも分からんけど、まあ、

上月町はね、あの高見さんが言ってくれたように、検討委員会も立派にできて成功例

やいうてくれてましたね、高見さんね。そうなんですよ。成功例なんかも分からん。

だけど、あれで完璧にできたとは僕らも思ってない。いいもんができたと思ってます。

だから進めてほしいなと、もっと進めてほしいなと思います。ただ、ここでね、改め
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ることはできるんでしょうね。ところが、過疎計画にも上がってないやつを、例えば、

何かあった中で県の方に要望した中でね、こういうのやりたいんや。「過疎計画にも上

がってないやないか」言われたときに、通るんですか。そこら辺、ちょっとお願いし

ます。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     あの、当然ね、あの過疎計画だけではなくって、これから総

合、一番上はまあ、総合、町の総合計画を作っていくわけです。これからね。新町と

して。それが、その中にまた事業として過疎計画というものがまた別にも一種整合性

を持たして作っていくわけですけどもね。ですから、あの、そういうその、例えば上

月町の整備が過疎計画、過疎債の適用になるような事業として取り組むということが

あればね、その緊急にあるとなればまた、それは議会の議決を経て申請をすれば、そ

れは変更はきくということを、今、私も話させていただきましたような、それやった

らできますのでね。ですから、まあ、今後、新しいこの計画を逐次、まともな、それ

を作って、十分にね、検討して、作っていく段階におきましては、今、皆さんのいろ

んな御意見もいただきながら、今後できるだけそういうこと、全体をやはり網羅した

ものに当然していく努力を今後お互いにしていかなきゃいけないと思っておりますの

で、この点については過疎債、今回のね、過疎計画の提出につきましては、先ほど申

しましたような状況でありますのでね、とりあえずこの点はこれで御了解いただきた

いなと思います。 
 

〔山本君「最後にもう一回だけ」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、山本君。 
 
21 番（山本幹雄君）     あのまあ、全般通してね、僕が一番言いたいのは、佐用が中

心で動いておるというふうに、私はこの文書見たとき、こう感じたから、そうじゃな

くして、上月・南光・三日月ね。当然一番中心になる佐用は、はっきり言って、放っ

といても（聴取不能）良くなると。そうじゃない、周りに町長は配慮してほしいよと。

そういう文書を今後考えてお願いしたい、そういう思いの中でね、ただ上月町はあく

までも 1 つの例です。あの、上月城はね。上月城だけじゃないんです。先ほどだれか

言われましたように、あ、木村さんが言われましたようにね、お滝さんにしてもそう

なんです。上月ではね。だから、そういう思いでね、文書を今後お願いしたいなと思

います。はい。すいません、以上です。 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     まああの、当然このことはね、職員もこうして 4 町から全部

集まって、こうして実際の業務、職務にあたっているわけです。だから、そういう中

でね、みんな全体を見て、これから、まああの、新町が 1 つになるように一体性をね、

以後するようにという形で取り組んでまいりますので、その中で私もそういう中心に

なってやっていきます。 
 

〔西本君「議長」と呼ぶ〕 
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議長（梶原義正君）     はい、西本君。 
 
48 番（西本俊秀君）     48 番、西本。学校教育の方にちょっと聞きたいんやけど。三

日月の小学校は通学、東三日月はね、あの、集団登校しよんですけどね、帰りがね、

各学年によってバラバラになるんですよ。ほいで、三日月の通学路をもっと検討して

みてはどうかと思うんですけどね。今、人通りの少ないとこを通って帰るいうことは、

もう大体もう何かあるかも分からんと。あってからでは遅いんやさかい、やっぱり、

もっと広い道を通って帰れるように、皆の、車が通っとうとこでもええさかいに、帰

れるような方法を考えんとあかんのやないかと思います。 
それと、大畑、町長も大畑の前、選挙のあれで上がったったこともあるやろうけど、

そこから自転車で下りて来い、上がって来い、あの、学校へ来い。女の子の場合はな

あ、あそこで男の子でも「自転車に乗ってくるんは怖い」いうて言うわ。それにまし

て今度女の子があそこから通学するようになったら、中学校の子なんかは特に各その

放課後に、各部活をせなあかんというような話があると、ものすごう帰りが遅うなる、

そんな時点であそこを自転車で上がれいうて、それで親に迎えに来い言うならまだと

もかく、「自転車で通学せえ。自転車は補助金出しちゃろ」、それだけじゃああかんと

思うんで、もっと三日月のその大畑とか三日月、東三日月の通学路を変更とかそうい

うのを考えてみてはどうかと思うんやけどなあ。教育長、どない思とう、それ。 
 
町長（庵逧典章君）     いや、教育長でえんやけど、この今の過疎計画の中にあるん

じゃないん。過疎計画のどこにあるんか。 
 
議長（梶原義正君）     いや、そやそや。いや、それを今、これ見よんや。あがって

ない。ちょっとあの、今の過疎計画の中には上がってないから。 
 

〔西本君「上がってないけど」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。それやったらまた後にしてください。 
 

〔西本君「いや、上げてくれえや。ほいでな」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、はい。 
 
48 番（西本俊秀君）     安心・安全な学校施設の整備を目指すのはええわいな、そら。

そやけど、安全、安心・安全な通学路もここへ入れたら、入れなあかんと思うわ。今、

あの、通学路でごっつう問題になっとう。ほんで、何かがあるんは 1・2 年生の女子ば

っかりなんや。こないだ男の子がおらんようになったけどな。そやけど、やっぱり 1・
2 年の女の子に通学路、やっぱりもっと考えてやらなあかんさかい、ここにも載しても

ろたらええと思う。 
 
議長（梶原義正君）     安心・安全のあれで入れる。教育長。はい、教育長。 
 
教育長（衣笠孝君）     それでは、あの、先ほど出ております通学路の事柄につきま

して、ちょっとあの、お話をしたいと思います。まあ、三日月の小学校のことですけ

ども、最近、あの広島の問題から栃木、それから新聞にはちょっとまだ出ておりませ
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んけども、長野の問題もあったようでございますが、まあ、そういうことで特にあの

下校、低学年の下校につきまして、登校はえんですけども、下校につきまして、まあ

いろんなことがありますので、あの、無線放送の方にもお願いしましたし、学校の方

へも通知も出しましたし、広島のときにもすぐにまあ学校の方に通知しました。通知

するだけではあかんとおっしゃるんですけども、まあ、とにかくまあ、注意喚起とい

うことで連絡しております。今回は放送を通じまして、地域の方々にもひとつよろし

くお願いしますと。で、まあ、子どもの帰りについては、学校で責任を持って皆送っ

たらええがいと言われたら、72 人おったら 72 人の先生がおらないかんようになった

りしますんで、あの、なるべく低学年は固まって帰るように。今までは低学年は少し

時間早く帰りますので、そういうことをしておりましたけども、これについてもちょ

っと考えないかん時期が来とんじゃないかなあと思とります。まあ、全国的に低学年

は時間数もちょっと少のうございますので、早く帰っておりますけども、これはちょ

っと考えないかんと。それから、まあ、スクールバス等あるところにつきましても、

早く出したり、遅く出したりしておりますので、これについてまたいろんなこと考え

ないかんところありますが。 
まず、三日月の問題につきまして、まあ西本議員の方からもおっしゃってますよう

に、ちょっと寂しいいうんですかね、それは、前にはこう 179 号線のところを通るよ

うな検討もしておったんですが、あそこは危ないなあというようなことで、桜橋から

裏側の住宅の中をこう通るようにしておると思いますが、今そこは非常にまあ、人も

あんまり出られないし、若い人は勤めしとうしということで、寂しいとまあいうとこ

で、こないだうちも職員もだいぶ近くまでもこう送って行ったんですけども、最終的

にはこう家帰るときに、何十メートルかは 1 人になると、こういうことがあるんで、

家帰ったんを見届けたりもこう後から調べたらしとんですけども。まあ、とにかく下

校につきまして検討していきたいと。 
で、ちょっとこの過疎計画とこの関係についてちょっと私も十分、もう少し分かり

ませんので、まああの多分自動車の扱いとか、いろんなことが出てくるとなると、今、

大畑のことも出ておりますので、まあ、今までは三日月町としてあの対応されとった

と思いますので、まあ、今までされとった事柄も勘案しながら、まあ今度は佐用、新

佐用町として対応を考えていく。これにつきましては、いろんな事柄も関連してきま

すので、まあ町長とも十分あの話をして検討していきたいなと、そういうことを思と

ります。で、まあとにかく、とりあえずは今のところ御心配はたくさんあろうと思い

ますけども、低学年の下校について学校では十分注意して、それから、駐在所の方と

も連絡したり、警察とも連絡したり、いろんなことせえと。それから、子どもを守る

家というのがありますので、そこのお方ともまあよう連絡してもらったり。今まで郵

便局の方とも教育委員会も気がついたらいろんなこと連絡してもらおうということで、

あの、しておりますので、そういう点を注意を喚起したり。それから、タクシー業界

の方も何ぞがあったら声かけたるいうて非常に気持ちよくおっしゃってくださってま

すので、そういう点もまあお願いしたいということで、いろんなとこでまあお願いし

ながら、今のところは下校につきまして対策を練っておるところでございます。 
で、とにかく、遠い子どもにつきまして、まあ、どういう具合にするかというのは

ちょっとこれも課題がありますので、まあ、今後の検討課題にさしてもらいたいと、

そういうことを思っております。 
 
議長（梶原義正君）     えっと、西本議員、今さっきの質問は、あの、いわゆる通学

路の整備という質問だったように思うんやけど、今のんで、今の答弁でいいですか。 
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〔西本君「はい。それともうひとつ」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい。 
 
48 番（西本俊秀君）     あの、女の子をその大畑まで自転車で通学さすようなあれは、

絶対こらえてもらいたいと。それ、やめてほしいと。あそこまで自転車で上がり下り、

まあ男の子ならともかく、女の子はあっこは上がり下りさすっちゅうようなことは、

もってのほかやと思うや。やっぱりそれは、教育長、もっと考えてもろてやな、やっ

ぱり三日月の中学校なり話をしてやな、対処してもらいたいと思います。それだけ。 
 
議長（梶原義正君）     よろしいか。 
 

〔松尾君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと待って。はい、松尾君。 
 
47 番（松尾文雄君）     はい。まず、変更ができないと言われてるんで、ここで言う

ても無駄かなあ思うんですけども。まずあの、今後作られる総合計画との関連も十分

あるかと思いますので、若干ここで言うときたいなと思います。 
まず、あの、29 ページのとこで、交通体系の整備という部分で、その後の対策の中

であるんですが、やはりあの、新都市との、新都市と新佐用町とのつながりというの

はやはりここで合併した以上、やはり作っとく必要があるのかなと。バス路線の新設

をぜひともやっていただきたい。中高一貫教育ということで 2009 年からされるという

部分もありますし、そういったとこから考えると、佐用郡の、佐用町の住民、子ども

たちがいつテクノの方に進むか分からないというふうな状況の中で、父兄が毎日送る

というふうな状況は無理かと思いますので、公共機関を上げていただきたいなと思っ

ております。 
で、それとあと 1 点。まず、この佐用町においては交通の整備が中国道、今できて

ます姫鳥線、また、179 号線、373 号線といろんな道がありますけども、そういった中

でやはりこの過疎計画の中で載ってないのが、交通事故に対する業務いうものは記載

されてないんじゃないかなというふうに思っております。確かに、災害防火という部

分では載っているんですけども、こういう車社会にとっては交通事故、いざいったと

きに十分に機動する消防の業務の部分をこの過疎計画、並びに総合計画の中で載して

いかないと、いざいったときに非常に難しいかなと。まああの、御存じのとおり、先

般うちの子どもも事故に遭いましたけども、やはり大きな災害のときには確かに訓練

されてありますけども、いざ事故となりますと、なかなかそういった部分が十分に稼

働してしてないように思いますので、ぜひとも過疎計画並びに総合計画の中で取り入

れていっていただければと思いますので。これは変更できないいうことなんで、あえ

て聞きませんけども、意見を述べときます。 
 

〔岡本君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、岡本君。 
 

〔「ちょっと待って」と呼ぶ者あり〕 
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議長（梶原義正君）     返事するん。回答するんやな。 
 

〔まちづくり課長「（聴取不能）がちょっとあるとこがあるんです」と呼ぶ〕 
 

〔町長「ほんならちょっとすいません。先。」と呼ぶ〕 
 
まちづくり課長（南上透君）  すいません。あの、1 点だけなんですけど、テクノとの関係

の交通網なんですけども、31 ページのところで、あの、表の上のところでまあ、十分

ではないんですけども、「播磨科学公園都市との結びつきを強化するため、連絡バス路

線網の構築などを検討する」いう文言は一応とりあえず入っておるということだけお

願いしたいと思います。 
 
議長（梶原義正君）     はい、岡本君。 
 
19 番（岡本義次君）     8 ページにあります観光のことなんですけれど、まあこの中で

ですね、平福とかそれから西はりまの天文台、花しょうぶ、ひまわりとかしゃくなげ

と載ってます。しかしですね、今言われたように、飛竜の滝とかるり寺とか長林のキ

ャンプ場ですね、それら、それから、9 ページにですね、まあ 6 月から 8 月にかけて

観光客が多く入り込んでいるということは、多分あのひまわりのそういう時期も重な

ったり、夏休みがあってですね、まあたくさんみえるということでございましょうけ

れど、私、山田町長に一度申し上げたことはね、あの、町長会、毎月開催されとった

らね、そういう観光客が 15 万も年間お見えになっとんであれば、あの、どういうんで

すかね、あの、いわゆる湯郷とかそれから粟倉の方へ逃げ込んでしまって、食事する

とこもないということで、あのまあ、ひまわりだけ見てですね、まあ帰ってしまうと

いうようなことありますんで、まあそこら辺もっとですね、三日月の味わいの里なり

笹ヶ丘とか平福の道の駅にでもね、バス 1 日に 5 台ずつでも入ってもらういうような

ことでね、していただくということが大事やないかと思いますし、それから、22 ペー

ジにあります入込数のですね、95 万 5,000 とありますけれど、もっとですね、あの、

スプリング 8 とか、世界一のなゆたをうまく使えばね、もっと多くの人に来ていただ

けるようになると思いますんで、まあ、スプリング 8 の研究期間のないときにですね、

そういうことを、いわゆる研究のない日にですね、観光客の説明で入れるような格好

をね、また地元、その交渉したり、そういうことを考えていってですね、入込客を増

やしていくようにされたらいんじゃないかと。いわゆる、総合計画とかまちづくり計

画の中でですねリンクするんかも分かりませんが、そういうことを念頭に置いていた

だきたいと思います。 
それから、今、松尾さんおっしゃった道路計画のこともですね、一般質問の中で南

光町のそのバイパスのことがたくさん出てきましたけれど、私はですね、銀ビルのと

こに横山重機のとこに新しく橋が架かりました。この橋を越えてね、山越えで南光町

の中島へ行くやつはね、山ずっと昔からの道があると聞いております。ですから、そ

ういうやつの方がですね、経費的にも安くですね、あのあっこの徳久小学校ですかね、

横を通って三日月に抜けるんを造ればね、今の現況のとこのバイパスより早くですね、

安くできるんじゃないかと思いますんで、まあ、今後ですね、まちづくりとか総合計

画の中でリンクしてね、そういうことも頭に置いてですね、合併したからにはいうこ

とでちょっとまた考えていただきたい。このように思います。 
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議長（梶原義正君）     はい、えっと。町長答えるん。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。まああの、現在でもですね、やっぱり近隣のそれぞれ

のイベント等については、あの、その周辺、施設そのものがですね、十分に事前に連

携をして、あの事業を展開してるわけじゃないんですけども、あの、それだけの効果

ですね、は、出ているわけです。あの、当然、あのひまわりの、まあいわゆるひまわ

り祭りされたときにはですね、味わいの里においても、また平福の道の駅等において

もですね、観光客等の受入れ、非常にまあ増えておりますしね、そういうものを今後、

まあ時期も一体にして、またその同じように受入体制としてね、よりまあ十分に受入

れしていくような、まあ連携をしたですね、これから展開をしていって、観光客にも

満足していただき、また地元にも地域、町にもですね、またお金も落ちるようにして

いく。まあ、そういうことを考えていかなければならないと思っております。 
それから、あの、スプリング 8 等のですね、公開、これは県の方で年に 1 回か 2 回、

あの、まあ、あの科学公園都市のですねＰＲも兼ねてですね、現在行っております。

はい。まあ、そういうことは今後も継続していただきたいということで、県にもお願

いをしてまいります。 
まあ、また新しいね、この新町にとって、まあそういう道路問題とか、その一体性

を形成するための、まあ整備については、まあいろいろと課題はあろうと思いますけ

どもね、まあ、当面まあ、すべてが一遍にできませんから、まあ一番今課題になって

る懸案事項をですね、まず早く着手して、次の段階に入っていくということになろう

かと思います。 
 
議長（梶原義正君）     はい。さっき、すいません。どうぞ。 
 
6 番（木村愼吾君）     あの、いろんなまあ歴史的経過があるんですけどね、佐用、い

わゆる郡ですね、の、農業に関する歴史というもの、ここに何も書いてないんですね。

これはあの、東京農学部のシンリ学長が、これからはスローアグリーが大事ですとい

うことを、2 年か 3 年ほど前の講習でお話されました。で、やっぱりあの、昔何があ

ったか、例えば、あの佐用では桑畑が多くって、この向こうに大きなあのあれがあり

ましたね、生糸を作る工場が。ところが今、長野県ではこんな繭を作るそうですね。

大きな繭を。枕にしてもええような繭を作る。それが結構売れるんだそうです。で、

山古志村がまた水を使って農業興しをやっております。そういうふうな昔からの形が

ここの中へ入れれんもんかなあいうような感じがするんですけどね。佐用でも結構い

ろんなことがあります。調べてみたら。そういう点を一度探ってみたらということと、

もう 1 つは、僕がよく言うんですが、山崎断層についてね、実に簡単な記録なんです。

これ、あの皆さん一遍、海内へ行ってここへ断層が通ってるっていうところ見てもら

いたいと思うんです。それから、あの、上石井の奥へ上がったら、ストーンと向こう

まで断層がこう山へ切れてるんが分かるんですよね。で、今、東の方でたくさん地震

があるけど、今度、西だって言われます。で、これは産業にも非常にこたえます。で、

それを海内なんかで言うたら、「あ、ここに断層があるんですか。じゃあ、気をつけま

しょう」と言われます。奥海でも断層がこの近所ものすごう石が崩れます。こないだ、

あの、水根で山崎断層とそれからそこから出とう支線のこの三叉路のところがものす

ごく山崩れたんですね。で、この中にも断層地図が出てないんですが、もし、課長さ

ん、良ければね、ここに僕断層地図、ちょっとある人に頼まれて書いてきてますから

差し上げます。で、こんなとこに断層があったんかいないうような、防災の方はある
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んでしょ、これ。ないですか。持っとかれた方がいいでしょ。あの、作って差し上げ

ます。あの、こういうなんもありますので、できたらちょっとこう、これに付け加え

たらどうかなと思うんですけど、不必要でしょうか。以上です。 
 
議長（梶原義正君）     だれ。はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  あの、まあ断層の関係の地図ですけども、今回の中には加

えることは、あのちょっと難しいとは思うんですけども、まあ、今後の中でまあ、使

わしてもらうとこがあったらまた考えさせていただきたいと思います。 
それから、まああの、農業の関係のいろいろ歴史的なことの指摘を受けたんですけ

ども、まああの、今後のこの中ではあんまり反映してないですけども、まあ新町、今

度、総合計画等がありますので、まあじっくりかけていく中で、まあ新町の中のええ

部分というのをいろいろと探していかなあかんということもあるんで、まあその中で

検討も、考えさせていただきたいと思います。 
 

〔笹田君「はい」と呼ぶ〕 
 

〔鍋島君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     えっと、鍋島君。向こうが先。 
 
28 番（鍋島裕文君）     じゃあ、ちょっと 2 点ほど。えっと、まず 1 点目は、28 ペー

ジ、29 ページ。まああの、県の許可もらっとるからどうしようもないんだということ

だけじゃなくてね、県の許可と議会の承認が要りますので、議会も忘れないでいただ

きたいと思いますが。あの、町道の関係でね、旧上月町との計画との大きな違いは、

まず、28 ページの町道の現況では、舗装の現況だけじゃなくて、町道改良の現況も明

らかにしております。それから、29 ページの具体的な対策の点ではね、5 年後の舗装

改良それぞれの到達目標、その目標の中でこの町道工事の計画が出されてるというこ

とからしてね、改良、舗装の達成計画目標、そういうのを明らかにしておるんですけ

ども、今回されなかった理由、それと、やっぱりそういう内容は入れていくべきじゃ

ないかという点について、まずお伺いします。 
 
議長（梶原義正君）     はい、まちづくり課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  特にあの、改良の分が抜けておるということでございます

ので、まあ記述はあっても当然良かったのかと思っております。まあ、それがちょっ

と抜けておるということであろうと思います。まあ、今後の中でそういう・・・。ま

あ、その分について、あの、今後の中でまあ検討さしていただきたいというふうに思

います。 
 

〔鍋島君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     いや、あの、指摘だけさしてもらいます。続いて、あの、19
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ページの農業の関係です。19 ページの関係では上から、2、4、6、8、9 行目ですね。

生産基盤の現況ということで、「1,313.5 ヘクタールの可能面積のうち、80.4 パーセン

トの云々」というあの表記になってます。で、現在ね、これ土地改良事務所で確認し

たんですけども、この可能面積というような扱いはしないんですね。これは恣意的に

なるということで、客観性が失うということで、全水田面積に対する整備率というよ

うな形に統一してるというようなことに改良事務所が言うてるんですけども、まあこ

れ許可もろたからえんちゃうということかも分からんけども、そういった改良事務所

との関係から見て、留意すべき必要があるんじゃないかと思うんですけど、いかがで

しょうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  そこまでもようちょっと調査はさしてもらってなかったん

ですけども、3 月の時点で書いてある記述見ますと、まああの可能面積に対してという

書き方になっておりますので、そこまでのちょっと調査は不足しております。そうい

う点につきましても、今後確認等さしていただきたいと思います。 
 

〔鍋島君「はい。はい、議長」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、鍋島君。 
 
28 番（鍋島裕文君）     はい。それとあの、山田議員が年度ごとに実施計画ね、意見

出してましたけども、当然あの、議会としてはね、実施計画の中に概算事業費、これ

は重要なあの、判断する（聴取不能）になるんでね、なりますので、概算事業費等も

入れていく必要があるんじゃないかというふうに思います。ちなみに、これ出てませ

んけども、この 5 箇年計画の概算の総事業費はいくらになってますか。この 2 点。 
 
議長（梶原義正君）     はい、課長。 
 
まちづくり課長（南上透君）  まああの、提出時期につきましては、まあ先ほどまあ申し

上げました内容で、あと今回はあの、あれですけど、またあの、時期がすれてになり

ますけど提出させていただきたいと思います。総合的には言うてえんですか。 
 

〔鍋島君「言うてないわな」と呼ぶ〕 
 

〔町長「（聴取不能）」と呼ぶ〕 
 
まちづくり課長（南上透君）  はい、まだちょっと今その分については、あの。 
 

〔町長「あの」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     この計画の中でですね、まああの、事業に上げていますのは

取り上げてますように、まあ、ある程度もう事業化を計画してるものも当然あります
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けども、まああの、各それぞれのこれまでの計画でも皆さん御存じと思いますけども、

まああの、町が課題として掲げてる事業を、まあすべてやろうと、網羅していくとい

う形で入れて、まあその中で何にその過疎債等を充当していくかというのを年度計画

の中で開けていくという形をとっておりますのでね。だから、この事業、その全体の

概算事業というようなもの、すべて計算してあげてはいないというふうに私は思って

おります。 
 

〔鍋島君「ほんなら、しゃあないな」と呼ぶ〕 
 

〔笹田君 挙手〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）     はい。笹田です。えっと、ちょっと簡単にお尋ね、確認をさせ

ていただきたいんですが、27 ページの農業のところで、江川団地造成とありますが、

これは江川団地は仁方のことでしょうか。どこでしょうか。 
 
議長（梶原義正君）     はい。だれ。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）     はい。まあ、当時こういう記述で江川団地ということで、あ

の、ほ場整備にかかる用地の取得をしております。そういうものを当然事業として、

一応メニューとしてですね、上げておりますから、そのことであります。 
 

〔笹田君「はい」と呼ぶ〕 
 
議長（梶原義正君）     はい、笹田君。 
 
2 番（笹田鈴香君）     あのこれがあかんというわけで言ってるわけじゃないんですが、

9 月議会でたまたまこの質問をしたときに、今、計画、この用地のところで質問をした

ところ、「予定はない」と言われたので聞いただけです。 
 
議長（梶原義正君）     ちょっと、お諮りやらお願いをしたいんですが、まあ先ほど、

今日最初に町長言われておりましたように、あの、自治振興会いうのを、役員会が 4
時からいうことになっておりますので、これで質問がまだあの残っておりましたら、

最終日に採決の前にひとつ質問ができますから、ですから、今日のところはこれで打

ち切りをさしていただきたいと思うんですが、よろしいですか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     それでは、そういうことでひとつお願いします。はい。町長、

ほいじゃあ、どうぞ。 
 
町長（庵逧典章君）     はい、ありがとうございます。 
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日程第 12．委員会付託について 

 
議長（梶原義正君）     それで、続いて日程第 12、委員会付託についてであります。

ちょっとあの、ここであの付託表を配りますので、その間ちょっと 2、3 分休憩いたし

ます。 
 

午後 ３時５６分 休憩 
午後 ４時２５分 再開 

 
議長（梶原義正君）     すいません、休憩中だったようなんで、あの、休憩を解きま

して、直ちに会議に入りたいと思います。 
今、あの、休憩中にお手元にお配りいたしました、あの、議案付託表のとおり、そ

れぞれの所管常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     御異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

以上で本日の日程は終了いたしました。お諮りいたします。委員会等開催のため、

明 12 月 7 日から 12 月 25 日まで本会議を休会いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（梶原義正君）     御異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

次の本会議は、来る 12 月 26 日、午前 10 時より再開いたします。 
本日はこれにて散開いたします。どうも御苦労様でした。 

 
 
 
 

午後 ４時２７分 閉会 
 

 


